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評価書様式 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

評価対象事業年度 年度評価 令和３年度（第４期） 

中期目標期間 平成３０年度～令和４年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣  

 法人所管部局 鉄道局 

海事局 

総合政策局 

担当課、責任者 鉄道局参事官（機構監督・地域調整担当） 吉田 誠 

海事局総務課企画室長 鈴木 延明 

総合政策局地域交通課長 倉石 誠司 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 久保 麻紀子 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

・令和４年６月２０日：理事長、監事ヒアリングを実施。 

・同年６月３０日～７月１日：外部有識者４名から意見聴取を実施。 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし。 

 

  

令和３年度評価 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

評定に至った理由 項目別評定は業務の一部がＡであるものの、全体評定を引き上げるまでは至っていないため、国土交通省等の評価基準に基づきＢとした。 

【項目別評定の算術計算】  

（Ａ４点×７項目＋Ｂ３点×（６項目＋６項目）＋Ｂ３点×２１項目）÷（３４項目＋６項目）≒３．１８ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定である。  

※算定にあたっては評定ごとの点数を、「Ｓ」評定：５点、「Ａ」評定：４点、「Ｂ」評定：３点、「Ｃ」評定：２点、「Ｄ」評定：１点とし、重要度の高い項目（項目別評定総括表、

項目別評定調書参照）については加重を２倍としている。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工期遅延・事業費増嵩に関連して、令和２年１２月に国土交通大臣から業務改善命令を受けたが、令和３年度においては、同命令に基づき改善措置

を講じるとともに、令和３年７月に「鉄道・運輸機構改革プラン」を策定してさらなる業務改善に取り組んでいる。引き続き、同プランに基づく取組みを着実に実施することを通じ

て、中期目標の達成に向けて取り組んでいく必要がある。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特になし。 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

・北海道新幹線における工程及び事業費の精査について一定の整理がなされた際には、沿線自治体等関係者に情報共有されたい。 

・相鉄・東急直通線について、今後も関係者と緊密に連携しつつ、完成・開業に向けて適切に事業を実施していく必要がある。 

・中央新幹線建設資金貸付等業務について、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を含む貸付先の財務状況や事業の進捗状況等を把握し、貸付利息の確実な回収を図っていく

必要がある。 

その他改善事項 特になし。 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

特になし。 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 ・機構の業務実施に関し、法令等に違反し問題があるとして指摘すべき点は認められない。また、機構の業務全般については中期目標の着実な達成に向け概ね効果的、効率的に業務

を推進していると認められる。 

・鉄道建設事業については、改善措置及び検証委員会の報告書等を踏まえた業務改善の取組みや機構改革プランによる改革の取組みを通じて、地域密着型の業務執行体制の強化、プ

ロジェクト毎の責任体制の明確化、工程管理・事業費管理のルールの見直し、関係自治体等との情報共有の拡充等の改善が図られており、引き続き、これらの取組みの着実な実施

により、工程管理・事業費管理を徹底し、各事業のリスク・課題の早期・正確な把握、迅速な対処に努めるとともに、関係者と早期に情報の共有を図り協議検討を進めるなど、課

題調整に向けた緊密な連携を更に促進することが求められる。 

・機構改革プランに掲げた取組みについては、機構の事業をとりまく大きな環境変化を的確にとらえ、事業遂行上のリスクに適切に対応していくため、理事長のリーダーシップの

下、改善措置や検証委員会の報告書等で指摘された内容にとどまらず、業務プロセスの改善、組織・人事体制など、機構の業務の進め方や組織体制を見直すための改革が順次実施

されていることを確認している。 

その他特記事項 特になし。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調

書№ 

備考 

  平成 

３０ 

年度 

令和 

元 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

  平成 

３０ 

年度 

令和 

元 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

Ⅲ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅳ．業務運営の効率化に関する事項  

 鉄道建設等業務 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ  3.(1)    組織の見直し Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  4.(1)①  

 整備新幹線整備事業の

完成・開業年度目標の

達成に向けた適切な 

工程管理 

Ｂ○重 Ｄ○重 Ｃ○重 Ｂ○重  3.(1)    調達等合理化の取組み Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  4.(1)②  

整備新幹線整備事業に

おける適切な事業費の

管理 

Ｂ○重 Ｄ○重 Ｃ○重 Ｂ○重  3.(1)    人件費の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  4.(1)③  

都市鉄道利便増進事業

等の完成・開業年度目

標の達成に向けた適切

な工程管理 

Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重  3.(1)    一般管理費の効率化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  4.(1)④  

都市鉄道利便増進事業

における適切な事業費

の管理 

Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重  3.(1)    事業費の効率化 Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ  4.(1)⑤  

 鉄道建設業務に関する

技術力を活用した受託

業務等の支援 

Ａ重 Ｂ重 Ｂ重 Ｂ重  3.(1)    資産の有効活用 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  4.(1)⑥  

鉄道建設に係る業務の

質の向上に向けた取組

み 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(1)    電子化の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  4.(2)  

我が国鉄道技術の海外

展開に向けた取組み 

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  3.(1)            

鉄道施設の貸付・譲渡

の業務等 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(1)            

 鉄道助成業務等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(2)            

  鉄道助成業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(2)   Ⅴ．財務内容の改善に関する事項  

 北海道旅客鉄道株式会

社及び四国旅客鉄道株

式会社からの長期借入

金の借り入れ等 

－ － － Ｂ  3.(2)    予算、収支計画及び資金計

画 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  5.(1)  

 

 

 

中央新幹線建設資金貸

付等業務 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(2)    財務運営の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  5.(1)  

船舶共有建造等業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(3)    資金調達 Ａ Ａ Ａ Ａ  5.(2)  
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  船舶共有建造業務を通

じた政策効果のより高

い船舶の建造推進 

Ａ○重 Ａ○重 Ｂ○重 Ｂ○重  3.(3)   Ⅵ．業務運営に関する重要事項 

船舶建造等における技

術支援 

Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重  3.(3)    人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  6.(1)  

 船舶共有建造業務にお

ける財務内容の改善 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(3)    内部統制の充実・強化 Ｂ Ｃ Ｃ Ａ  6.(2)  

 地域公共交通出資業務等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(4)    広報・情報公開の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  6.(3)  

  地域公共交通出資及び

貸付け 

Ｂ Ｂ Ａ Ａ  3.(4)    情報セキュリティ対策の推

進 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  6.(4)  

 物流施設融資 － － Ｂ Ｂ  3.(4)    環境への配慮 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  6.(5)  

 内航海運活性化融資 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(4)            

特例業務（国鉄清算業務） Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(5)            

 年金費用等の支払及び

資産処分の円滑な実施

等 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(5)            

 会社の経営自立のため

の措置等 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  3.(5)            

                   

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書Ｎｏ．」欄には、令和２年度の項目別評定調書の項目別調書Ｎｏ．を記載。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（１） 鉄道建設等業務 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保強化 

政策目標 Ⅷ  都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

政策目標 Ⅻ 国際協力、連携等の推進 

施策目標 ２３ 整備新幹線の整備を推進する 

施策目標 ２６ 鉄道網を充実・活性化させる 

施策目標 ４３ 国際協力、連携等を推進する 

当該事業実施に係

る根拠（個別法条文

など） 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号）第１３条第１項、第３項、第４項、第１４条第１項、附則第９条、附則

第１１条第１項第１号及び第４項 

・全国新幹線鉄道整備法（昭和４５年法律第７１号） 

・都市鉄道等利便増進法（平成１７年法律第４１号） 

・鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号） 

・海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成３０

年法律第４０号） 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】 

・整備新幹線整備事業の完成・開業年度目標の達成に向けた適切な工程管理 

・整備新幹線整備事業における適切な事業費の管理 

・都市鉄道利便増進事業の完成・開業年度目標の達成に向けた適切な工程管理 

・都市鉄道利便増進事業における適切な事業費の管理 

【難易度：高】 

・整備新幹線整備事業の完成・開業年度目標の達成に向けた適切な工程管理 

・整備新幹線整備事業における適切な事業費の管理 

・都市鉄道利便増進事業の完成・開業年度目標の達成に向けた適切な工程管理 

・都市鉄道利便増進事業における適切な事業費の管理 

・鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

行政事業レビュー事業番号：１４２、２８８、２８９、２９０、３２６、３３

１ 

注１） 重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

  平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

完成・開業年度

目標 

北陸新幹線

(金沢~敦賀

間):平成 34

年度末 

― ― ― ― ― ― 

 予算額(千円) 

777,774,094 795,406,351 803,537,065 829,560,026  

完成・開業年度

目標 

九州新幹線

西九州ﾙｰﾄ

(武雄温泉~

長崎間):平

成 34 年度 

― ― ― ― ― ― 

 決算額(千円) 

754,130,706 789,387,595 821,366,518 708,848,369  

完成・開業年度

目標 

神奈川東部

方面線(相
― ― ― ― ― ― 

 経常費用(千円) 
377,514,667 361,216,179 364,850,510 357,960,727  
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鉄･JR 直通

線):平成 31

年度下期 

完成・開業年度

目標 

神奈川東部

方面線(相

鉄･東急直通

線):平成 34

年度下期 

― ― ― ― ― ― 

 経常利益(千円) 

389,299 457,655 1,910,626 49,978  

機構の技術支援

等への満足度

（５段階評価） 

平均 3.0 以

上 
― 4.2 4.2 3.8 3.4  

 行政ｺｽﾄ(千円) 

― 362,131,094 367,511,279 408,490,994  

技術支援等の実

施件数 
― 

平成 25 年度

から平成 29

年度(見込

み)までの件

数･78 件 

10 件 13 件 16 件 12 件  

 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺ

ｽﾄ(千円) 

140,156,759 ― - ― ― 

我が国事業者の

参入を目指して

機構が行った海

外高速鉄道調査

等の受注額 

― ― 0.4 億円 1.5 億円 0.5 億 0.5 億  

 従事人員数 

1,454 1,464 1,414 1,354 

 

機構が海外高速

鉄道調査等を行

った結果参入し

た我が国事業者

による鉄道シス

テムの受注額 

― ― 0 億円 0 億円 0 億円 0 億円  

       

専門家派遣数 ― 

平成 25 年度

から平成 28

年度までの

実績･126 人

(27 ｶ国) 

36 人 

(10 ｶ国･

地域) 

40 人 

(12 ｶ国･

地域) 

0 人 0 人  

       

研修員等受入数 ― 

平成 25 年度

から平成 28

年度までの

実績･402 人

(41 ｶ国) 

385 人 

(17 ｶ国･

地域) 

435 人 

(9 ｶ国･地

域) 

0 人 0 人  

       

貸付料及び譲渡

代金について、

回収計画に沿っ

て回収を行った

件数 

― 

平成 25 年度

から平成 29

年度(見込

み)までの回

収件数･971

192 件 

(鉄道事

業者:25

者) 

186 件 

(鉄道事

業者:26

者) 

174 件 

(鉄道事

業者:25

者) 

167 件 

(鉄道事

業者:24

者) 
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件(鉄道事業

者数:27 者) 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：鉄道建設業務について

は、北陸新幹線（金沢・敦賀間）

の工期遅延・事業費増嵩に対し

て国土交通大臣より「業務運営

の抜本的な改善に関する命令」

が発出され、その中で、正確な

情報に基づいて工程管理や増

嵩把握を行えなかったこと、機

構の組織内の情報伝達や、国、

自治体等関係者との情報共有

が適切に図れなかったことが

指摘されたことから、機構で

は、「業務運営の抜本的な改善

に関する命令を受けての改善

措置について」のとおり改善の

ための措置をとりまとめ、これ

を実行に移した。また、「北陸

新幹線の工程・事業費管理に関

する検証委員会 報告書」によ

り、整備新幹線の構造的課題や

機構において改善すべき課題

等についての対応の方向性が

示されたことから、そこでの指

摘内容を踏まえて「鉄道・運輸

機構改革プラン」を策定し、当

該プランに沿った徹底的な業

務改善等の取組みを着実に実

施している。 

 建設中の整備新幹線の各路

線については、東京２０２０オ

リンピック・パラリンピック競

技大会や大規模インフラ更新

等の工事が集中したことによ

り、依然として全国的に工事発

注の不調不落や資機材の逼迫

が発生している厳しい環境の

中、中期目標で示された事業の

各段階における留意事項を踏

まえ、各線区において設定され

た完成・開業時期に向け、それ

ぞれ工程管理を行った。事業の

鉄道建設等業務の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目＋Ｂ３点×（４項目＋４項目）＋Ｂ３点×３項目）÷（８項目＋

４項目）＝３．１ 

 ⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、

Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 

 

鉄道建設等業務の評価 

整備新幹線整備事業については、北陸新幹線（金沢・敦賀間）において、「業務

運営の抜本的な改善に関する命令」を受けての改善措置が着実に実施され、現在は

令和５年度末の完成・開業に向けて順調に工事が進捗している。九州新幹線（武雄

温泉・長崎間）においても、ＪＲ九州が発表した令和４年９月２３日の開業に向け

て順調に進捗している。北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）においては、札幌車

両基地についてＥＣＩ方式の導入による発注が行われるなど、工事を進捗させる

ための取組みがなされている一方、物価上昇、消費税増税等の影響や、発生土受入

地確保の難航に伴うトンネルの掘削開始の遅れ、トンネル工事における地質状況

等、工事実施計画認可時には必ずしも予見できなかった課題の発生により、工程・

事業費管理の難易度が高まっている状況にあるが、北陸新幹線（金沢・敦賀間）で

の対応の反省を踏まえ、早期に課題を把握して、関係者とリスクの共有を行いなが

ら、工程・事業費の精査や対応策の検討を行っている。 

 都市鉄道利便増進事業については、神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）の令

和５年３月の開業に向け、事業を着実に進捗させた。 

 機構の技術力の活用については、受託業務や技術支援等を継続的に実施すると

ともに、技術基準類の整備や技術開発に継続的に取り組み、成果の活用や公表に努

めた。 

 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取り組みについては、海外社会資本事業へ

の我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成３０年法律第４０号。以下「海外

インフラ展開法」という。）第３条の規定に基づき国土交通大臣が定める海外社会

資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針（以下「海外イ

ンフラ展開法基本方針」という。）に従い、積極的かつ適切に海外高速鉄道調査等

業務を行っているほか、コロナ禍で専門家派遣を延期、研修員受入れを中止した

中、オンラインで開催された国際学術会議等への参画や、Ｗｅｂ会議による海外関

係機関との技術交流といった国際協力業務を実施した。 

 鉄道施設の貸付・譲渡等については、鉄道事業者に対し貸付又は譲渡した鉄道施
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実施に当たっては、令和３年２

月に新設された事業総合管理

委員会において、理事長のトッ

プマネジメントの下、工程と事

業費を同時かつ総合的に審議

し、各工区（工期に影響を及ぼ

す可能性のある工区を抽出）の

進捗確認、各線区におけるリス

クの把握及び対策の策定、工期

と事業費がトレードオフの関

係になった場合の対応等に適

切に取り組んだ。 

神奈川東部方面線（相鉄・東

急直通線）については、新綱島

駅の一部を除いて土木本体工

事を完了させるとともに、軌道

工事、機械工事、建築工事及び

電気工事を進めており、令和５

年３月の完成・開業に向け、引

き続き、工事の着実な実施に努

めた。 

 受託業務については、中央新

幹線について、協定に基づき工

事を完成させるため、適切な事

業費と工程の管理に努め、関係

者と連携・調整を図りながら工

事の着実な推進に努めた。ま

た、鉄道計画に関する調査の支

援を実施したほか、南阿蘇鉄道

（株）からの要請を受け、災害

復旧支援事業も実施した。 

鉄道分野の技術力を活用し、

鉄道事業者や地方公共団体の

要請に基づき技術支援等を実

施した件数は、前中期目標期間

の平均である１５．６件より少

ない１２件であったが、実施に

あたっては、適切かつきめ細や

かに行うことを念頭に対応し、

その結果、要請者から５段階評

価で、平均３．４の評価を得ら

れた。また、各地方鉄道協会、

第三セクター鉄道等協議会、第

三セクター鉄道等道府県協議

会、鉄道総合技術研究所等が主

催する会議において、積極的に

機構の技術支援に係る情報発

信を行うとともに、地域鉄道に

係る老朽化を含む諸課題の情

報収集に努めた。 

鉄道建設に係る業務の質の

設の貸付料・譲渡代金について要回収額を全額回収した。 
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向上に向けた取組みについて

は、技術基準類の整備と工事の

検査を充実させる対策を進め

たほか、講習や資格取得の支援

等に努めている。また、調査、

設計、施工、改良に係る技術開

発を推進しており、機構が行っ

た事業や開発した技術が、社会

の発展や技術の向上に寄与す

ると認められ、各種学会より賞

を受賞した。各種学会等に参加

し、その発表会等を通じて技術

開発の成果を公表するほか、鉄

道建設特有の技術を部外へ適

切に理解してもらうための取

組みも積極的に実施した。 

我が国鉄道技術の海外展開

に向けた取組みについては、海

外高速鉄道調査等業務につい

て、海外社会資本事業への我が

国事業者の参入の促進に関す

る法律（平成３０年法律第４０

号。以下「海外インフラ展開法」

という。）第３条の規定に基づ

き国土交通大臣が定める海外

社会資本事業への我が国事業

者の参入の促進を図るための

基本的な方針（以下「海外イン

フラ展開法基本方針」という。）

に従って適切に業務を行い、我

が国事業者の海外事業への参

入の後押しに努めた。また、国

際協力業務については、海外の

鉄道プロジェクトへの技術協

力等を行った。 

鉄道施設の貸付・譲渡の業務

等に関し、貸付料及び譲渡代金

について、回収計画に沿って全

額回収した。なお、新型コロナ

ウイルス感染症による今後の

影響が不透明な状況にあるこ

とを踏まえ、鉄道事業者の経営

状況の調査・検証の態勢整備を

図るとともに、国土交通大臣が

指定する譲渡代金の償還期間

（２５年間）が変更された事業

者等については、令和２年度決

算終了後ヒアリング等により

経営状況等の把握を図り、償還

確実性を検証した。また、貨物

調整金について、国土交通大臣
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の承認を受けた金額をＪＲ貨

物に速やかに交付した。 

なお、主要な経年データ「②

主要なインプット情報（財務情

報及び人員に関する情報）」に

おける予算額と決算額におい

てかい離が生じているが、これ

は、地質状況や関係者協議によ

るトンネル工事、高架下整備工

事及び設備工事の見直しが主

な要因である。 

 

＜課題と対応＞ 

 鉄道建設業務について、国土

交通大臣より発出された「業務

運営の抜本的な改善に関する

命令」（令和２年１２月）に基

づき機構が策定した「業務運営

の抜本的な改善に関する命令

を受けての改善措置について」

（令和３年１月）を確実に実施

するとともに、同年７月に機構

が策定・公表した「鉄道・運輸

機構改革プラン」を着実に推進

する。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）鉄道建設等業

務 

機構は、公的資金

による鉄道建設事業

を行っており、これ

を実現するため、調

査・計画の作成から

地方公共団体等関係

機関との円滑な協

議・調整、用地取得

交渉、各種構造物の

設計・施工までの業

務を一貫して実施す

るなど、鉄道建設業

務に関する総合的な

マネジメントを行え

る我が国唯一の公的

（１）鉄道建設等業

務 

機構は、鉄道建設

業務に関する総合的

なマネジメントを行

える我が国唯一の公

的な整備主体とし

て、国民生活の向上

や経済社会の発展、

地球環境にやさしい

交通ネットワークの

構築に資する良質な

鉄道を所定の工期内

に安全にかつ経済的

に建設することを推

進する。これらの実

施に当たっては、環

（１）鉄道建設等業

務 

北陸新幹線（金

沢・敦賀間）の工事

遅延・事業費増加に

関連して発出された

「業務運営の抜本的

な改善に関する命

令」（令和２年１２

月２２日）を重く受

け止め、同命令に基

づき機構が策定した

「業務運営の抜本的

な改善に関する命令

を受けての改善措置

について」（令和３

年１月２９日）を確

＜主な定量的指標

＞ 

 鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

・北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間）：

令和１２年度末 

・北陸新幹線（金

沢・敦賀間）：令和５

年度末※ 

・九州新幹線西九

州ルート（武雄温

泉・長崎間）：令和４

年度 

※令和３年３月３

＜主要な業務実績＞ 

［整備新幹線整備事業の

完成・開業年度目標の達

成に向けた適切な工程管 

理］ 

 第４期中期目標で示さ

れた＜具体的な完成・開

業年度目標＞の達成に向

け、建設中の整備新幹線

を工事進捗させるため、

工程管理に努めている。 

（１）改善措置・改革プラ

ン 

「業務運営の抜本的な

改善に関する命令」に対

する改善措置、及び「鉄

道・運輸機構改革プラン」

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：「業務運営の抜本的な改

善に関する命令を受けての改

善措置について」、「北陸新幹線

の工程・事業費管理に関する検

証委員会報告書」及び「鉄道・

運輸機構改革プラン」に基づく

業務運営体制の見直しや抜本

的な組織改革などに取り組ん

でいるところである。改善措置

において、事業総合管理委員会

の設置による工程と事業費の

総合管理を実施した。また、北

陸新幹線建設局の設置に伴う

局長・副局長及び各工事課を可

能な限り現場付近に配置する

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）については、予定されていた明かり区間の

発注を進めるとともに、札幌車両基地については合理的な設計・施工計画を立てる

ためのＥＣＩ方式の導入による発注が行われるなど、工事を進捗させるための取

組みがなされている。また、トンネル工事に関しては、これまで課題となっていた

札幌市内の発生土受入地の確保がなされるなど進展が図られているところである

が、トンネルの掘削開始が２年半以上遅れるような状況となっていたり、巨大な岩

塊の出現によりトンネル掘削が一時中止するなど、工程管理を行う上での課題も

発生しているところである。こうした状況については、適宜関係者と情報共有がな

されリスク共有を行うとともに、現在、機構においてはどのような工程短縮策が取

れるのかを検討しているところであり、工事の進捗を図るための取組が行われて

いる。 

 北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、「業務運営の抜本的な改善に関する命
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な整備主体である。

このため、良質な鉄

道を経済的に安全に

かつ工期どおりに建

設することが重要な

目的であるとの認識

に基づき、これらの

実施に当たっては、

環境保全、都市計画

との整合等鉄道建設

に関わる課題へ適切

に対応するととも

に、技術力の向上、

技術開発の推進と公

表、工事コストの縮

減、適切な事業費の

設定及び管理を通じ

た鉄道建設の業務の

質の確保を図りつ

つ、整備新幹線の建

設、都市鉄道利便増

進事業、民鉄線及び

受託事業等における

所要の業務を推進す

る。 

この際、北陸新幹

線（金沢～敦賀間）

の工期遅延・事業費

増加に関連して発出

した「業務運営の抜

本的な改善に関する

命令」を重く受け止

め、同命令に基づき

機構が策定した「業

務運営の抜本的な改

善に関する命令を受

けての改善措置につ

いて」を確実に実施

するものとする。 

 

① 工事完成予定

時期を踏まえた事業

の着実な進捗 

整備新幹線の建設

や都市鉄道利便増進

事業等について、工

事完成予定時期を踏

まえ、事業費・工程

の管理を徹底するこ

とによって、鉄道建

設事業のプロジェク

境保全、都市計画と

の整合等鉄道建設に

関わる課題へ適切に

対応するとともに、

技術力の向上、技術

開発の推進と公表、

工事コストの縮減、

適切な事業費の設

定・管理を通じた鉄

道建設の業務の質の

確保を図りつつ、整

備新幹線整備事業、

都市鉄道利便増進事

業、民鉄線及び受託

事業等における所要

の業務を遂行する。 

特に、北陸新幹線（金

沢・敦賀間）の工期

遅延・事業費増加に

関連して発出された

「業務運営の抜本的

な改善に関する命

令」を重く受け止め、

同命令に基づき機構

が策定した「業務運

営の抜本的な改善に

関する命令を 受け

ての改善措置につい

て」を確実に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 整備新幹線整備

事業  

建設中の新幹線の

各路線について、工

事完成予定時期を踏

まえ、事業を着実に

推進するため、事業

費及び工程の管理を

適切に行うととも

に、公的整備主体と

して関係者との連

実に実施する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 整備新幹線整備

事業 

建設中の新幹線の

各路線について、事

業費及び工程の管理

を適切に行い、以下

のとおり事業の着実

な進捗を図る。 

 

 

 

１日付で工事実施

計画の変更認可を

受け、完成・開業予

定時期が令和４年

度末から令和５年

度末となった。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

以下の路線を開

業または工事進捗

させるため、適切に

工程管理を行った

か。 

・北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間） 

工事実施計画に

基づく令和１７年

度末までの完成・開

業予定に対し、「整

備新幹線の取扱い

について」（平成２

７年１月１４日政

府・与党申合せ。以

下「政府・与党申合

せ」という。）による

令和１２年度末の

完成・開業に向け

て、概ね令和４年度

末までにトンネル

及び高架橋等の発

注を完了させるた

め、適切に工程管理

を行ったか。 

・北陸新幹線（金

沢・敦賀間） 

令和５年度末の

完成・開業に向けて

最大限努力すると

いう目標達成のた

め、令和４年度末ま

でに土木本体工事、

軌道敷設工事の着

実な進捗を図り、適

切に工程管理を行

ったか。 

※令和３年３月２

６日付で主務大臣

に基づき、次のように取

り組んだ。 

・工期と事業費が結果的

にトレードオフ関係にな

った場合に対応可能とな

るよう、工程管理委員会

と総額管理委員会とを統

合し、事業総合管理委員

会を設置して工程と事業

費を同時かつ総合的に審

議した。  

・北陸新幹線の建設遂行

に第一義的な責任を持つ

地方組織の業務執行体制

を強化するため、令和２

年度末で大阪支社を廃止

し、令和３年４月から新

たに北陸新幹線建設局を

配置した。 

・北陸新幹線建設局では、

局長を福井市、副局長を

小松市に配置するととも

に、渉外担当の職員をそ

れぞれ配置することによ

り、地元自治体の幹部等

とのコミュニケーション

を積極的にとれる体制を

とった。また、一定のエリ

アごとに、工程に係る責

任者を明確化し、それぞ

れを現場の中心である小

松市、福井市、敦賀市に配

置するとともに、工事が

逼迫している箇所では、

工事の着実な遂行に必要

な人員体制を各地に配置

した。 

・建設局において、一定の

工期遅延（１カ月を想定）

が見込まれる場合は、直

ちに本社に報告させると

ともに、対策の実施前に

本社の了承を得させるこ

となどをルール化し、本

社レベルで対応が必要な

事象の早期の把握を図る

こととした。また、本社に

おいては、リスク対応が

円滑に行えるよう、適時

適切に現地確認を行っ

た。 

ことにより、工程管理に必要な

人事体制及び、地元自治体の幹

部等とのコミュニケーション

を積極的にとれる体制を確立

した。改革プランでは、ＥＣＩ

発注方式による、建築の上家を

含めた設計・施工計画の確立に

伴う工程管理、ＩＣＴ技術を利

用して効率的な工程管理が期

待される遠隔臨場の実証を開

始した。 

 北海道新幹線（新函館北斗・

札幌間）においては、完成・開

業時期の５年前倒しという目

標に向け事業を進め、トンネル

工事については全工区の発注

を行ったところであるが、トン

ネル掘削工程へ影響を及ぼす

可能性のある建設発生土受入

地確保に係る協議の難航や、ト

ンネル工事における地質状況

等の課題が存在する。これに対

して、建設発生土受入地につい

ては、関係地方公共団体等との

連携を図りながら、地元の理解

を得られるよう協議を進めた。

また、地質状況等の把握に努め

ながら掘削工事の進捗を図る

とともに、工程を短縮するため

の方策について検討を行って

いるところである。高架橋等工

区については詳細設計等を進

めるとともに、３件の発注手続

きを進め、うち１件は工事に着

手した。 

北陸新幹線（金沢・敦賀間）

においては、改善措置を踏まえ

て地方自治体や鉄道事業者等

の関係者と情報共有を図りな

がら適切な工程及び事業費管

理を行い、土木本体工事を概ね

完了し、設備工事を実施した。 

九州新幹線（武雄温泉・長崎間）

においては、令和４年度からの

工事しゅん功監査・設備検査に

必要となる土木工事・設備工事

を完了し、ＪＲ九州が開業予定

日を令和４年９月２３日と公

表したところである。 

以上のことより、各線区にお

いて、開業又は工事進捗させる

令」に対する改善措置に基づいて、工事の進捗状況について、毎月、沿線自治体を

含めた会議体において共有されており、現在は令和５年度末の完成・開業に向けて

順調に進捗している。 

 九州新幹線（武雄温泉・長崎間）については、土木工事及び設備工事も概ね完了

し、ＪＲ九州が発表した令和４年９月２３日の開業に向けて順調に進捗が見られ

る。 

 以上を踏まえて、Ｂ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

北海道新幹線における工程の精査については、一定の整理がなされた際には、沿

線自治体等関係者に情報共有されたい。 

 

＜その他事項＞ 

特になし 
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ト遂行の確実性を確

保し、着実な進捗を

図る。 

具体的には、鉄道

建設事業は、ⅰ測量・

設計等の業務や用地

協議・取得等を行う

工事の準備段階、ⅱ

土木工事や軌道工事

といった工事実施段

階、ⅲ開業に向けた

諸試験・検査の実施

など開業準備段階に

分けられるが、各事

業が、それぞれどの

段階に位置し、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

把握することとす

る。また、工区単位

で事業費や工程に課

題が発生していない

か機構内で随時確認

し、課題が発生した

場合には、速やかに

関係者との調整を行

うなど、事業費・工

程の管理を一層徹底

する。 

この際、これまで

機構が培ってきた鉄

道建設の経験と技術

力を駆使して、良質

な鉄道を予定された

事業費の範囲内で経

済的に安全にかつ工

期どおりに建設する

ことが重要であり、

建設工事の実施に当

たっては技術開発の

動向等を踏まえてコ

スト縮減に努め、想

定できなかった現地

状況に対応する必要

性が生じた等、工事

実施計画の認可等の

後に不測の事態が生

じた場合を除き、認

携・調整を図り、今

中期計画期間中にお

いては以下のとおり

各路線の目標達成を

目指す。 

 

ａ．北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間） 

工事実施計画に基づ

く令和１７年度末ま

での完成・開業予定

に対し、「整備新幹線

の取扱いについて」

（平成２７年１月１

４日政府・与党申合

せ。以下「政府・与党

申合せ」という。）に

よる令和１２年度末

の完成・開業に向け

て、概ね令和４年度

末までにトンネル及

び高架橋等の発注を

完了し、土木工事の

進捗を図る。 

ｂ．北陸新幹線（金

沢・敦賀間） 

 令和５年度末の完

成・開業に向けて最

大限努力するという

目標達成のため、令

和４年度末までに土

木本体工事、軌道敷

設工事の着実な進捗

を図る。 

 

 

 

 

 

ｃ．九州新幹線（武

雄温泉・長崎間） 

九州新幹線（西九州

ルート）の開業のあ

り方に係る六者合意

（平成２８年３月２

９日）に基づき、令

和４年度に対面乗換

方式により開業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．北海道新幹線

（新函館北斗・札幌

間） 

・建設発生土受入地

の確保に努め、トン

ネル工事を実施す

る。 

・関係者との協議や

詳細設計等を実施

し、明かり区間の工

事に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．北陸新幹線（金

沢・敦賀間） 

・土木本体工事を概

ね完了し、軌道敷設

工事を実施する。 

・雪害対策設備や車

両検修設備、駅設備

等の機械工事を実施

する。 

・駅舎や車両基地内

建物等の建築工事を

実施する。 

・変電設備や電車線

路設備等の電気工事

を実施する。 

ｃ．九州新幹線（武

雄温泉・長崎間） 

・軌道敷設工事、機

械工事、建築工事お

よび電気工事を完了

する。 

・開業準備段階に移

行するため、各作業

を行う部門ごとの連

携を十分に密なもの

とし、様々な諸試験

や検査を実施する。 

より中期目標の変

更指示を受け、同年

３月３１日付で中

期計画の変更認可

を主務大臣より受

けたこと及び同年

３月３１日付で工

事実施計画の変更

認可を受けたこと

により、北陸新幹線

（金沢・敦賀間）の

具体的な完成・開業

年度目標が平成３

４（令和４）年度末

から令和５年度末

に変更となったこ

とから、上記の評価

の視点についても

変更を行った。 

・九州新幹線（武雄

温泉・長崎間） 

九州新幹線（西九

州ルート）の開業の

あり方に係る六者

合意（平成２８年３

月２９日）に基づ

き、令和４年度の開

業に向け、適切に工

程管理を行ったか。 

 

・関係自治体等で構成す

る会議体を、ハイレベル

及び実務担当者レベルの

それぞれで設置し、定期

的に、各工区の工事の進

捗状況、事業費の執行状

況、発生しているリスク

要因等について、体系的

に情報共有した。 

・改革プランに基づき、北

海道新幹線の札幌車両基

地高架橋工事において、

ＥＣＩ（Ｅａｒｌｙ Ｃ

ｏｎｔｒａｃｔｏｒ Ｉ

ｎｖｏｌｖｅｍｅｎｔ）

発注方式を導入した。こ

れにより、設計・施工計画

に施工者の意見を取り入

れることができ、建築の

上家を含めた設計・施工

計画を確立することで、

土木の高架橋、建築の上

家を一体で建設する工事

に対して合理的な工程管

理の実施が見込まれる。

また、ＩＣＴ技術を活用

し、遠方の現場に対して

遠隔臨場の実証を開始し

た。移動時間の削減、継続

的な現場管理が可能とな

ることで、効率的な工程

管理が期待される。 

（１）北海道新幹線（新函

館北斗・札幌間） 

令和１２年度末の完成・

開業に向けて、概ね令和

４年度末までにトンネル

及び高架橋等の発注を完

了させるため、適切な工

程管理に努めている。 

令和３年度計画に対する

実績は以下のとおりであ

る。 

・トンネル工事について

は、全４０工区すべての

工区で発注済みであり、

掘削工事に着手した工区

は３６工区である。その

うち７工区については掘

削工事が完了、２９工区

については掘削工事を実

ため適切に工程管理を行い、事

業を推進していることから、中

期計画等における所期の目標

を達成していると考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

「業務運営の抜本的な改善

に関する命令」に対し、機構に

おいて改善措置をとりまとめ、

国土交通大臣に対し報告（「業

務運営の抜本的な改善に関す

る命令を受けての改善措置に

ついて（ご報告）」）するととも

に、速やかに実施に移した。 

「北陸新幹線の工程・事業費

管理に関する検証委員会報告

書」で指摘いただいた事項を踏

まえつつ、これに限らず業務プ

ロセスの改善や組織・人事体制

の見直しなど機構の仕事のあ

り方を根本から見直すことを

目的に、「鉄道・運輸機構改革

プラン」を策定した。同プラン

の具体的な取組内容や取組の

期限、責任者を整理したロード

マップを策定したうえで、定期

的に進捗を確認するためのフ

ォローアップを実施すること

で、同プランの着実な進捗を図

っている。 

 新型コロナウイルス感染症

については、国による通知※の

趣旨に則り対応しているとこ

ろであるが、工事等の受注者と

ともに感染拡大防止に努め、完

成・開業予定時期を踏まえ、引

き続き適切な工程管理を実施

していく。また、工事への影響

の把握に努め、関係者と情報共

有を行い、課題の早期調整に努

めていく。 

※「新型コロナウイルス感染症

に係る緊急事態宣言を踏まえ

た工事及び業務の対応につい

て」（令和２年４月７日）、「工

事及び業務における新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大

防止対策の徹底について」（令

和２年４月２０日）等。 

令和２年度業務実績評価に

おいて主務大臣から示された
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可等の際の事業費を

上回らないようにす

るとともに、工事の

各段階では、特に以

下の点に留意して事

業を遂行することと

する。 

ⅰ 工事の準備段

階：工事実施段階に

向け、良質な鉄道を

経済的に安全にかつ

工期どおりに進めら

れるよう測量・設計

等の工事の準備を行

うこと 

ⅱ 工事実施段階：

これまで機構が培っ

てきた鉄道建設の経

験と技術力を駆使

し、品質を確保しつ

つ、合理的かつ効率

的な工事の実施に努

めるとともに、安全

な事業遂行に万全を

期すこと 

ⅲ 開業準備段階：

開業に向け、様々な

諸試験や検査を行う

こととなるため、各

作業を行う部門ごと

の連携を十分にし、

完成・開業予定時期

までに開業させるこ

と 

さらに、建設に係

る進捗状況について

公表するとともに、

整備新幹線の未着工

区間について、調査

を適切に実施すると

ともに、国民への説

明責任を果たすた

め、調査結果につい

て詳細な情報開示を

行う。 

＜具体的な完成・

開業年度目標＞ 

・鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

等を踏まえてコスト

縮減に努め、想定で

きなかった現地状況

に対応する必要性が

生じた等、工事実施

計画の認可の後に不

測の事態が生じた場

合を除き、認可の際

の事業費を上回らな

いようにするととも

に、各年度に行った

コスト縮減効果につ

いて整理・機構内で

の共有を図り、かつ、

中期目標で示された

事業の各段階におけ

る留意事項を踏ま

え、事業を遂行する。

今中期計画期間中に

おいては、全ての線

区で工事実施段階に

あるため、品質を確

保しつつ、合理的か

つ効率的な工事の実

施に努めるととも

に、安全な事業遂行

に万全を期す。さら

に、開業準備段階に

移行する線区におい

ては、開業に向け、

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

等を踏まえてコスト

縮減に努めるととも

に、各線区で行った

コスト縮減効果につ

いて整理・機構内で

の共有を図る。想定

できない事情により

発生する事業費の上

振れリスクを低減す

るため、関係者間の

会議体等において、

情報共有を行い、課

題の解決に努めてい

く。その上で、工事

実施計画の認可の際

の事業費を上回るこ

とのないよう、あら

ゆるコスト削減努力

を徹底する。また、

中期目標で示された

事業の各段階におけ

る留意事項を踏ま

え、事業を遂行す

る。 

 

 

 

 

 

施中であり、令和４年３

月末現在、トンネル総延

長約１６９．２ｋｍのう

ち約５１％に相当する約

８６．７ｋｍの掘削が完

了した（令和３年３月末

時点から約１９．６ｋｍ

進捗）。残り４工区につい

ては、坑外ヤード造成等

の準備を行っている。な

お、羊蹄トンネル（比羅

夫）工区においては、巨大

な岩塊が出現し、トンネ

ル掘削が２年以上停止す

る見込みとなる事象が発

生し、現在、同岩塊の除去

に向けた工事を実施して

いるところである。また、

渡島トンネル（台場山）工

区においては、トンネル

坑内への土砂の流入が発

生し、掘削工事を中断し、

安全対策の実施及び坑内

観測を継続しているとこ

ろであり、原因の調査、究

明等を進めているところ

である。 

・トンネル工事の発生土

受入地確保において、北

海道新幹線事業の意義を

はじめとして、発生土の

性状や受入地における具

体的な環境対策工等を関

係者に丁寧に説明し、発

生土受入地の確保に係る

協議を進めている。令和

４年３月末現在、受入土

量約１，９６０万ｍ３の

うち約８１％に相当する

約１，５９０万ｍ３の受

入地を確保している状況

であり、今後も受入地確

保に努める必要がある。

受入地確保が難航してい

た工事未着手の札樽トン

ネル（星置）及び札樽トン

ネル（富丘）については、

札幌市と「札幌市手稲区

手稲山口地区の発生土受

入に関する協定」を締結

し、建設発生土受入地を

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞（下記）につい

ては、令和４年度においても引

き続き対応していく。また、北

海道新幹線（新函館北斗・札幌

間）については、建設発生土受

入地の確保に係る協議状況や

トンネル工事における地質状

況等による工程への影響が懸

念され、工程管理の難易度が高

まっている状況にあるが、引き

続き、早期に関係者と情報の共

有を図り協議検討を進めるよ

う努めていく。 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

北海道新幹線（新函館北斗・

札幌間）を含め、引き続き、「業

務運営の抜本的な改善に関す

る命令」や令和３年６月にとり

まとめられた北陸新幹線の工

程・事業費管理に関する検証委

員会の報告書等を踏まえた業

務改善の取組を進めるととも

に、同年７ 月に機構が策定・

公表した「鉄道・運輸機構改革

プラン」を着実に実施していく

必要がある。また、新型コロナ

ウイルス感染症について、工事

等の受注者を含め感染拡大防

止に努めるとともに、工事への

影響を把握して適切に対応し

ていく必要がある。 

また、令和２年１０月から令

和３年３月までの間に実施さ

れた財務省理財局による財政

融資資金本省融通先等実地監

査における指摘を踏まえ、令和

４年度においても引き続き次

のとおり取り組む。 

・理事会等の各会議体におけ

る具体的な指示や意思決定に

至る経緯については、修正指摘

にまで至らなかった場合につ

いても対応経緯を記録に残す

など、適切に記録・保存を行う。 

・「業務運営の抜本的な改善に

関する命令」に対する改善措置

を着実に実施することで、工期

遅延や事業費増嵩が見込まれ

るリスクを早期に把握すると
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九州新幹線西九州

ルート（武雄温泉～

長崎間）：令和４年度 

神奈川東部方面線

（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下期 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下期 

・北陸新幹線（金沢

～敦賀間）の建設に

ついて、安全確保を

大前提とし つつ、

令和５年度末の完

成・開業に向けて最

大限努力する。  

・なお、北海道新幹

線（新函館北斗～札

幌間）の建設につい

て、令和１２年度末

の完成・開業に向け

て事業の着実な進捗

を図る。 

＜目標水準の考え方

＞ 

整備新幹線整備事

業については基本的

に「整備新幹線の取

扱いについて」（平成

２７年１月１４日政

府・与党申合せ）に

おいて示された完

成・開業予定時期を

目標として設定し

た。ただし、北陸新

幹線（金沢～敦賀間） 

については、「整備新

幹線の取扱いについ

て」において示され

た令和４年度末の完

成・開業が困難とな

ったことを踏まえて

改めて設定した。ま

た、都市鉄道利便増

進事業については都

市鉄道等利便増進法

（平成１７年法律第

４１号）に基づく速

達性向上計画におい

て国土交通大臣が認

定した完成・開業予

様々な諸試験や検査

を行うこととなるた

め、各作業を行う部

門ごとの連携を十分

に密なものとする。 

また、工事の進捗

状況をホームページ

等で公表する。未着

工区間について、調

査を適切に実施する

とともに、国民への

説明責任を果たすた

め、調査結果につい

て詳細な情報開示を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、工事の進捗

状況をホームページ

等で公表する。 

未着工区間につい

て、調査を実施す

る。特に、北陸新幹

線（敦賀・新大阪

間）については、環

境影響評価の手続き

を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部確保した。これによ

り、札樽トンネル（富丘）

は計画工程よりも約２年

半遅れで掘削工事に着手

し、札樽トンネル（星置）

は掘削工事の着手に向け

た準備工事に着手した。

なお、トンネル工事にお

いては、工程を短縮する

ための方策について検討

を行っているところであ

る。 

・高架橋等区間について

は、詳細設計を進めるに

あたり必要となる道路・

河川管理者との協議、雪

害対策の検討とあわせ、

令和元年度にＪＲ北海道

から要請を受けている３

２０ｋｍ／ｈ高速化の検

討について進めるととも

に、市渡高架橋他の発注

を完了し、鋼管杭の製作

及び杭施工に向けた準備

工を行っているほか、令

和３年度中に２工区発注

手続きを開始した。この

ほか、札幌車両基地高架

橋工事についてＥＣＩ方

式による技術協力業務の

発注手続きを行った。 

（２）北陸新幹線（金沢・

敦賀間） 

 令和５年度末の完成・

開業に向け、適切な工程

管理に努めた。 

 令和３年度計画に対す

る実績は以下のとおりで

ある。 

・敦賀駅高架橋の一部を

除いて土木本体工事は完

了し、土木５８工区中５

７工区で軌道敷設工事を

実施している。 

・加賀トンネルでは盤ぶ

くれ対策工を完了し、経

過観察後、軌道敷設工事

に令和３年１１月に着手

した。 

・機械工事は、空調設備や

昇降機設備といった駅設

ともに、リスクが発現した場合

には遅滞なく資金計画等の検

証を行う。 

さらに、会計検査院による令

和２年度決算検査の結果を踏

まえ、引き続き改善措置におい

て設置した、事業総合管理委員

会を着実に機能させるととも

に、その実効性を補完するた

め、以下の取り組みを行う。 

・全役員及び支社局長が出席

する理事会において適時適切

に報告等を受けて審議を行う

ことによりリスク管理体制を

強化するほか、内部監査におい

て、事業総合管理委員会が実効

性のある対応となっているか

についてチェックを行う。 
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定時期を目標として

設定した。 

【重要度：高】 

整備新幹線は、地

域間の移動時間を大

幅に短縮させ、地域

社会の振興や経済活

性化に大きな効果を

もたらすこと、都市

鉄道は、地域間交流・

連携の強化や都市機

能の向上等に寄与す

ること、加えて、鉄

道建設は、機構が有

する高度な技術力や

専門性を活用できる

分野であることか

ら、重要度は高い。 

【難易度：高】 

鉄道建設事業は、

工事期間中において

は、地盤の状況や希

少野生動植物種への

対応、予期せぬ災害

の発生への対応など

他律的な制約が多

く、また、工事の各

段階においては、地

方公共団体、鉄道事

業者、地権者など調

整すべき関係者が多

数あることに加え、

完成までに、多様な

工程・業務の積み上

げが必要であるた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備や、雪害対策設備（散水

消雪設備）、車両検修設備

等に着手した。 

・建築工事は、敦賀駅以外

の５駅の外装工事を概ね

完了して外観を公開して

おり、内装を施工中であ

る。敦賀駅についても駅

舎の新築工事に着手し

た。 

・電気工事は全線にわた

って、変電設備や電車線

路設備等を実施した。 

・白山下り回送線、富山電

車留置線の地上監査・検

査を完了した。 

（３）九州新幹線（武雄温

泉・長崎間） 

 令和４年度秋頃の完

成・開業に向け、適切な工

程管理に努めた。 

 令和３年度計画に対す

る実績は以下のとおりで

ある。 

・令和４年度からの工事

しゅん功監査・設備検査

に必要となる土木工事・

設備工事を完了した。ま

た、変電所等設備及び電

路設備等の地上監査・検

査を完了し、車両基地に

ついては、地上監査・検

査、総合監査・検査（入線・

架線試験）を完了した。 

・開業時期は令和４年９

月２３日の見通しとＪＲ

九州が公表した。 

 

 （１）鉄道建設等業

務 

機構は、公的資金

による鉄道建設事業

を行っており、これ

を実現するため、調

査・計画の作成から

地方公共団体等関係

機関との円滑な協

議・調整、用地取得

交渉、各種構造物の

設計・施工までの業

務を一貫して実施す

（１）鉄道建設等業

務 

機構は、鉄道建設

業務に関する総合的

なマネジメントを行

える我が国唯一の公

的な整備主体とし

て、国民生活の向上

や経済社会の発展、

地球環境にやさしい

交通ネットワークの

構築に資する良質な

鉄道を所定の工期内

（１）鉄道建設等業

務 

 北陸新幹線（金沢・

敦賀間）の工事遅延・

事業費増加に関連し

て発出された「業務

運営の抜本的な改善

に関する命令」（令和

２年１２月２２日）

を重く受け止め、同

命令に基づき機構が

策定した「業務運営

の抜本的な改善に関

＜主な定量的指標

＞ 

 鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

・北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間）：

令和１２年度末 

・北陸新幹線（金

沢・敦賀間）：令和

５年度末 

・九州新幹線西九

＜主要な業務実績＞ 

［整備新幹線整備事業に

おける適切な事業費の管

理］ 

建設中の整備新幹線の

各路線について、工事実

施計画の認可及び変更認

可の際に設定した事業費

を適切に管理すべく、工

事実施段階である令和３

年度においても定期的に

工事実施計画の認可及び

変更認可の際に想定した

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：「業務運営の抜本的な改

善に関する命令を受けての改

善措置について」、「北陸新幹線

の工程・事業費管理に関する検

証委員会報告書」、「鉄道・運輸

機構改革プラン」に基づく業務

運営体制の見直しや抜本的な

組織改革などに取り組んでい

るところである。改善措置にお

いて、事業総合管理委員会の設

置による工程と事業費の総合

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、「業務運営の抜本的な改善に関する命

令」に対する改善措置に基づいて、工事の進捗状況とともに工事費の執行状況につ

いても、毎月、沿線自治体を含めた会議体において共有されており、現在は認可額

の範囲内で順調に工事が進捗している。また、九州新幹線（武雄温泉・長崎間）も

認可額の範囲内で進捗している。 

 北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）については、物価上昇や消費増税等のほか、

発生土受入地確保の遅れに伴う掘削開始の遅延や巨大な岩塊の出現によるトンネ

ル掘削の一時中止などの課題が生じていることから、工程の精査とともに事業費

についても精査を行っているところ。 
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るなど、鉄道建設業

務に関する総合的な

マネジメントを行え

る我が国唯一の公的

な整備主体である。

このため、良質な鉄

道を経済的に安全に

かつ工期どおりに建

設することが重要な

目的であるとの認識

に基づき、これらの

実施に当たっては、

環境保全、都市計画

との整合等鉄道建設

に関わる課題へ適切

に対応するととも

に、技術力の向上、

技術開発の推進と公

表、工事コストの縮

減、適切な事業費の

設定及び管理を通じ

た鉄道建設の業務の

質の確保を図りつ

つ、整備新幹線の建

設、都市鉄道利便増

進事業、民鉄線及び

受託事業等における

所要の業務を推進す

る。 

 この際、北陸新幹

線（金沢～敦賀間）

の工期遅延・事業費

増加に関連して 発

出した「業務運営の

抜本的な改善に関す

る命令」を重く受け

止め、同命令に基づ

き機構が策定した

「業務運営の抜本的

な改善に関する命令

を受けての改善措置

について」を確実に

実施するものとす

る。 

 

①工事完成予定時期

を踏まえた事業の着

実な進捗 

整備新幹線の建設

や都市鉄道利便増進

事業等について、工

に安全にかつ経済的

に建設することを推

進する。これらの実

施に当たっては、環

境保全、都市計画と

の整合等鉄道建設に

関わる課題へ適切に

対応するとともに、

技術力の向上、技術

開発の推進と公表、

工事コストの縮減、

適切な事業費の設

定・管理を通じた鉄

道建設の業務の質の

確保を図りつつ、整

備新幹線整備事業、

都市鉄道利便増進事

業、民鉄線及び受託

事業等における所要

の業務を遂行する。 

特に、北陸新幹線

（金沢・敦賀間）の

工期遅延・事業費増

加に関連して発出さ

れた「業務運営の抜

本的な改善に関する

命令」を重く受け止

め、同命令に基づき

機構が策定した「業

務運営の抜本的な改

善に関する命令を 

受けての改善措置に

ついて」を確実に実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 整備新幹線整備

事業  

建設中の新幹線の

各路線について、工

事完成予定時期を踏

まえ、事業を着実に

する命令を受けての

改善措置について」

（令和３年１月２９

日）を確実に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 整備新幹線整備 

事業 

建設中の新幹線の

各路線について、事

業費及び工程の管理

を適切に行い、以下

州ルート（武雄温

泉・長崎間）：令和

４年度 

※ 令 和 ３  年 ３ 

月３１日付で工事

実施計画の変更認

可を受け、認可額が

約１４，１２１ 億

円から１６，７７９ 

億円（増加額約２，

６５８ 億円）とな

った。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・建設中の整備新

幹線の各路線につ

いて、適切な事業費

の設定及び管理を

実施しているか。 

 

 

 

工事計画・予算と照合・チ

ェックを行い、機構内で

整理・共有を行った。 

工程と事業費の一体的

な管理および工事完成ま

でのリスクを審議するた

め、事業総合管理委員会

を定期的に開催したほ

か、臨時にも開催した。さ

らに、事業費や工程に課

題が発生した場合は、本

社への報告ルールに基づ

き適切に情報共有し、速

やかな対処を図った。ま

た、関係自治体等で構成

する会議体を、ハイレベ

ル及び実務担当者レベル

のそれぞれで設置し、定

期的に、各工区の事業費

の執行状況、発生してい

るリスク要因等につい

て、体系的に情報共有を

行った。 

また、機構内で情報共

有を図りながら、技術開

発や関係者との協議等に

よるコスト縮減に取組ん

でいる。 

 

管理を実施するとともに、北陸

新幹線建設局の設置に伴う局

長・副局長及び各工事課を可能

な限り現場付近に配置するこ

とにより、事業費管理に必要な

人事体制及び地元自治体の幹

部等とのコミュニケーション

を積極的にとれる体制を確立

した。こうしたことにより、事

業費を管理する上での課題を

関係者間で共有し、早期の解決

を図る取組みなどにより、建設

中の各路線について、事業費の

適切な管理に努めた。  

なお、北海道新幹線（新函館

北斗・札幌間）においては、物

価上昇、消費税増税等のほか、

トンネル工事における地質状

況等の課題が存在する。これに

対して、トンネル工事において

は地質状況等の把握に努めな

がら掘削工事の進捗を図り、関

係者との情報共有を図りなが

ら事業を進捗させるとともに、

工程を短縮するための方策及

びそれに伴う事業費への影響

について検討を行っている。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

 「業務運営の抜本的な改善に

関する命令」に対し、機構にお

いて改善措置をとりまとめ、国

土交通大臣に対し報告（「業務

運営の抜本的な改善に関する

命令を受けての改善措置につ

いて（ご報告）」）するとともに、

速やかに実施に移した。 

「北陸新幹線の工程・事業費管

理に関する検証委員会報告書」

で指摘いただいた事項を踏ま

えつつ、これに限らず業務プロ

セスの改善や組織・人事体制の

見直しなど機構の仕事のあり

方を根本から見直すことを目

的に、「鉄道・運輸機構改革プ

ラン」を策定した。同プランの

具体的な取組内容や取組の期

限、責任者を整理したロードマ

 以上を踏まえて、Ｂ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 北海道新幹線における事業費の精査については、一定の整理がなされた際には、

沿線自治体等関係者に情報共有されたい。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし 
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事完成予定時期を踏

まえ、事業費・工程

の管理を徹底するこ

とによって、鉄道建

設事業のプロジェク

ト遂行の確実性を確

保し、着実な進捗を

図る。 

具体的には、鉄道

建設事業は、ⅰ測量・

設計等の業務や用地

協議・取得等を行う

工事の準備段階、ⅱ

土木工事や軌道工事

といった工事実施段

階、ⅲ開業に向けた

諸試験・検査の実施

など開業準備段階に

分けられるが、各事

業が、それぞれどの

段階に位置し、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

把握することとす

る。また、工区単位

で事業費や工程に課

題が発生していない

か機構内で随時確認

し、課題が発生した

場合には、速やかに

関係者との調整を行

うなど、事業費・工

程の管理を一層徹底

する。 

この際、これまで

機構が培ってきた鉄

道建設の経験と技術

力を駆使して、良質

な鉄道を予定された

事業費の範囲内で経

済的に安全にかつ工

期どおりに建設する

ことが重要であり、

建設工事の実施に当

たっては技術開発の

動向等を踏まえてコ

スト縮減に努め、想

定できなかった現地

推進するため、事業

費及び工程の管理を

適切に行うととも

に、公的整備主体と

して関係者との連

携・調整を図り、今

中期計画期間中にお

いては以下のとおり

各路線の目標達成を

目指す。 

 

ａ．北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間） 

工事実施計画に基

づく令和１７年度末

までの完成・開業予

定に対し、「整備新幹

線の取扱いについ

て」（平成２７年１月

１４日政府・与党申

合せ。以下「政府・与

党申合せ」という。）

による令和１２年度

末の完成・開業に向

けて、概ね令和４年

度末までにトンネル

及び高架橋等の発注

を完了し、土木工事

の進捗を図る。 

 

ｂ．北陸新幹線（金

沢・敦賀間） 

令和５年度末の完

成・開業に向けて最

大限努力するという

目標達成のため、令

和４年度末までに土

木本体工事、軌道敷

設工事の着実な進捗

を図る。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．九州新幹線（武

雄温泉・長崎間） 

九州新幹線（西九

州ルート）の開業の

あり方に係る六者合

のとおり事業の着実

な進捗を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間） 

・建設発生土受入地

の確保に努め、トン

ネル工事を実施す

る。 

・関係者との協議や

詳細設計等を実施

し、明かり区間の工

事に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．北陸新幹線（金

沢・敦賀間） 

・土木本体工事を概

ね完了し、軌道敷設

工事を実施する。 

・雪害対策設備や車

両検修設備、駅設備

等の機械工事を実施

する。 

・駅舎や車両基地内

建物等の建築工事を

実施する。 

・変電設備や電車線

路設備等の電気工事

を実施する。 

 

ｃ．九州新幹線（武

雄温泉・長崎間） 

・軌道敷設工事、機

械工事、建築工事お

よび電気工事を完了

ップを策定したうえで、定期的

に進捗を確認するためのフォ

ローアップを実施することで、

同プランの着実な進捗を図っ

ている。 

令和２年度業務実績評価にお

いて主務大臣から示された＜

指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞（下記）について

は、令和４年度においても引き

続き対応していく。また、北海

道新幹線（新函館北斗・札幌間）

については、物価上昇、消費税

増税等や、トンネル工事におけ

る地質状況等によるコストの

増加が懸念され、事業費管理の

難易度が高まっている状況に

あるが、引き続き、早期に関係

者と情報の共有を図り協議検

討を進めるよう努めていく。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

北海道新幹線（新函館北斗・

札幌間）を含め、引き続き、「業

務運営の抜本的な改善に関す

る命令」や令和３年６月にとり

まとめられた北陸新幹線の工

程・事業費管理に関する検証委

員会の報告書等を踏まえた業

務改善の取組を進めるととも

に、同年７月に機構が策定・公

表した「鉄道・運輸機構改革プ

ラン」を着実に実施していく必

要がある。また、新型コロナウ

イルス感染症について、工事等

の受注者を含め感染拡大防止

に努めるとともに、工事への影

響を把握して適切に対応して

いく必要がある。 

また、令和２年１０月から令

和３年３月までの間に実施さ

れた財務省理財局による財政

融資資金本省融通先等実地監

査における指摘を踏まえ、令和

４年度においても引き続き次

の取組を実施した。 

・理事会等の各会議体におけ

る具体的な指示や意思決定に

至る経緯については、修正指摘
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状況に対応する必要

性が生じた等、工事

実施計画の認可等の

後に不測の事態が生

じた場合を除き、認

可等の際の事業費を

上回らないようにす

るとともに、工事の

各段階では、特に以

下の点に留意して事

業を遂行することと

する。 

ⅰ 工事の準備段

階：工事実施段階に

向け、良質な鉄道を

経済的に安全にかつ

工期どおりに進めら

れるよう測量・設計

等の工事の準備を行

うこと 

ⅱ 工事実施段階：

これまで機構が培っ

てきた鉄道建設の経

験と技術力を駆使

し、品質を確保しつ

つ、合理的かつ効率

的な工事の実施に努

めるとともに、安全

な事業遂行に万全を

期すこと 

ⅲ 開業準備段階：

開業に向け、様々な

諸試験や検査を行う

こととなるため、各

作業を行う部門ごと

の連携を十分にし、

完成・開業予定時期

までに開業させるこ

と 

さらに、建設に係

る進捗状況について

公表するとともに、

整備新幹線の未着工

区間について、調査

を適切に実施すると

ともに、国民への説

明責任を果たすた

め、調査結果につい

て詳細な情報開示を

行う。 

＜具体的な完成・開

意（平成２８年３月

２９日）に基づき、

令和４年度に対面乗

換方式により開業。 

 

 

 

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

等を踏まえてコスト

縮減に努め、想定で

きなかった現地状況

に対応する必要性が

生じた等、工事実施

計画の認可の後に不

測の事態が生じた場

合を除き、認可の際

の事業費を上回らな

いようにするととも

に、各年度に行った

コスト縮減効果につ

いて整理・機構内で

の共有を図り、かつ、

中期目標で示された

事業の各段階におけ

る留意事項を踏ま

え、事業を遂行する。

今中期計画期間中に

おいては、全ての線

区で工事実施段階に

あるため、品質を確

する。 

・開業準備段階に移

行するため、各作業

を行う部門ごとの連

携を十分に密なもの

とし、様々な諸試験

や検査を実施する。 

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

等を踏まえてコスト

縮減に努めるととも

に、各線区で行った

コスト縮減効果につ

いて整理・機構内で

の共有を図る。想定

できない事情により

発生する事業費の上

振れリスクを低減す

るため、関係者間の

会議体等において、

情報共有を行い、課

題の解決に努めてい

く。その上で、工事

実施計画の認可の際

の事業費を上回るこ

とのないよう、あら

ゆるコスト削減努力

を徹底する。また、

中期目標で示された

事業の各段階におけ

る留意事項を踏ま

にまで至らなかった場合につ

いても対応経緯を記録に残す

など、適切に記録・保存を行う。 

・「業務運営の抜本的な改善に

関する命令」に対する改善措置

を着実に実施することで、工期

遅延や事業費増嵩が見込まれ

るリスクを早期に把握すると

ともに、リスクが発現した場合

には遅滞なく資金計画等の検

証を行う。 

さらに、会計検査院による令

和２年度決算検査の結果を踏

まえ、引き続き改善措置におい

て設置した、事業総合管理委員

会を着実に機能させるととも

に、その実効性を補完するた

め、以下の取り組みを行う。 

・全役員及び支社局長が出席

する理事会において適時適切

に報告等を受けて審議を行う

ことによりリスク管理体制を

強化するほか、内部監査におい

て、事業総合管理委員会が実効

性のある対応となっているか

についてチェックを行う。 
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業年度目標＞ 

・鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

九州新幹線西九州ル

ート（武雄温泉～長

崎間）：令和４年度 

神奈川東部方面線

（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下期 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下期 

・北陸新幹線（金沢

～敦賀間）の建設に

ついて、安全確保を

大前提としつつ、令

和５年度末の完成・

開業に向けて最大限

努力する。  

・なお、北海道新幹

線（新函館北斗～札

幌間）の建設につい

て、令和１２年度末

の完成・開業に向け

て事業の着実な進捗

を図る。 

＜目標水準の考え方

＞ 

整備新幹線整備事

業については基本的

に「整備新幹線の取

扱いについて」（平成

２７年１月１４日政

府・与党申合せ）に

おいて示された完

成・開業予定時期を

目標として設定し

た。ただし、北陸新

幹線（金沢～敦賀間） 

については、「整備新

幹線の取扱いについ

て」において示され

た令和４年度末の完

成・開業が困難とな

ったことを踏まえて

改めて設定した。ま

た、都市鉄道利便増

進事業については都

市鉄道等利便増進法

保しつつ、合理的か

つ効率的な工事の実

施に努めるととも

に、安全な事業遂行

に万全を期す。さら

に、開業準備段階に

移行する線区におい

ては、開業に向け、

様々な諸試験や検査

を行うこととなるた

め、各作業を行う部

門ごとの連携を十分

に密なものとする。 

また、工事の進捗

状況をホームページ

等で公表する。未着

工区間について、調

査を適切に実施する

とともに、国民への

説明責任を果たすた

め、調査結果につい

て詳細な情報開示を

行う。 

 

え、事業を遂行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、工事の進捗

状況をホームページ

等で公表する。 

未着工区間につい

て、調査を実施する。

特に、北陸新幹線（敦

賀・新大阪間）につ

いては、環境影響評

価の手続きを適切に

実施する。 
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（平成１７年法律第

４１号）に基づく速

達性向上計画におい

て国土交通大臣が認

定した完成・開業予

定時期を目標として

設定した。 

【重要度：高】 

整備新幹線は、地

域間の移動時間を大

幅に短縮させ、地域

社会の振興や経済活

性化に大きな効果を

もたらすこと、都市

鉄道は、地域間交流・

連携の強化や都市機

能の向上等に寄与す

ること、加えて、鉄

道建設は、機構が有

する高度な技術力や

専門性を活用できる

分野であることか

ら、重要度は高い。 

【難易度：高】 

鉄道建設事業は、

工事期間中において

は、地盤の状況や希

少野生動植物種への

対応、予期せぬ災害

の発生への対応など

他律的な制約が多

く、また、工事の各

段階においては、地

方公共団体、鉄道事

業者、地権者など調

整すべき関係者が多

数あることに加え、

完成までに、多様な

工程・業務の積み上

げが必要であるた

め。 

 （１）鉄道建設等業

務 

機構は、公的資金

による鉄道建設事業

を行っており、これ

を実現するため、調

査・計画の作成から

地方公共団体等関係

機関との円滑な協

議・調整、用地取得

②都市鉄道利便増進

事業等  

（ａ） 都市鉄道利

便増進事業 

工事完成予定時期を

踏まえ、事業を着実

に推進するため、事

業費及び工程の管理

を適切に行うととも

に、公的整備主体と

②都市鉄道利便増進

事業等 

都市鉄道利便増進事

業 

建設中の各路線に

ついて、事業費及び

工程の管理を適切に

行い、以下のとおり

事業の着実な進捗を

図る。 

＜主な定量的指標

＞ 

完成・開業年度目

標： 鉄道建設につ

いて、以下の時期ま

でに完成・開業させ

ることを目指す。 

・神奈川東部方面

線（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下

＜主要な業務実績＞ 

［都市鉄道利便増進事業

の完成・開業年度目標の

達成に向けた適切な工程

管理］ 

（１）神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通線） 

令和４年度下期の完成・

開業の達成に向け適切な

工程管理に努めた。具体

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：神奈川東部方面線（相鉄・

東急直通線）については、令和

５年３月の完成・開業に向け、

事業総合管理委員会における、

工程と事業費の総合的な審議

と合わせて、国土交通省鉄道

局、関係地方公共団体、関係営

業主体及び機構で定期的に検

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）については、令和３年４月にトンネル掘

削を完了し、令和３年９月には新綱島駅非開削部掘削工事を完了した。また、不測

の事象が生じても、その都度工程の見直しを関係者との調整の上行うことにより、

全体工程を遅らせることなく、令和５年３月の開業に向け、年度計画に沿って事業

を着実に進捗させた。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められることか
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交渉、各種構造物の

設計・施工までの業

務を一貫して実施す

るなど、鉄道建設業

務に関する総合的な

マネジメントを行え

る我が国唯一の公的

な整備主体である。

このため、良質な鉄

道を経済的に安全に

かつ工期どおりに建

設することが重要な

目的であるとの認識

に基づき、これらの

実施に当たっては、

環境保全、都市計画

との整合等鉄道建設

に関わる課題へ適切

に対応するととも

に、技術力の向上、

技術開発の推進と公

表、工事コストの縮

減、適切な事業費の

設定及び管理を通じ

た鉄道建設の業務の

質の確保を図りつ

つ、整備新幹線の建

設、都市鉄道利便増

進事業、民鉄線及び

受託事業等における

所要の業務を推進す

る。 

この際、北陸新幹

線（金沢～敦賀間）

の工期遅延・事業費

増加に関連して発出

した「業務運営の抜

本的な改善に関する

命令」（令和２年１

２月２２日）を重く

受け止め、同命令に

基づき機構が策定し

た「業務運営の抜本

的な改善に関する命

令を受けての改善措

置について」（令和

３年１月２９日）を

確実に実施するもの

とする。 

 

① 工事完成予定時

して関係者との連

携・調整を図り、今

中期計画期間中にお

いては、以下のとお

り各路線の目標達成

を目指す。 

 

ａ．神奈川東部方面

線（相鉄・ＪＲ直通

線） 

令和元年度下期の開

業 

 

ｂ．神奈川東部方面

線（相鉄・東急直通

線） 

令和４年度下期の開

業 

 

 

 

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

等を踏まえてコスト

縮減に努め、想定で

きなかった現地状況

に対応する必要性が

生じた等、速達性向

上計画の認定の後に

不測の事態が生じた

場合を除き、認定の

 

 

 

 

 

 

 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線） 

・土木本体工事を概

ね完了し、軌道敷設

工事を実施する。 

・駅設備等の機械工

事を実施する。 

・駅舎や換気塔等の

建築工事を実施す

る。 

・変電設備や電車線

路設備等の電気工事

を実施する。 

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

等を踏まえてコスト

縮減に努めるととも

に、各線区で行った

コスト縮減効果につ

いて整理・機構内で

の共有を図る。想定

できない事情により

発生する事業費の上

期 

・神奈川東部方面

線（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下

期 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

神奈川東部方面

線（相鉄・ＪＲ直通

線及び相鉄・東急直

通線）について、適

切に工程管理を行

ったか。 

 

 

 

 

的には、工事完成予定時

期と照らしてどの程度進

捗しているかを適切に把

握するよう努め、事業総

合管理委員会において進

捗状況や工事完成までの

リスクを審議した。また、

「鉄道・運輸機構改革プ

ラン」に基づき１回／月

の頻度で機構内で整理し

た内容を関係者と情報共

有するとともに、工程の

管理及び工事を推進する

上で課題となっている事

柄について関係者との早

期調整を図った。 

令和３年度計画に対す

る実績は以下のとおり。 

・新綱島駅の一部を除い

て土木本体工事は完了

し、軌道敷設工事を実施

している。 

・機械工事は、駅部で昇降

機設備や空調設備等を実

施している。 

・建築工事は、駅の出入口

上屋や、対向壁、換気塔等

を実施している。 

・電気工事は、新横浜変電

所等の変電設備や、電車

線路設備等を実施してい

る。 

 

討会を開催し、関係者が一体と

なって課題の早期調整を図る

ことで、適切な工程管理に努

め、工事を進捗させた。令和３

年度においては、土木本体工事

が概ね完了し、設備工事を実施

している。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。  

 

＜課題と対応＞ 

  「業務運営の抜本的な改善

に関する命令を受けての改善

措置について」（令和３年１月

２９日）については、神奈川東

部方面線における工事の進捗

状況や事業の執行状況に応じ、

北陸新幹線（金沢・敦賀間）と

同様に事業総合管理委員会に

おいて進捗状況や工事完成ま

でのリスクの審議や、１回／月

の頻度で機構内で整理した内

容を関係者と情報共有すると

ともに、工程の管理及び事業を

推進する上で課題となってい

る事柄について関係者との早

期調整を図る措置を講じた。 

新型コロナウイルス感染症

については、国による通知※の

趣旨に則り対応しているとこ

ろであるが、工事等の受注者と

ともに感染拡大防止に努め、完

成・開業予定時期を踏まえ、引

き続き適切な工程管理を実施

した。また、工事への影響の把

握に努め、関係者と情報共有を

行い、課題の早期調整に努め

た。 

※「新型コロナウイルス感染症

に係る緊急事態宣言を踏まえ

た工事及び業務の対応につい

て」（令和２年４月７日）、「工

事及び業務における新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大

防止対策の徹底について」（令

和２年４月２０日）等。 

令和２年度業務実績評価に

おいて主務大臣から示された

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞（下記）につい

らＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

今後も、品質を確保しつつ、合理的かつ効率的な工事の実施に努め、安全な事業

遂行に万全を期すとともに、各種課題について、関係者と緊密に連携して対応し、

完成・開業予定時期を踏まえて適切に事業を実施していくことが必要である。ま

た、新型コロナウイルス感染症について、工事等の受注者を含め感染拡大防止に努

めるとともに、工事への影響を把握して適切に対応していく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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期を踏まえた事業の

着実な進捗 

整備新幹線の建設

や都市鉄道利便増進

事業等について、工

事完成予定時期を踏

まえ、事業費・工程

の管理を徹底するこ

とによって、鉄道建

設事業のプロジェク

ト遂行の確実性を確

保し、着実な進捗を

図る。 

具体的には、鉄道

建設事業は、ⅰ測量・

設計等の業務や用地

協議・取得等を行う

工事の準備段階、ⅱ

土木工事や軌道工事

といった工事実施段

階、ⅲ開業に向けた

諸試験・検査の実施

など開業準備段階に

分けられるが、各事

業が、それぞれどの

段階に位置し、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

把握することとす

る。また、工区単位

で事業費や工程に課

題が発生していない

か機構内で随時確認

し、課題が発生した

場合には、速やかに

関係者との調整を行

うなど、事業費・工

程の管理を一層徹底

する。 

この際、これまで

機構が培ってきた鉄

道建設の経験と技術

力を駆使して、良質

な鉄道を予定された

事業費の範囲内で経

済的に安全にかつ工

期どおりに建設する

ことが重要であり、

際の事業費を上回ら

ないようにするとと

もに、各年度に行っ

たコスト縮減効果に

ついて整理・機構内

での共有を図り、か

つ、中期目標で示さ

れた事業の各段階に

おける留意事項を踏

まえ、事業を遂行す

る。今中期計画期間

中において、神奈川

東部方面線（相鉄・

ＪＲ直通線）は開業

準備段階にあるた

め、開業に向け、

様々な諸試験や検査

を行うこととなるた

め、各作業を行う部

門ごとの連携を十分

に密なものとする。

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）は工事実施段階

にあるため、品質を

確保しつつ、合理的

かつ効率的な工事の

実施に努めるととも

に、安全な事業遂行

に万全を期す。ま

た、開業準備段階に

移行した後は、開業

に向け、様々な諸試

験や検査を行うこと

となるため、各作業

を行う部門ごとの連

携を十分に密なもの

とする。 

 

（ｂ）民鉄線事業 

 安全かつ着実な事

業の推進のため関係

者との連携を図りな

がら、以下のとおり

目標達成を目指す。 

 

・小田急小田原線 

 平成３０年度の事

業完了 

 

 

振れリスクを低減す

るため、関係者間の

会議体等において、

情報共有を行い、課

題の解決に努めてい

く。その上で、速達

性向上計画の認定の

際の事業費を上回る

ことのないよう、あ

らゆるコスト削減努

力を徹底する。ま

た、中期目標で示さ

れた事業の各段階に

おける留意事項を踏

まえ、事業を遂行す

る。 

ては、令和４年度においても引

き続き対応していく。 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

今後も、品質を確保しつつ、

合理的かつ効率的な工事の実

施に努め、安全な事業遂行に万

全を期すとともに、各種課題に

ついて、関係者と緊密に連携し

て対応し、完成・開業予定時期

を踏まえて適切に事業を実施

していくことが必要である。ま

た、新型コロナウイルス感染症

について、工事等の受注者を含

め感染拡大防止に努めるとと

もに、工事への影響を把握して

適切に対応していくこと必要

がある。 

なお、令和２年６月に２度に

わたり新横浜トンネル工事現

場付近での地表面（道路）陥没

が発生し、原因究明と再発防止

策の検討がなされたところで

あるが、これらの検討結果や再

発防止策を踏まえ、引き続き安

全な事業遂行に万全を期す必

要がある。 
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建設工事の実施に当

たっては技術開発の

動向等を踏まえてコ

スト縮減に努め、想

定できなかった現地

状況に対応する必要

性が生じた等、工事

実施計画の認可等の

後に不測の事態が生

じた場合を除き、認

可等の際の事業費を

上回らないようにす

るとともに、工事の

各段階では、特に以

下の点に留意して事

業を遂行することと

する。 

ⅰ 工事の準備段

階：工事実施段階に

向け、良質な鉄道を

経済的に安全にかつ

工期どおりに進めら

れるよう測量・設計

等の工事の準備を行

うこと 

ⅱ 工事実施段階：

これまで機構が培っ

てきた鉄道建設の経

験と技術力を駆使

し、品質を確保しつ

つ、合理的かつ効率

的な工事の実施に努

めるとともに、安全

な事業遂行に万全を

期すこと 

ⅲ開業準備段階：開

業に向け、様々な諸

試験や検査を行うこ

ととなるため、各作

業を行う部門ごとの

連携を十分にし、完

成・開業予定時期ま

でに開業させること 

さらに、建設に係る

進捗状況について公

表するとともに、整

備新幹線の未着工区

間について、調査を

適切に実施するとと

もに、国民への説明

責任を果たすため、
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調査結果について詳

細な情報開示を行

う。 

＜具体的な完成・開

業年度目標＞ 

・鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

九州新幹線西九州ル

ート（武雄温泉～長

崎間）：令和４年度 

神奈川東部方面線

（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下

期 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下

期 

・北陸新幹線（金沢

～敦賀間）の建設に

ついて、安全確保を

大前提としつつ、令

和５年度末の完成・

開業に向けて最大限

努力する。  

・なお、北海道新幹

線（新函館北斗～札

幌間）の建設につい

て、令和１２年度末

の完成・開業に向け

て事業の着実な進捗

を図る。 

＜目標水準の考え方

＞ 

整備新幹線整備事

業については基本的

に「整備新幹線の取

扱いについて」（平

成２７年１月１４日

政府・与党申合せ）

において示された完

成・ 開業予定時期

を目標として設定し

た。ただし、北陸新

幹線（金沢～敦賀間） 

については、「整備

新幹線の取扱いにつ

いて」において示さ

れた令和４年 度末
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の完成・開業が困難

となったことを踏ま

えて改めて設定し

た。また、都市鉄道

利便増進事業につい

ては都市鉄道等利便

増進法（平成１７年

法律第４１号）に基

づく速達性向上計画

において国土交通大

臣が認定した完成・

開業予定時期を目標

として設定した。 

【重要度：高】 

整備新幹線は、地

域間の移動時間を大

幅に短縮させ、地域

社会の振興や経済活

性化に大きな効果を

もたらすこと、都市

鉄道は、地域間交流・

連携の強化や都市機

能の向上等に寄与す

ること、加えて、鉄

道建設は、機構が有

する高度な技術力や

専門性を活用できる

分野であることか

ら、重要度は高い。 

【難易度：高】 

鉄道建設事業は、

工事期間中において

は、地盤の状況や希

少野生動植物種への

対応、予期せぬ災害

の発生への対応など

他律的な制約が多

く、また、工事の各

段階においては、地

方公共団体、鉄道事

業者、地権者など調

整すべき関係者が多

数あることに加え、

完成までに、多様な

工程・業務の積み上

げが必要であるた

め。 

 （１）鉄道建設等業 ②都市鉄道利便増進 ②都市鉄道利便増進 ＜主な定量的指標 ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定 Ｂ 
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務 

機構は、公的資金

による鉄道建設事業

を行っており、これ

を実現するため、調

査・計画の作成から

地方公共団体等関係

機関との円滑な協

議・調整、用地取得

交渉、各種構造物の

設計・施工までの業

務を一貫して実施す

るなど、鉄道建設業

務に関する総合的な

マネジメントを行え

る我が国唯一の公的

な整備主体である。

このため、良質な鉄

道を経済的に安全に

かつ工期どおりに建

設することが重要な

目的であるとの認識

に基づき、これらの

実施に当たっては、

環境保全、都市計画

との整合等鉄道建設

に関わる課題へ適切

に対応するととも

に、技術力の向上、

技術開発の推進と公

表、工事コストの縮

減、適切な事業費の

設定及び管理を通じ

た鉄道建設の業務の

質の確保を図りつ

つ、整備新幹線の建

設、都市鉄道利便増

進事業、民鉄線及び

受託事業等における

所要の業務を推進す

る。 

この際、北陸新幹

線（金沢～敦賀間）

の工期遅延・事業費

増加に関連して発出

した「業務運営の抜

本的な改善に関する

命令」を重く受け止

め、同命令に基づき

機構が策定した「業

務運営の抜本的な改

事業等  

（ａ） 都市鉄道

利便増進事業 

工事完成予定時期

を踏まえ、事業を着

実に推進するため、

事業費及び工程の管

理を適切に行うとと

もに、公的整備主体

として関係者との連

携・調整を図り、今

中期計画期間中にお

いては、以下のとお

り各路線の目標達成

を目指す。 

 

ａ．神奈川東部方

面線（相鉄・ＪＲ直

通線） 

令和元年度下期の

開業 

 

ｂ．神奈川東部方

面線（相鉄・東急直

通線） 

令和４年度下期の

開業 

 

 

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随 時確認

し、課題が発生した

場合は、速やかに関

係者との調整を行う

など、事業費・工程

の管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

事業等 

都市鉄道利便増進事

業 

建設中の各路線に

ついて、事業費及び

工程の管理を適切に

行い、以下のとおり

事業の着実な進捗を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通線） 

・土木本体工事を概

ね完了し、軌道敷設

工事を実施する。 

・駅設備等の機械工

事を実施する。 

・駅舎や換気塔等の

建築工事を実施す

る。 

・変電設備や電車線

路設備等の電気工事

を実施する。 

 

なお、事業の実施

に当たっては、経済

的に安全かつ工期ど

おりに建設する重要

性にかんがみ、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

適切に把握する。さ

らに、工区単位で事

業費や工程に課題が

発生していないか機

構内で随時確認し、

課題が発生した場合

は、速やかに関係者

との調整を行うな

ど、事業費・工程の

管理を一層徹底す

る。技術開発の動向

＞ 

完成・開業年度目

標： 鉄道建設につ

いて、以下の時期ま

でに完成・開業させ

ることを目指す。 

・神奈川東部方面

線（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下

期 

・神奈川東部方面

線（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下

期 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

神奈川東部方面

線（相鉄・ＪＲ直通

線及び相鉄・東急直

通線）について、適

切な事業費の設定

及び管理を実施し

ているか。 

 

 

 

 

［都市鉄道利便増進事業

における適切な事業費の

管理］ 

 神奈川東部方面線につ

いては、速達性向上計画

変更の認定の際に設定し

た事業費を管理してお

り、工事実施段階である

令和３年度においても定

期的に速達性向上計画変

更の認定の際に想定した

工事計画・予算と照合・チ

ェックを行い、機構内で

整理・共有を行った。 

機構内で整理した内容に

ついては、「鉄道・運輸機

構改革プラン」に基づき

１回／月の頻度で関係者

との委員会等において共

有するとともに、事業費

の管理及び工事を推進す

る上で課題となっている

事柄について、関係者と

早期調整を図り、適切な

事業費の管理に努めた。 

工事と事業費の一体的な

管理および工事完成まで

のリスクを審議するた

め、事業総合管理委員会

を定期的に開催してい

る。さらに、事業費や工程

に課題が発生した場合

は、本社への報告ルール

に基づき適切に情報共有

し、対処した。 

また、技術開発の動向

を踏まえてコスト縮減に

努めるとともに、コスト

縮減効果について機構内

で情報共有を図った。 

 

 

評定：Ｂ 

根拠：神奈川東部方面線（相鉄・

東急直通線）について、継続的

にコスト縮減に取組むととも

に、事業総合管理委員会におけ

る工程と事業費の総合的な審

議と合わせて、速達性向上計画

変更の認定の際に設定した事

業費を管理する上で国土交通

省、関係地方公共団体、関係営

業主体及び機構で定期的に検

討会を開催し、関係者が一体と

なって課題の早期調整を図る

ことで、適切な事業費の管理に

努めた。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

「業務運営の抜本的な改善

に関する命令を受けての改善

措置について」（令和３年１月

２９日）については、神奈川東

部方面線における工事の進捗

状況や事業の執行状況に応じ、

北陸新幹線（金沢・敦賀間）と

同様に事業総合管理委員会に

おいて工事と事業費の一体的

な管理および工事完成までの

リスクについての審議をした。

また、１回／月の頻度で機構内

で整理した内容を関係者と情

報共有するとともに、事業費の

管理及び事業を推進する上で

課題となっている事柄につい

て関係者との早期調整を図る

措置を講じた。 

令和２年度業務実績評価に

おいて主務大臣から示された

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞（下記）につい

ては、令和４年度においても引

き続き対応していく。 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

今後も、関係者間で定期的に

検討会を開催し十分な情報共

有を行うなど、関係者が一体と

なって課題の早期調整に努め

＜評定に至った理由＞ 

相鉄・東急直通線については、継続的にコスト縮減に取組むとともに、速達性向

上計画変更の認定の際に設定した事業費を管理する上での課題を関係者間で共有

し、早期の調整を図っている。その結果、令和３年度においては速達性向上計画上

の事業費と比較し、建設発生土処分費について約１．４億円コストを縮減する等、

適切な事業費の管理に努めた。 

 以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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善に関する命令を受

けての改善措置につ

いて」を確実に実施

するものとする。 

 

①工事完成予定時期

を踏まえた事業の着

実な進捗 

整備新幹線の建設

や都市鉄道利便増進

事業等について、工

事完成予定時期を踏

まえ、事業費・工程

の管理を徹底するこ

とによって、鉄道建

設事業のプロジェク

ト遂行の確実性を確

保し、着実な進捗を

図る。 

具体的には、鉄道

建設事業は、ⅰ測量・

設計等の業務や用地

協議・取得等を行う

工事の準備段階、ⅱ

土木工事や軌道工事

といった工事実施段

階、ⅲ開業に向けた

諸試験・検査の実施

など開業準備段階に

分けられるが、各事

業が、それぞれどの

段階に位置し、工事

完成予定時期と照ら

してどの程度進捗し

ているか、また、事

業費が予定の範囲内

で進捗しているかを

把握することとす

る。また、工区単位

で事業費や工程に課

題が発生していない

か機構内で随時確認

し、課題が発生した

場合には速やかに、

関係者との調整を行

うなど、事業費・工

程の管理を一層徹底

する。 

この際、これまで

機構が培ってきた鉄

道建設の経験と技術

等を踏まえてコスト

縮減に努め、想定で

きなかった現地状況

に対応する必要性が

生じた等、速達性向

上計画の認定の後に

不測の事態が生じた

場合を除き、認定の

際の事業費を上回ら

ないようにするとと

もに、各年度に行っ

たコスト縮減効果に

ついて整理・機構内

での共有を図り、か

つ、中期目標で示さ

れた事業の各段階に

おける留意事項を踏

まえ、事業を遂行す

る。今中期計画期間

中において、神奈川

東部方面線（相鉄・

ＪＲ直通線）は開業

準備段階にあるた

め、開業に向け、

様々な諸試験や検査

を行うこととなるた

め、各作業を行う部

門ごとの連携を十分

に密なものとする。

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）は工事実施段階

にあるため、品質を

確保しつつ、合理的

かつ効率的な工事の

実施に努めるととも

に、安全な事業遂行

に万全を期す。ま

た、開業準備段階に

移行した後は、開業

に向け、様々な諸試

験や検査を行うこと

となるため、各作業

を行う部門ごとの連

携を十分に密なもの

とする。 

 

（ｂ）民鉄線事業 

安全かつ着実な事

業の推進のため関係

者との連携を図りな

等を踏まえてコスト

縮減に努めるととも

に、各線区で行った

コスト縮減効果につ

いて整理・機構内で

の共有を図る。想定

できない事情により

発生する事業費の上

振れリスクを低減す

るため、関係者間の

会議体等において、

情報共有を行い、課

題の解決に努めてい

く。その上で、速達

性向上計画の認定の

際の事業費を上回る

ことのないよう、あ

らゆるコスト削減努

力を徹底する。また、

中期目標で示された

事業の各段階におけ

る留意事項を踏ま

え、事業を遂行する。 

るとともに、引き続き、安全を

確保しつつ、コスト削減・抑制

の徹底を図っていくことが必

要である。 
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力を駆使して、良質

な鉄道を予定された

事業費の範囲内で経

済的に安全にかつ工

期どおりに建設する

ことが重要であり、

建設工事の実施に当

たっては技術開発の

動向等を踏まえてコ

スト縮減に努め、想

定できなかった現地

状況に対応する必要

性が生じた等、工事

実施計画の認可等の

後に不測の事態が生

じた場合を除き、認

可等の際の事業費を

上回らないようにす

るとともに、工事の

各段階では、特に以

下の点に留意して事

業を遂行することと

する。 

ⅰ 工事の準備段

階：工事実施段階に

向け、良質な鉄道を

経済的に安全にかつ

工期どおりに進めら

れるよう測量・設計

等の工事の準備を行

うこと 

ⅱ 工事実施段階：

これまで機構が培っ

てきた鉄道建設の経

験と技術力を駆使

し、品質を確保しつ

つ、合理的かつ効率

的な工事の実施に努

めるとともに、安全

な事業遂行に万全を

期すこと 

ⅲ 開業準備段階：

開業に向け、様々な

諸試験や検査を行う

こととなるため、各

作業を行う部門ごと

の連携を十分にし、

完成・開業予定時期

までに開業させるこ

と 

さらに、建設に係

がら、以下のとおり

目標達成を目指す。 

 

・小田急小田原線 

平成３０年度の事業

完了 
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る進捗状況について

公表するとともに、

整備新幹線の未着工

区間について、調査

を適切に実施すると

ともに、国民への説

明責任を果たすた

め、調査結果につい

て詳細な情報開示を

行う。 

＜具体的な完成・

開業年度目標＞ 

・鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

九州新幹線西九州

ルート（武雄温泉～

長崎間）：令和４年度 

神奈川東部方面線

（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下期 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下期 

・北陸新幹線（金沢

～敦賀間）の建設に

ついて、安全確保を

大前提としつつ、令

和５年度末の完成・

開業に向けて最大限

努力する。  

・なお、北海道新幹

線（新函館北斗～札

幌間）の建設につい

て、令和１２年度末

の完成・開業に向け

て事業の着実な進捗

を図る。 

＜目標水準の考え

方＞ 

整備新幹線整備事

業については基本的

に「整備新幹線の取

扱いについて」（平成

２７年１月１４日政

府・与党申合せ）に

おいて示された完

成・開業予定時期を

目標として設定し

た。ただし、北陸新
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幹線（金沢～敦賀間） 

については、「整備新

幹線の取扱いについ

て」において示され

た令和４年度末の完

成・開業が困難とな

ったことを踏まえて

改めて設定した。ま

た、「都市鉄道利便増

進事業については都

市鉄道等利便増進法

（平成１７年法律第

４１号）に基づく速

達性向上計画におい

て国土交通大臣が認

定した完成・開業予

定時期を目標として

設定した。 

【重要度：高】 

整備新幹線は、地

域間の移動時間を大

幅に短縮させ、地域

社会の振興や経済活

性化に大きな効果を

もたらすこと、都市

鉄道は、地域間交流・

連携の強化や都市機

能の向上等に寄与す

ること、加えて、鉄

道建設は、機構が有

する高度な技術力や

専門性を活用できる

分野であることか

ら、重要度は高い。 

【難易度：高】 

鉄道建設事業は、

工事期間中において

は、地盤の状況や希

少野生動植物種への

対応、予期せぬ災害

の発生への対応など

他律的な制約が多

く、また、工事の各

段階においては、地

方公共団体、鉄道事

業者、地権者など調

整すべき関係者が多

数あることに加え、

完成までに、多様な

工程・業務の積み上

げが必要であるた
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め。 

 

 

＜具体的な完成・開

業年度目標＞ 

・鉄道建設につい

て、以下の時期まで

に完成・開業させる

ことを目指す。 

九州新幹線西九州

ルート（武雄温泉～

長崎間）：令和４年

度 

神奈川東部方面線

（相鉄・ＪＲ直通

線）：令和元年度下

期 

神奈川東部方面線

（相鉄・東急直通

線）：令和４年度下

期 

・北陸新幹線（金沢

～敦賀間）の建設に

ついて、安全確保を

大前提としつつ、令

和５年度末の完成・

開業に向けて最大限

努力する。 

・なお、北海道新幹

線（新函館北斗・札

幌間）の建設につい

て、令和１２年度の

完成・開業に向けて

事業の着実な進捗を

図る。 

 

＜目標水準の考え方

＞ 

整備新幹線整備事

業については基本的

に「整備新幹線の取

扱いについて」（平

成２７年１月１４日

政府・与党申合せ）

において示された完

成・開業予定時期を

目標として設定し

た。ただし、北陸新

幹線（金沢～敦賀間）

については、「整備

新幹線の取扱いにつ
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いて」において示さ

れた令和４年度末の

完成・開業が困難と

なったことを踏まえ

て改めて設定した。

また、都市鉄道等利

便増進法（平成１７

年法律第４１号）に

基づく速達性向上計

画において国土交通

大臣が認定した完

成・開業予定時期を、

それぞれ目標として

設定した。 

 

【重要度：高】 

整備新幹線は、地

域間の移動時間を大

幅に短縮させ、地域

社会の振興や経済活

性化に大きな効果を

もたらすこと、都市

鉄道は、地域間交流・

連携の強化や都市機

能の向上等に寄与す

ること、加えて、鉄

道建設は、機構が有

する高度な技術力や

専門性を活用できる

分野であることか

ら、重要度は高い。 

 

【難易度：高】 

鉄道建設事業は、

工事期間中において

は、地盤の状況や希

少野生動植物種への

対応、予期せぬ災害

の発生への対応など

他律的な制約が多

く、また、工事の各

段階においては、地

方公共団体、鉄道事

業者、地権者など調

整すべき関係者が多

数あることに加え、

完成までに、多様な

工程・業務の積み上

げが必要であるた

め。 
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②鉄道建設業務に関

する技術力を活用し

た受託業務等の支援 

機構が有する鉄道

分野の技術力、調査

能力を広く総合的に

活用した鉄道建設に

係る受託業務等及び

地域鉄道事業者等へ

の鉄道施設の保全・

改修等に係る技術的

な事項の助言などの

技術支援（鉄道ホー

ムドクター制度）等

を実施する。 

受託工事につい

て、協定に基づき工

事を完成させるた

め、事業費や工程に

課題が発生していな

いかを機構内で確認

し、課題が発生した

場合には、関係者と

の調整に努めること

を通じ、事業費・工

程の管理を徹底す

る。なお、機構の支

援が真に必要な場合

のみに実施するため

に第三者委員会にお

いて策定した具体的

な基準を適切に運用

するとともに、受託

工事に係るコスト縮

減の状況等について

検証を行い、その結

果について公表す

る。 

 

＜定量的目標＞ 

（鉄道分野の技術力

を活用した支援） 

・地域鉄道事業者等

への技術支援等につ

いて、当該地域鉄道

事業者等に対するア

ンケート調査（５段

階評価）で平均３．

０以上の評価を得

る。 

 

③鉄道建設業務に関

する技術力を活用し

た受託業務等の支援 

機構が有する総合

的技術力、中立性を

活かして社会に貢献

する観点から、受託

工事について、協定

に基づいた工事完成

予定時期及び事業費

の管理を徹底し、着

実に推進する。受託

調査については、国

土交通省の関連施策

との連携を図りつ

つ、地方公共団体や

鉄道事業者等からの

要請を踏まえ、鉄道

計画に関する調査の

支援を実施する。 

 

なお、鉄道事業者

から新たな工事の受

託要請があった場合

は、外部有識者から

なる「鉄道工事受託

審議委員会」におい

て審議し、同委員会

の意見を踏まえつ

つ、受託の可否につ

いて決定する。また、

受託工事に係るコス

ト縮減について、同

委員会において随時

検証し、その結果を

ホームページ等で公

表する。 

さらに、大規模災

害等の発生時におい

ても、これまでの復

旧・復興支援の経験

を活かし、国や地方

公共団体等からの要

請があった場合は、

その支援等に積極的

に取り組む。 

また、機構がこれ

までに培ってきた鉄

道分野の総合的な技

術力を活用して、地

域鉄道事業者等に対

③鉄道建設業務に関

する技術力を活用し

た受託業務等の支援 

 受託工事線につい

て、協定に基づいた

工期内で完成できる

よう着実な進捗を図

る。 

中央新幹線につい

ては、関係者との連

携・調整を図りなが

ら、非常口工事、橋

りょう・高架橋工事

及びトンネル工事を

着実に推進する。 

また、国、地方公共

団体、鉄道事業者等

からの要請に対応

し、鉄道整備の計画

に関する調査を実施

する。 

なお、鉄道事業者

から新たな工事の受

託要請があった場合

は、外部有識者から

なる「鉄道工事受託

審議委員会」におい

て審議し、同委員会

の意見を踏まえつ

つ、受託の可否につ

いて決定する。 

 

 

 

 

 

 

さらに、大規模災

害等の発生時におい

ても、これまでの復

旧・復興支援の経験

を活かし、国や地方

公共団体等からの要

請があった場合は、

その支援等に積極的

に取り組む。令和２

年度に要請のあった

南阿蘇鉄道第一白川

橋りょう上部工工場

製作等の指導業務を

推進し、災害復旧を

＜主な定量的指標

＞ 

・地域鉄道事業者

等への技術支援等

について、当該地域

鉄道事業者等に対

するアンケート調

査（５段階評価）で

平均３．０以上の評

価を得る。 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・受託工事につい

て、協定に基づき工

事を完成させるた

め、事業費と工程の

管理を行い、着実に

推進したか。 

・鉄道計画に関す

る調査の支援を適

切に実施している

か。 

・地域鉄道事業者

等への技術支援等

を適切かつきめ細

やかに実施してい

るか。 

・機構の技術支援

に係る情報の収集・

発信を行っている

か。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

［受託業務］ 

１．受託工事 

中央新幹線について

は、協定に基づき工事を

完成させるため、事業費

と工程の適切な管理に努

め、関係者との連携・調整

を図りながら非常口工

事、橋りょう・高架橋工事

及びトンネル工事を着実

に推進できるように努め

た。 

 

２．受託調査等（鉄道計画

に関する調査の支援等） 

 地方公共団体、鉄道事

業者等からの要請に対

し、令和３年度は調査業

務を４件、設計業務を１

件、技術協力支援業務を

１件受託した。 

 

［鉄道分野の技術力を活

用した支援］ 

鉄道事業者からの要請

を踏まえ、「鉄道ホームド

クター制度」（注１）を通

じ、鉄道施設の保全・改修

等に係る資料提供、アド

バイス等の技術支援を行

った。 

また、鉄道事業者、地方

公共団体からの要請に応

じ、「交通計画支援システ

ム（ＧＲＡＰＥ）」（注２）

を活用して鉄道沿線の人

口分布等を可視化した資

料の提供や、鉄道助成に

関する資料の提供を行っ

た。 

これら技術支援等につ

いて、当該鉄道事業者、地

方公共団体に対するアン

ケート調査（５段階評価）

を行い、平均３．４の評価

を得た。 

加えて、各地方鉄道協

会、第三セクター鉄道等

協議会、第三セクター鉄

道等道府県協議会、鉄道

＜評定と根拠＞ 

［受託業務］ 

評定：Ｂ 

根拠：中央新幹線については、

協定に基づき工事を完成させ

るため、適切な事業費と工程の

管理に努め、関係者と連携・調

整を図りながら工事を着実に

推進できるように努めた。ま

た、鉄道計画に関する調査の支

援を実施した。 

 以上のことから、中期計画に

おける所定の目標を達成して

いると考えられる。 

 

［鉄道分野の技術力を活用し

た支援］ 

評定：Ｂ 

根拠：鉄道分野の技術力を活用

し、鉄道事業者や地方公共団体

の要請に基づき技術支援等を

実施した件数は、前中期目標期

間の平均である１５．６件より

少ない１２件であったが、技術

支援等の実施にあたっては、適

切かつきめ細やかに行うこと

を念頭に対応し、その結果、要

請者から５段階評価で、平均

３．４の評価を得られた。 

また、各地方鉄道協会、第三

セクター鉄道等協議会、第三セ

クター鉄道等道府県協議会、鉄

道総合技術研究所等が主催す

る会議において、機構の技術支

援に係る情報発信を行うとと

もに、地域鉄道に係る老朽化を

含む諸課題の情報収集に努め

た。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

［受託業務］ 

 中央新幹線の受託工事につ

いて、社会情勢等の変化に伴う

建設コストの上昇や労働力不

足等、工事の進捗に影響する不

確定要素について、関係者間で

十分な情報共有を行い、着実に

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

実施中の中央新幹線の受託工事について、関係者との連携・調整を図りながら、

非常口工事、橋りょう・高架橋工事及びトンネル工事を推進したほか、令和２年５

月から実施していた熊本地震で被災した南阿蘇鉄道の第一白川橋梁の上部工工場

製作等に係る指導業務を完了した。 

また、地方公共団体、鉄道事業者等からの要請に対応して、調査業務を４件、設

計業務を１件、技術協力支援業務を１件新たに受託した。 

機構の技術支援等については、鉄道事業者や地方公共団体からの要請に応じ、鉄

道ホームドクター制度を活用した鉄道施設の保全・改修等に係る技術支援を６件、

交通計画支援システム（ＧＲＡＰＥ）を活用した鉄道沿線の人口分布の分析等の支

援を３件、鉄道助成等に関する情報及び資料提供の支援を３件実施し（合計１２ 

件）、これらの支援先に対するアンケート調査（５段階評価）の結果では、目標値

を「平均３．０以上」としているところ、平均３．４の評価となり、目標を達成し

ている状況である。また、鉄道協会等の各種会議における技術情報等の提供や、地

域鉄道事業者への施設の保全・改修に係るニーズを把握するためのヒアリングを

実施し、機構の技術支援に係る情報の収集・発信を行った。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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＜指標＞ 

（鉄道分野の技術力

を活用した支援） 

・技術支援等の実施

件数（前中期目標期

間実績：平成２５年

度から平成２９年度

（見込み）までの件

数・７８件） 

 

＜目標水準の考え方

＞ 

機構から技術支援

等を受けた地域鉄道

事業者等の満足度に

ついて、５段階（５

＝大変役に立った、

４＝おおむね役に立

った、３＝役に立っ

た、２＝あまり役に

立たなかった、１＝

まったく役に立たな

かった）中の「３＝

役に立った」以上の

評価を得ることを目

標水準として設定し

た。 

 

【難易度：高】 

受託業務について

も、（１）①と同様

に、協定に基づき工

事を完成させるため

には、工事期間中に

おいては、地盤の状

況や希少野生動植物

種への対応、予期せ

ぬ災害の発生への対

応など他律的な制約

が多く、また、工事

の各段階において

は、地方公共団体、

鉄道事業者、地権者

など調整すべき関係

者が多数あることに

加え、完成までに多

様な工程・業務の積

み上げが必要である

ため。 

する次の技術支援を

実施する。 

「鉄道ホームドク

ター制度」を用いて、

地域鉄道事業者等の

要請に応じ、その鉄

道施設の保全・改修

等に係る技術的な事

項について、適切か

つ極力きめ細やかに

助言する。鉄道施設

等に係る技術的な情

報の提供等地域にお

ける交通計画の策定

等に資する支援を実

施する。これらの地

域鉄道事業者等への

技術支援等を適切に

実施し、当該地域鉄

道事業者等に対する

アンケート調査（５

段階評価）で平均３．

０以上の評価を得る

ことを目指す。 

地域鉄道事業者、

地方公共団体及び国

土交通省等の地域鉄

道に係わる諸機関と

緊密に連携して、機

構の技術支援に係る

情報の収集・発信に

努め、その一層の利

用を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、地域鉄道

事業者等の懸案とさ

れている設備の老朽

化について、情報収

集を行うとともに、

機構の支援のあり方

を検討する。 

支援する。 

 

鉄道事業者、地方

公共団体との情報交

換等の機会を捉え、

鉄道施設の保全・改

修、交通計画策定等

に関するニーズを把

握し、関係諸機関と

の連携強化を図りつ

つ、鉄道ホームドク

ター制度を用いて、

地域鉄道事業者等の

要請に応じ、鉄道施

設の保全・改修等に

係る技術的な事項に

ついて適切かつ極力

きめ細やかに助言す

るほか、鉄道施設等

に係る技術的な情報

の提供等、地域にお

ける交通計画の検

討、分析、評価等に

資する機構の支援シ

ステム（ＧＲＡＰＥ）

を活用した支援を実

施する。これらの技

術支援等に対する当

該地域鉄道事業者等

へのアンケート調査

（５段階評価）で平

均３．０以上の評価

を得ることを目指

す。 

また、地域鉄道に

係わる諸機関と緊密

に連携して、このよ

うな機構の技術支援

に係る情報の収集・

発信を行い、その一

層の利用を促進す

る。 

さらに、地域鉄道

事業者等の懸案とさ

れている設備の老朽

化について、情報収

集を行うとともに、

機構の支援のあり方

を検討する。 

総合技術研究所等が主催

する各種会議において、

機構の技術支援に係る情

報発信を実施し、鉄道ホ

ームドクター制度の一層

の利用促進を図るととも

に、地域鉄道事業者等が

懸案としている老朽化を

含む諸課題についての情

報収集を行った。 

 

（注１）「鉄道ホームドク

ター制度」とは、鉄道事業

者、地方公共団体等の要

請に応じて、機構が有す

る、鉄道の計画から建設

までを一貫して行う豊富

な経験に基づく総合技術

力等のノウハウを活用し

た技術支援活動の制度で

ある。 

 

（注２）「交通計画支援シ

ステム（ＧＲＡＰＥ）」と

は、鉄道プロジェクトの

整備効果、鉄道を取り巻

く状況等について、ＧＩ

Ｓ（地理情報システム）を

活用し、詳細に分析、ビジ

ュアルに表示ができるシ

ステム。「ＧＲＡＰＥ」は

『ＧＩＳ ｆｏｒ Ｒａ

ｉｌｗａｙｓ Ｐｒｏｊ

ｅｃｔ Ｅｖａｌｕａｔ

ｉｏｎ』の略称である。 

 

事業を進めていく。 

 

［鉄道分野の技術力を活用し

た支援］ 

・なし 
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 ③鉄道建設に係る業

務の質の向上に向け

た取組み 

 鉄道建設に係る業

務について、経済性

を確保しながら品質

の維持・一層の向上

を図るとともに、安

全にかつ工期どおり

に建設するため、以

下の取組みを推進す

る。 

まず、施工管理の

徹底や職員の技術力

向上のための鉄道建

設業務に係る機構職

員向け技術研修の実

施等を通じて、経済

性を確保しながら品

質の維持・一層の向

上を図る。 

 

また、良質な鉄道

を経済的に安全にか

つ工期どおりに建設

する能力を高める観

点から、必要に応じ

た鉄道建設に係る技

術基準類の整備、一

層高度な技術の開発

を推進するととも

に、その成果及び鉄

道建設特有の技術を

部外へ適切に理解し

てもらうため、学会

での発表等を通じた

積極的な広報及び効

果的な活用に努め

る。 

 

＜指標＞ 

・機構職員向け技術

研修の受講者数（前

中期目標期間実績：

平成２５年度から平

成２８年度までの施

工監理講習受講者

数・２，４０６人） 

・学会等への応募・

発表数（前中期目標

期間実績：平成２５

④鉄道建設に係る業

務の質の向上に向け

た取組み 

良質な鉄道を建設

するために、必要に

応じて技術基準類の

整備と工事の検査を

充実させる対策を進

め、品質管理・施工

監理について徹底を

図るとともに、鉄道

建設業務の遂行に必

要な技術力の向上及

び承継のために、講

習や資格取得の支援

等を通じて、持続的

な業務の質の向上に

努める。 

 

 

 

 

 

また、これまでに

蓄積してきた施工経

験を基に、各業務分

野において事業を推

進する過程で必要と

なる調査、設計、施

工技術の開発、改良

に係る技術開発を推

進し、その成果を鉄

道建設業務に活用す

るとともに、建設技

術に係る各種学会等

へ積極的に参加し、

その発表会等を通じ

て公表していく。 

 

 

 

さらに、鉄道建設

特有の技術を部外へ

適切に理解してもら

うための取組みを実

施する。 

④鉄道建設に係る業

務の質の向上に向け

た取組み 

良質な鉄道を建設

するために、品質管

理・施工監理等に係

る技術基準類の継続

的整備を行う。特に、

「吹付けコンクリー

ト設計施工指針」の

改定を終え、講習会

等を通じ関係者に周

知、徹底する。 

また、鉄道建設に

必要な技術力の向上

及び承継のために、

施工監理講習及び経

験年数を踏まえた段

階的な技術系統別の

研修を実施するとと

もに、業務に関連す

る技術士等の資格の

取得を促進する。 

鉄道建設工事の進

捗を踏まえ、技術開

発テーマの抽出から

成果の活用に至るま

で一貫して推進する

ため、土木（トンネ

ル、橋りょう、土構

造）、軌道、機械、建

築、電気の業務分野

ごとに設置している

分科会において、各

路線に係るニーズに

基づき計画的に技術

開発を推進する。ま

た、技術開発成果の

活用状況について、

フォローアップを進

める。 

さらに、建設技術

に係る各種学会等へ

の積極的な参画に加

え、技術開発を推進

し、その成果をこれ

らの学会等並びに本

社における技術研究

会及び地方機関にお

ける業務研究発表会

を通じて公表する。 

＜主な定量的指標

＞ 

・機構職員向け技

術研修の受講者数  

（前中期目標期間

実績：平成２５年度

から平成２８年度

までの施工監理講

習受講者数・２，４

０６人） 

・学会等への応募・

発表数 

（前中期目標期間

実績：平成２５年度

から平成２８年度

までの学会等への

応募・発表数・３０

６件） 

・機構による業務

成果を公表する場

の開催数 

（前中期目標期間

実績：平成２５年度

から平成２８年度

までの技術研究会

等開催数・３０件） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・必要に応じて技

術基準類の整備と

工事の検査を充実

させる対策を進め

ているか。 

・講習や資格取得

の支援等に努めて

いるか。 

・調査、設計、施工、

改良に係る技術開

発を推進している

か。 

・各種学会等へ積

極的に参加し、その

発表会等を通じて

技術開発の成果を

公表しているか。 

・鉄道建設特有の

技術を部外へ適切

に理解してもらう

＜主要な業務実績＞ 

［品質の向上］ 

１．技術基準類の整備と

工事の検査を充実させる

対策 

 鉄道建設に係る技術基

準類の制定・改訂作業を

５件実施し、講習会等を

通じ関係者に周知、徹底

している。 

２．講習や資格取得の支

援等 

（１）経験年数を踏まえ

た段階的な技術系統別研

修の実施 

機構の鉄道建設業務の中

核を担う技術系職員を対

象として、鉄道建設に係

る幅広い知識を身につけ

させるため、入社時の技

術系統別研修や、経験年

数を踏まえた段階的な研

修を実施した。 

（２）施工監理講習の実

施  

 鉄道建設に必要な技術

力の向上及び承継を図る

ため、平成１７年度から

実施している施工監理講

習を機構本社及び全国５

地方機関において令和３

年９月～１１月に実施し

た。 

令和３年度は「施工監理

テキスト コンクリート

橋りょう編」および「積

算」に関する講義をオン

ラインで実施し、全国で

５１４名が受講した。 

（３）施工者の技術力の

向上 

 （一社）日本建設業連合

会主催の「鉄道建設工事

技術講習会」に講師を派

遣し、鉄道関係法規及び

技術基準類に関する講義

を実施した。本講習会は、

鉄道固有の技術に精通し

た技術者を育成し、良質

な鉄道構造物の建設・提

供を行うため、鉄道建設

＜評定と根拠＞ 

［品質の向上］ 

評定：Ｂ 

根拠：技術基準類の整備及び工

事の検査を充実させる対策を

進めた。また、講習や資格取得

の支援等に努めた。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。 

  

［技術開発の推進］ 

評定：Ａ 

根拠： 調査、設計、施工技術

の開発、改良に係る技術開発推

進のため、業務分野ごとに設置

している分科会において、「盛

土材料の細分化による適用範

囲の拡大」等、計３２件の技術

開発テーマに取り組んだ。ま

た、（公社）地盤工学会から、

「九州新幹線（武雄温泉・長崎

間）におけるＧＲＳ構造物の標

準化に向けた取り組み」につい

て「これまでのＧＲＳ構造物に

関する多くの研究や開発を実

用レベルの技術として定着さ

せ、今後の更なる技術発展に大

きく寄与した」として技術業績

賞を受賞する等、基幹学会の高

い位置づけの賞を複数受賞し

た。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を上回る

成果が得られていると考えら

れる。 

 

［開発成果の公表］ 

評定：Ｂ 

根拠：各種学会等に参加し、そ

の発表会等を通じて技術開発

の成果を公表した。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。 

 

［部外への適切な理解への取

組み］ 

評定：Ａ 

根拠：北陸新幹線（金沢・敦賀

間）については関係者との情報

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

鉄道建設業務の質の向上に向けた取組みとして、技術基準類の整備、各種研修・

講習の実施、資格取得の支援を継続して実施しており、令和３年度の主な実績とし

て、「新幹線鉄道実施基準」の改訂など鉄道建設に係る技術基準類の制定・改訂作

業を５件実施するとともに、施工監理講習を新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止の観点からオンラインで実施し、全国５１４名が受講した。 

鉄道建設に係る技術開発については、土木、軌道、機械、計画、電気等の幅広い

分野で新規９件を含む３２件の技術開発テーマに取り組むとともに、開発成果を

広く社会へ還元するため、各種学会等への論文投稿・発表を８０件行い、機構本社

や地方機関での研究会・発表会を開催した。 

このほか、沿線の児童や学生等を対象とした現場見学会等の開催、講習会等での

講演を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置を講じながら引き続き実施

するとともに、トンネル掘削土の受入地確保に向けたオープンハウスの開催、沿線

の記者クラブ向け説明会の実施、ＳＮＳを活用した建設中路線の現場リポートな

ど、鉄道建設特有の技術を部外へ適切に理解してもらうための取組を推進した。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・技術開発に関する基幹学会での高い評価を継続的に受けていることに鑑み、Ａ評

価は妥当であると考える。また、部外への適切な理解の取り組みも、課題に対応し

て優れた取り組みを行っているものと考えられるので、Ａ評価が妥当であると考

える。 

・「技術開発の推進」については、多くの開発テーマに取り組む中で、土木学会技

術賞と地盤工学会技術業績賞を受賞した２件の技術開発は優れたものとして評価

できる。また「部外への適切な理解の取り組み」については、その努力と成果は高

く評価できるが、その成果を継続するには、同時にそれが部外から見てどのように

評価されたのかを明らかにする必要があると思われる。 

・土木系の基幹学会で各種技術開発に関して継続的に高い評価を受けていること

は評価できる。 

・外部に対しての各種のアウトリーチ活動を積極的に進めていることは理解でき

るが、このような活動が機構の社会的認知度向上にどのような効果があったか具

体的成果を示して頂きたい。 

・開発内容が実設計施工に弾力的、実質的に反映され、長寿命化に向けた配慮が行

われ、鉄道事業者の便益を上流側で確保されたものと評価する。 
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年度から平成２８年

度までの学会等への

応募・発表数・３０

６件） 

・機構による業務成

果を公表する場の開

催数（前中期目標期

間実績：平成２５年

度から平成２８年度

までの技術研究会等

開催数・３０件） 

 

 ための取組みを実

施しているか。 

工事に従事している建設

会社の現場技術者等を対

象としている。令和３年

度は、オンライン講習会

が開催され、２２４名が

受講した。また、平成２４

年度より実施している過

年度の鉄道建設工事技術

講習修了証保有者に対す

る更新講習については、

令和３年度は８８４名が

受講した。 

 

（４）業務に関連する資

格取得の促進 

業務に関連する技術

士、鉄道設計技士、一級建

築士等の資格取得につい

ては、資格試験に合格し

た職員に対して受験料等

を機構が補助する制度が

整備されており、既資格

取得者による受験者への

指導等の支援を継続して

行った。令和３年度は技

術士６名、鉄道設計技士

２名、一級建築士３名の

合格者を輩出した。（資格

アンケートを踏まえて） 

 

［技術開発の推進］ 

鉄道建設工事の進捗を

踏まえ、技術開発テーマ

の抽出から成果の活用に

至るまで一貫して推進す

るため、土木（トンネル、

橋りょう、土構造）、軌道、

機械、建築、電気の業務分

野ごとに設置している分

科会において、各路線に

係るニーズに基づき計画

的に技術開発を推進して

いる。 

令和３年度は計３２件

の技術開発テーマに取り

組んだ。 

令和３年度から新規で

取り組んだ技術開発テー

マ   ：９件 

昨年度以前から継続し

て取り組んでいる技術開

共有が十分ではなかったこと

から、局長、副局長を沿線地域

に置き、そこに渉外部を設置す

るとともに、関係者で構成され

る金沢・敦賀間工程・事業費管

理連絡会議及び同幹事会を開

催し、機構の事業の状況や取組

を積極的に共有する等により、

コミュニケーションを強化し、

信頼関係の構築に取り組んだ。 

鉄道建設特有の技術や事業を

部外へ適切に理解してもらう

ための取組みとして、現場見学

会や講習会等での発表、受入地

確保に向けたオープンハウス

の開催を行った。加えて、記者

クラブ向け説明会の開催、Ｔｗ

ｉｔｔｅｒアカウント開設に

よる積極的な情報発信を実施

するとともに、整備新幹線等の

工事状況や機構が有する鉄道

建設技術を説明する動画をＹ

ｏｕｔｕｂｅに投稿する取組

みを全面的に開始した。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を上回る成

果が得られていると考えられ

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

［品質の向上］ 

鉄道建設事業において、工事

品質の向上をさらに図るため、

これまでの取組に加え、組織体

制の改正や、人材育成等の機構

改革の観点も踏まえて、品質の

向上に資する取組みを引き続

き努めていく。 

 

［技術開発の推進］ 

なし 

 

［開発成果の公表］ 

なし 

 

［部外への適切な理解への取

組み］ 

なし 
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発テーマ：２３件 

 

［開発成果の公表］ 

各種学会等への積極的

な参加や、機構本社にお

ける技術研究会、機構各

地方機関における業務研

究発表会の開催を通じて

技術開発の成果を公表し

ている。 

令和２年度の各種学会

等の委員委嘱：延べ２０

６名 

令和２年度の各種学会

等の論文投稿及び論文発

表の件数：１２０件 

 令和２年度の業務成果

を公表する場の開催数：

６件 

 

［部外への適切な理解へ

の取組み］ 

１．現場見学会の開催 

鉄道建設特有の技術を

部外へ適切に理解しても

らうため、学会や学校か

らの要請に基づき現場見

学会を実施している。令

和２年度は新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大

防止措置を実施しなが

ら、外部を対象とした現

場見学会を６５件実施し

た。 

２．高校生を対象にした

現場見学会の開催 

令和２年９月１４日、

九州新幹線（武雄温泉・長

崎間）において、鹿町工業

高校の高校生を対象とし

た現場見学会を開催し

た。 

当日は、新大村駅高架

橋と長崎駅高架橋の建設

現場に案内し、工事状況

や施工方法を説明し、鉄

道建設特有の技術を適切

に理解してもらえるよう

に努めた。 

３．大学生を対象にした

現場見学会の開催 
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令和２年８月２２日、

長崎大学と連携して、九

州新幹線（武雄温泉・長崎

間）において「リケジョ育

成憧れセミナー」による

現場見学会を開催した。 

当日は、長崎駅高架橋

の建設現場に案内し、工

事状況や施工方法を説明

とともに、仕事のやりが

いなどについても語り、

鉄道建設に理解してもら

えるように努めた。 

 ④我が国鉄道技術の

海外展開に向けた取

組み 

我が国は鉄道分野

について世界に誇れ

る高い技術力を有し

ており、機構は、そ

の中で唯一の公的な

新幹線建設主体であ

る。機構が有する土

木、軌道、電気、機械

等に関する同分野の

技術力やノウハウ、

それらの要素間を全

体として調整する機

能を広く総合的に活

用し、国土交通省の

関連施策との連携を

図りながら、海外社

会資本事業への我が

国事業者の参入の促

進に関する法律（平

成３０年法律第４０

号）第４条に規定す

る業務について、同

法第３条の規定に基

づき国土交通大臣が

定める海外社会資本

事業への我が国事業

者の参入の促進を図

るための基本的な方

針に従い、関係府省、

我が国事業者等と相

互に連携を図りなが

ら協力し、新幹線鉄

道の技術が活用さ

れ、又は活用される

ことが見込まれる海

（２）我が国鉄道技

術の海外展開に向け

た取組み 

海外社会資本事業

への我が国事業者の

参入の促進に関する

法律（平成３０年法

律第４０号）第４条

に規定する業務につ

いて、同法第３条の

規定に基づき国土交

通大臣が定める海外

社会資本事業への我

が国事業者の参入の

促進を図るための基

本的な方針に従い、

新幹線鉄道の技術が

活用され、又は活用

されることが見込ま

れる海外の高速鉄道

に関する事業性等の

調査、測量、鉄道構

造物や電気、機械設

備等の設計、工事管

理、試験及び研究を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）我が国鉄道技

術の海外展開に向け

た取組み 

 国土交通省等の関

係者との連携を図り

つつ、鉄道分野にお

ける海外社会資本事

業への我が国事業者

の参入が図られるよ

う、海外社会資本事

業への我が国事業者

の参入の促進に関す

る法律（平成３０年

法律第４０号）第４

条に規定する業務に

ついて、同法第３条

の規定に基づき国土

交通大臣が定める海

外社会資本事業への

我が国事業者の参入

の促進を図るための

基本的な方針に従

い、新幹線鉄道の技

術が活用され、又は

活用されることが見

込まれる海外の高速

鉄道に関する事業性

等の調査、測量、鉄

道構造物や電気、機

械設備等の設計、工

事管理、試験及び研

究を行う。 

インド高速鉄道計画

については、国土交

通省等関係者との緊

密な連携の下で技術

協力を行っていく。 

インドネシアのジャ

＜主な定量的指標

＞ 

・我が国事業者の

参入を目指して機

構が行った海外高

速鉄道調査等の受

注額 

・機構が海外高速

鉄道調査等を行っ

た結果参入した我

が国事業者による

鉄道システムの受

注額 

・専門家派遣数（前

中期目標期間実績：

平成２５年度から

平成２８年度まで

の実績・１２６人

（２７カ国）） 

・研修員等受入数

（前中期目標期間

実績：平成２５年度

から平成２８年度

までの実績・４０２

人（４１カ国）） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・海外高速鉄道調

査等について、海外

社会資本事業への

我が国事業者の参

入の促進に関する

法律第３条の規定

に基づき国土交通

大臣が定める海外

＜主要な業務実績＞ 

１．海外高速鉄道調査等

業務 

国土交通省等の関係者

との連携を図りつつ、鉄

道分野における海外社会

資本事業への我が国事業

者の参入が図られるよ

う、海外インフラ展開法

基本方針に従い、適切に

業務を行った。 

インド高速鉄道計画に

ついて、国土交通省等の

関係者との緊密な連携の

下、ムンバイ・アーメダバ

ード間の、詳細設計調査

業務（ＪＩＣＣ（株式会社

日本コンサルタンツ（以

下「ＪＩＣ」という。）を

中心としたコンソーシア

ム）により実施）に５名が

従事し、技術協力を行っ

た。また、国交省発注の

「インド建設業界の人材

育成業務」及びＪＡＲＴ

Ｓ発注の「インド軌道建

設業界への人材育成業

務」において研修教材を

作成した。さらに、東日本

旅客鉄道株式会社（以下

「ＪＲ東日本」という。）

及び株式会社海外交通・

都市開発事業支援機構

（以下「ＪＯＩＮ」とい

う。）とともに、電気パッ

ケージにおいて発注者で

あるインド高速鉄道公社

（以下「ＮＨＳＲＣＬ」と

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：海外高速鉄道調査等業務

について、海外インフラ展開法

基本方針に従って適切に業務

を行い、我が国事業者の参入の

後押しとなるよう努めた。 

 特に、インド高速鉄道に関し

ては、日印政府間における協議

を踏まえ、国土交通省等の関係

者との緊密な連携の下、ＪＲ東

日本及びＪＯＩＮとともに、Ｊ

Ｅの業務内容に係るＮＨＳＲ

ＣＬとの協議を含む出資に向

けた調整等を短期間で行い、電

気パッケージにおいて発注者

であるＮＨＳＲＣＬの業務の

代理・代行を担うＪＥを設立し

た。ＪＥの設立は、海外インフ

ラ展開法に基づき機構が海外

の高速鉄道事業へ出資した初

めての案件であり、日印関係者

からの強い要望に応えたもの

であるとともに、我が国事業者

の参入促進に大きく資するこ

とが期待されるものである。 

また、整備新幹線建設の知見・

経験を活かし、ＪＩＣＣ及びＪ

Ｅへ役職員を派遣する等の技

術支援を実施したほか、国土交

通省等から受注したインド建

設業界等を対象とした人材育

成のための研修教材を作成す

るなど、インド高速鉄道事業に

大きく貢献した。 

 さらに、国際協力業務につい

て、コロナ禍という特殊な状況

下ではあるが、Ｗｅｂ会議を通

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 海外高速鉄道調査等業務については、海外インフラ展開法基本方針に従い、積極

的かつ適切に業務を推進しており、令和３年度においては、ＪＲ東日本及びＪＯＩ

Ｎとの共同出資により、インド高速鉄道公社の業務の代理・代行を担う日本高速鉄

道電気エンジニアリング（株）（以下「ＪＥ」という。）を設立した。ＪＥの設立は

海外インフラ展開法に基づき機構が海外の高速鉄道事業へ出資した初めての案件

であり、日印関係者からの強い要望に応えるとともに、我が国事業者の参入促進に

大きく資することが期待される。このほか、インド高速鉄道計画の詳細設計調査に

係る技術協力、タイ（バンコク・チェンマイ間高速鉄道計画）及びインドネシア（ジ

ャワ北幹線鉄道高速化事業）の鉄道整備計画に関する調査等を実施した。 

国際協力業務については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

専門家派遣を延期、研修員受入れを中止したが、オンラインで開催された国際学術

会議等における機構職員による講演の実施や、Ｗｅｂ会議による海外関係機関と

の技術交流の実施などにより、機構の技術力や経験を活用した我が国鉄道技術の

海外展開に向けた取組を進めた。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認

められることからＡ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

海外高速鉄道調査等業務については、我が国事業者の参入を後押しすべく、ＪＥ

への技術支援を通じてインド高速鉄道事業の進捗に貢献するよう努める必要があ

る。 

国際協力業務については、新型コロナウイルスの影響に留意しつつ、専門家派遣

及び研修員受け入れを再開できるように備える必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・インド高速鉄道計画への技実協力については、様々な努力がなされているところ

であり、Ａ評価が妥当であると考える。 

・インドにおいて展開された高速鉄道計画における技術協力・支援を展開する中

で、インド高速鉄道会社の業務代行企業をＪＲ東などとの共同出資で設立し、機構
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外の高速鉄道に関す

る事業性等の調査、

測量、鉄道構造物や

電気、機械設備等の

設計、工事管理、試

験及び研究（以下「海

外高速鉄道調査等」

という。）を行い、海

外社会資本事業への

我が国事業者の参入

の促進を図る。その

際は、海外高速鉄道

調査等の実施が民業

圧迫にならないよう

配慮する。 

 

 

また、我が国の鉄

道システムの海外展

開に向けた国、関係

団体等による取組み

に対して、機構の技

術力や経験を活用

し、海外への専門家

の派遣や各国の研修

員の受入れ等、積極

的に協力を行う。 

 

＜指標＞ 

・我が国事業者の参

入を目指して機構が

行った海外高速鉄道

調 査 等 の 受 注   

額 

・機構が海外高速鉄

道調査等を行った結

果参入した我が国事

業者による鉄道シス

テムの受注額 

・専門家派遣数（前

中期目標期間実績：

平成２５年度から平

成２８年度までの実

績・１２６人（２７

カ国）） 

・研修員等受入数

（前中期目標期間実

績：平成２５年度か

ら平成２８年度まで

の実績・４０２人（４

１カ国）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、国等が進め

る我が国鉄道技術の

海外展開に向けた取

組みに対し協力し、

海外への専門家派

遣、各国の要人や研

修員受入れ等の人的

支援を行う。 

ワ北幹線鉄道高速化

事業については、事

業化に向けた調査業

務について、関係者

との緊密な連携の下

で行う。 

加えて、他国の高速

鉄道に関する調査・

設計・工事管理等の

業務についても、受

注を目指す。 

また、国等が進める

我が国鉄道技術の海

外展開に向けた取組

みに対し協力し、海

外への専門家派遣や

各国の研修員等の受

入れ、鉄道分野にお

ける国際規格への取

組み、海外の鉄道建

設関係の機関等との

技術交流等を行う。 

 

社会資本事業への

我が国事業者の参

入の促進を図るた

めの基本的な方針

に従い、適切に行っ

ているか。 

・海外の鉄道プロ

ジェクトへの技術

協力を行っている

か。 

・専門家派遣、各国

の要人や研修員受

入れ等の人的支援

を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

いう。）の業務の代理・代

行を担う日本高速鉄道電

気エンジニアリング株式

会社（以下「ＪＥ」とい

う。）を設立し、ＪＥに対

する役職員の派遣を通じ

た支援を行った。 

タイのバンコク・チェ

ンマイ間高速鉄道計画に

ついて、日タイ鉄道政府

間協議を踏まえ、ＪＩＣ

Ａ Ｆ／Ｓ（フィージビ

リティ・スタディ）の最終

報告書を基礎としつつ、

需要予測、事業費縮減等

に係る調査を行った。 

インドネシアのジャワ

北幹線高速化計画につい

て、共同企業体の構成員

として参画し、土木・施設

計画に係る調査を行っ

た。 

 

２．国際協力業務 

新型コロナウイルス感

染拡大の影響により、専

門家派遣の延期、研修員

の受入れを中止したた

め、令和３年度の実績は、

昨年同様、専門家派遣０

人、研修員等受入０人で

あった。 

オンラインで開催され

た国際学術会議等に機構

職員が参加し、講演やプ

レゼンテーションを行っ

た（３ 回）。また、国際

規格策定の国際標準化機

構／鉄道分野専門委員会

（以下「ＩＳＯ／ＴＣ２

６９」という。）の国内委

員会・国内作業部会、国際

電気標準会議／鉄道用電

気設備とシステム専門委

員会（以下「ＩＥＣ／ＴＣ

９」という。）の国内委員

会・国内作業部会に機構

職員７名が参加、ＪＩＣ

Ａ内に設置されているイ

ンド国高速鉄道建設事業

に係る技術基準／設計支

じて、海外の鉄道プロジェクト

への技術協力を行うとともに、

国際学術会議等で講演をする

など、我が国鉄道技術の海外展

開に貢献した。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を上回る成

果が得られていると考えられ

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

として初の海外出資に踏み切ったことは、機構の今後の海外投資活動の礎をなす

ものとして評価できる。 

・コロナ禍にもかかわらず海外展開に向けて積極的に事業展開を進めているが、人

の国際的往来が困難な中リモート中心の交流の問題点あるいは限界も指摘して頂

きたい。 

・海外展開が実質進行しており、取り組みが形を成して現れている。 
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援委員会・各分科会に機

構職員延べ１７名が参加

した。 

さらに、機構の技術力

や経験を活用し、Ｗｅｂ

会議にてスウェーデンと

の技術交流を行った。 

 ⑤鉄道施設の貸付・

譲渡の業務等 

鉄道施設に係る貸

付料及び譲渡代金に

よる調達資金の確実

な回収に当たって

は、毎年度回収計画

を策定し、確実な回

収を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、並行在来

線への支援のため、

（３）鉄道施設の貸

付・譲渡の業務等 

鉄道事業者に対し

て貸付又は譲渡した

鉄道施設について、

機構の調達資金を確

実に返済、償還する

ため、毎年度、事業

者ごとに貸付料及び

譲渡代金の回収計画

を策定し、その全額

を確実に回収する。  

なお、償還期間の

変更を実施した事業

者については、毎年

度、決算終了後に経

営状況等の把握を図

り、償還確実性を検

証する。 

建設した鉄道施設

について、完成後、

各営業主体に対して

貸付又は譲渡を行

う。 

また、主要幹線及

び大都市交通線で今

中期計画期間中に国

土交通大臣が指定す

る貸付期間が経過す

る以下の区間につい

て、貸し付けしてい

る鉄道事業者に対し

て譲渡を行い、その

譲渡代金の回収を図

る。 

 

・平成３０年度 

譲渡区間：小金線（新

松戸・西船橋間） 

鉄道事業者：東日本

旅客鉄道株式会社 

 

さらに、並行在来

線への支援のため、

（３）鉄道施設の貸

付・譲渡の業務等 

鉄道事業者に対し貸

付又は譲渡した鉄道

施設の貸付料・譲渡

代金の確実な回収を

図る。 

 

 

 

 

 

なお、償還期間の

変更を実施した事業

者については令和２

年度決算終了後経営

状況等の把握をし、

償還確実性を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、並行在来

線への支援のための

＜主な定量的指標

＞ 

・貸付料及び譲渡

代金について、回収

計画に沿って回収

を行った件数（前中

期目標期間実績：平

成２５年度から平

成２９年度（見込

み）までの回収件

数・９７１件（鉄道

事業者数：２７者）） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・毎年度、事業者ご

とに貸付料及び譲

渡代金の回収計画

を設定し、その全額

を確実に回収して

いるか。 

・決算終了後に経

営状況等の把握を

図り、償還確実性を

検証しているか。 

・鉄道施設の完成

後、遅滞なく各営業

主体に対して貸付

又は譲渡を行って

いるか。 

・日本貨物鉄道株

式会社に対して貨

物調整金を速やか

に交付しているか 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

鉄道事業者に対し貸付

を行っている鉄道施設の

貸付料について、令和３

年度は５１件（鉄道事業

者：６者）の要回収額を全

額回収した。 

鉄道事業者に対し譲渡

を行った鉄道施設の譲渡

代金について、令和３年

度は１１６件（鉄道事業

者：１８者）の要回収額を

全額回収した。 

なお、新型コロナウイ

ルス感染症による今後の

影響が不透明な状況にあ

ることを踏まえ、鉄道事

業者の経営状況の調査・

検証の態勢整備を図ると

ともに、国土交通大臣が

指定する譲渡代金の償還

期間（２５年間）が変更さ

れた事業者等について

は、令和２年度決算終了

後ヒアリング等により経

営状況等の把握を図り、

償還確実性を検証した。 

並行在来線への支援の

ための貨物調整金につい

て、特例業務勘定から建

設勘定への繰入れによ

り、国土交通大臣の承認

を受けて日本貨物鉄道株

式会社（以下「ＪＲ貨物」

という。）に対して交付し

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：貸付料及び譲渡代金につ

いて、回収計画に沿って１６７

件（鉄道事業者２４者）を全額

回収した。 

なお、過去に譲渡代金の償還

期間が変更された事業者等に

ついて、経営状況等の把握を図

り、償還確実性を検証した。 

貨物調整金について国土交

通大臣の承認を受けた金額を

ＪＲ貨物に速やかに交付した。 

 以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

  

 

 

＜課題と対応＞ 

 令和２年１０月から令和３

年３月までの間に実施された

財務省理財局による財政融資

資金本省融通先等実地監査に

おける指摘を踏まえ、譲渡業務

に係る鉄道事業者の経営状況

の調査・検証の改善方法につい

て検討を行い、態勢整備を図っ

た。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

鉄道事業者に対し貸付又は譲渡した鉄道施設の貸付料・譲渡代金について、要回

収額（貸付料５１件、譲渡代金１１６件）を全額回収した。 

過去に譲渡代金の償還期間の変更を実施した事業者については、ヒアリング等

により新型コロナウイルス感染症の影響を含む経営状況等を確認し、機構への譲

渡代金の支払いが当面支障なく行われるかどうかの検証を実施した。 

並行在来線への支援のための貨物調整金について、国土交通大臣の承認を受け、

特例業務勘定から建設勘定へ繰入れた金額を日本貨物鉄道株式会社に対して交付

した。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

新型コロナウイルス感染症による今後の影響が不透明な状況であることを踏ま

え、鉄道事業者の経営状況の調査・検証の態勢整備に努め、引き続き、貸付料・譲

渡代金の確実な回収を図っていく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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特例業務勘定から建

設勘定への繰入れに

より、日本貨物鉄道

株式会社に対して貨

物調整金を交付す

る。 

 

＜指標＞ 

・貸付料及び譲渡

代金について、回収

計画に沿って回収を

行った件数（前中期

目標期間実績：平成

２５年度から平成２

９年度（見込み）ま

での回収件数・９７

１件（鉄道事業者数：

２７者）） 

特例業務勘定から建

設勘定への繰入れに

より、日本貨物鉄道

株式会社に対して貨

物調整金を交付す

る。 

貨物調整金につい

て、特例業務勘定か

ら建設勘定への繰入

れにより、国土交通

大臣の承認を受けた

金額を日本貨物鉄道

株式会社に対して交

付する。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（２） 鉄道助成業務等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 Ⅷ  都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

施策目標 ２６ 鉄道網を充実・活性化させる 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号）第１３条第２項、附則第１１条第１項第４号及び第３項 

 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

行政事業レビュー事業番号：３３２ 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終

年度値等) 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

  平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

補助金審査に

係る機構職員

向け研修の受

講率 

― 

平成 25 年度から

平成 29 年度まで

の平均受講率･

81% 

100% 100% 100% 100% 

  予算額(千円) 

227,411,588 230,320,198 231,123,397 567,538,125  

鉄道助成制度

に関するガイ

ドブックの地

方公共団体・

鉄道事業者等

への配布部数 

― 

平成 27 年度から

平成 29 年度の平

均配布部数･809

部 

889 部 923 部 945 部 953 部 

  決算額(千円) 

227,329,193 241,415,261 234,232,820 561,100,268  

譲渡代金及び

無利子貸付資

金について、

約定等に沿っ

た回収を行っ

た件数 

― 

平成 25 年度から

平成 29 年度(見

込み)までの回収

件数･譲渡代金:

年間 6件､無利子

貸付資金:年間 6

件 

譲渡代金 

6 件 

 

無利子 

貸付金 

6 件 

譲渡代金 

6 件 

 

無利子 

貸付金 

6 件 

譲渡代金 

6 件 

 

無利子 

貸付金 

6 件 

譲渡代金 

6 件 

 

無利子 

貸付金 

6 件 

  経常費用(千円) 

195,742,800 224,754,740 220,687,892 207,758,887  

貸付利息につ

いて、約定に

沿った回収を

行った件数 

― 

平成 28 年度から

平成 29 年度(見

込み)までの回収

件数･8 件 

10 件 10 件 10 件 10 件 

  経常利益(千円) 

4,807,712 △9,514,108 △8,461,449 △7,520,512  

         行政コスト（千

円） 
― 224,772,482 220,687,892 207,758,920  

         行政サービス実

施コスト（千円） 97,062,145 ― ― ― ― 
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         従事人員数 29 27 27 27  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：鉄道助成業務における補

助金交付等に係る全ての受払

の標準処理期間内の執行、譲渡

代金や無利子貸付資金の回収

及び債務の償還において、法令

や約定に沿って適切に処理を

行った。 

また、「鉄道助成業務の審査

等に関する第三者委員会」から

の意見を踏まえ、審査業務の充

実・強化を図るとともに、審査

ノウハウの承継と職員のスキ

ルアップを図るための職員研

修及びガイドブックの配布な

ど各種助成制度の周知活動を

行った。 

さらに、北海道旅客鉄道株式

会社及び四国旅客鉄道株式会

社から長期借入金を借り入れ

るとともに、当該旅客会社に対

し、定められた利率により当該

長期借入金に係る利子の支払

を確実に実施した。 

中央新幹線建設資金貸付等業

務においては、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による影響

を踏まえつつ、貸付対象事業者

である東海旅客鉄道株式会社

の財務状況や貸付対象事業の

進捗状況等を把握するととも

に、約定に沿った貸付利息の確

実な回収を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

 

 

 

 

 

鉄道助成業務等の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ｂ３点×３項目）÷３項目＝３．０ 

 ⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、

Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 

 

鉄道助成業務等の評価 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等については、法令その他の基準に基づき

確実に処理するとともに、全ての受払を標準処理期間内に執行した。 

約定等に基づく譲渡代金や無利子貸付金の回収及びこれらに係る債務の償還を確

実に行った。 

北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社からの長期借入金の借入、

定められた利率による利子の支払いを確実に実施した。 

 中央新幹線建設資金貸付等業務について、新型コロナウイルス感染症の拡大に

よる影響を踏まえつつ、貸付先の財務状況、事業の進捗状況等を把握するととも

に、約定に沿った貸付利息の回収を確実に行った。 
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（２）鉄道助成業務

等 

①鉄道助成 

機構では、交通イ

ンフラ・ネットワー

クの機能拡充・強化

に資するため、整備

新幹線、都市鉄道等、

鉄道技術開発及び鉄

道の安全・防災対策

に対する補助等によ

る支援及び新幹線譲

渡代金、無利子貸付

資金の回収を適正か

つ効率的に実施す

る。 

 

（ａ）確実な処理・

適正かつ効率的な執

行 

鉄道関係業務の資

金の移動（勘定間繰

入・繰戻）及び補助

金交付について、第

三者委員会の助言の

必要部分を審査業務

の改善に反映させる

こと、審査ノウハウ

の承継やスキルアッ

プのための機構職員

向け研修の実施等に

より、法令その他に

よる基準に基づき確

実に処理するととも

に、標準処理期間内

に適正かつ効率的に

執行する。 

 

＜指標＞ 

・補助金審査に係る

機構職員向け研修の

受講率（前中期目標

期間実績：平成２５

年度から平成２９年

度までの平均受講

率・８１％） 

 

 

 

（ｂ）助成制度に関

する情報提供等の推

（２）鉄道助成業務

等 

①鉄道助成 

 機構は、交通イン

フラ・ネットワーク

の機能拡充・強化に

資するため、整備新

幹線、都市鉄道等、

鉄道技術開発及び鉄

道の安全・防災対策

に対する補助等によ

る支援及び新幹線譲

渡代金、無利子貸付

資金の回収を適正か

つ効率的に実施して

いく。 

 

勘定間繰入・繰戻

及び補助金交付業務

等について、法令そ

の他による基準に基

づき確実に処理する

とともに、標準処理

期間内（補助金等支

払請求から支払まで

３０日以内、国の補

助金の受入から給付

まで７業務日以内）

に執行できるよう適

正かつ効率的に処理

する。また、「鉄道助

成業務の審査等に関

する第三者委員会」

からの改善意見の必

要部分を審査業務の

改善に反映させるこ

と、及び審査ノウハ

ウの承継、スキルア

ップのための職員研

修を実施すること等

により、業務遂行に

係る効率性の向上

等、鉄道助成業務の

更なる充実強化を図

る。 

 

 

 

 

また、鉄道事業者

等による各種助成制

（２）鉄道助成業務

等 

①鉄道助成 

機構は、交通イン

フラ・ネットワーク

の機能充実・強化に

資するため、整備新

幹線、都市鉄道等、

鉄道技術開発及び鉄

道の安全・防災対策

に対する補助等によ

る支援及び新幹線譲

渡代金、無利子貸付

資金の回収を適正か

つ効率的に実施して

いく。 

 

 勘定間繰入・繰戻

及び補助金交付業務

等について、法令そ

の他による基準に基

づき確実に処理する

とともに、標準処理

期間内（補助金等支

払請求から支払まで

３０日以内、国の補

助金の受入から給付

まで７業務日以内）

に執行できるよう適

正かつ効率的に処理

する。また、「鉄道助

成業務の審査等に関

する第三者委員会」

に助成業務の実施状

況等を報告し、得ら

れた改善意見の必要

部分を審査業務の改

善に反映させるこ

と、及び審査ノウハ

ウの承継、スキルア

ップのための職員研

修等を必要に応じて

一部見直し実施する

こと等により、業務

遂行に係る効率性の

向上等、鉄道助成業

務の更なる充実強化

を図る。 

 

 また、鉄道事業者

等による各種助成制

＜主な定量的指標

＞ 

・補助金審査に係

る機構職員向け研

修の受講率（前中期

目標期間実績：平成

２５年度から平成

２９年度までの平

均受講率・８１％） 

・鉄道助成制度に

関するガイドブッ

クの地方公共団体・

鉄道事業者等への

配布部数（前中期目

標期間実績：平成２

７年度から平成２

９年度の平均配布

部数・８０９部） 

・譲渡代金及び無

利子貸付資金につ

いて、約定等に沿っ

た回収を行った件

数（前中期目標期間

実績：平成２５年度

から平成２９年度

（見込み）までの回

収件数・譲渡代金：

年間６件、無利子貸

付資金：年間６件） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・補助金交付等に

係る全ての受払に

ついて、法令その他

による基準に基づ

き確実に処理して

いるか。 

・第三者委員会か

らの改善意見の必

要部分を審査業務

の改善に反映して

いるか。 

・職員研修を実施

し、また、審査ノウ

ハウの承継等のた

めの検討をしてい

るか。 

・情報提供や周知

＜主要な業務実績＞ 

 勘定間繰入・繰戻及び

補助金交付業務等につい

て、法令その他による基

準に基づき確実に処理す

るとともに、全ての受払

について適正に執行し

た。 

業務の充実強化につい

ては、「鉄道助成業務の審

査等に関する第三者委員

会」を開催し、委員会から

の改善意見は、適宜、審査

業務の改善に反映した。 

審査ノウハウの承継と職

員のスキルアップを図る

ため、職員研修を実施（受

講率１００％）した。 

鉄道事業者等による各

種助成制度の効果的な活

用を支援するため、配布

先を精査した上で「鉄道

助成ガイドブック」を配

布（９５３部）する等情報

提供や周知活動を推進し

た。また、助成対象事業の

適正な執行のために、執

行に係る基本的な考え方

を助成対象事業者に対し

て改めて周知した。 

債権の回収について

は、約定等に基づき、新幹

線譲渡代金（６件）や無利

子貸付資金（６件）を回収

するとともに、新幹線に

係る債務についても確実

に償還した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：補助金交付等に係る全て

の受け払い、譲渡代金（６件）

や無利子貸付資金（６件）の回

収及び債務の償還において、法

令や約定に沿って適切に処理

を行った。 

また、第三者委員会からの意

見を踏まえ、審査業務の充実・

強化を図るとともに、審査ノウ

ハウの承継と職員のスキルア

ップを図るための職員研修（受

講率１００％）及びガイドブッ

クの配布（９５３部）等各種助

成制度の周知活動を行った。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

 

  

 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等については、法令その他の基準に基づき

確実に処理するとともに、全ての受払を標準処理期間内に執行した。 

また、第三者委員会の活用や職員研修の実施（受講率１００％）により、鉄道助

成業務を適正かつ効率的に執行するための業務改善・スキルアップに取り組むと

ともに、ガイドブックの配布（９５３部）等、鉄道事業者等による各種助成制度の

効果的な活用を支援するための情報提供や周知活動を推進した。 

さらに、約定等に基づき債権の回収（新幹線譲渡代金６件、無利子貸付金６件）

を行うとともに、これらに係る債務の償還を確実に行った。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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進 

鉄道事業者等によ

る各種助成制度の効

果的な活用を支援す

るため、鉄道助成制

度に関するガイドブ

ックの配布等による

情報提供や周知活動

を積極的に推進す

る。 

 

＜指標＞ 

・鉄道助成制度に関

するガイドブックの

地方公共団体・鉄道

事業者等への配布部

数（前中期目標期間

実績：平成２７年度

から平成２９年度の

平均配布部数・８０

９部） 

 

（ｃ）債権の確実な

回収等 

既設四新幹線の譲

渡代金、無利子貸付

資金について、約定

等に沿った確実な回

収を図るとともに、

これらに係る債務を

確実に償還する。 

 

＜指標＞ 

・譲渡代金及び無利

子貸付資金につい

て、約定等に沿った

回収を行った件数

（前中期目標期間実

績：平成２５年度か

ら平成２９年度（見

込み）までの回収件

数・譲渡代金：年間

６件、無利子貸付資

金：年間６件） 

度の効果的な活用を

支援するため、鉄道

助成ガイドブックの

配布等による情報提

供や周知活動を積極

的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、既設四新

幹線の譲渡代金、無

利子貸付資金につい

て約定等に沿った確

実な回収を図るとと

もに、これらに係る

債務を確実に償還す

る。 

度の効果的な活用を

支援するため、最新

の助成事例を盛り込

んだ鉄道助成ガイド

ブック及びパンフレ

ットの作成配布、ホ

ームページでの公表

を行うとともに、助

成対象事業の適正な

執行のために、執行

に係る基本的な考え

方を助成対象事業者

に対して周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、既設四新

幹線の譲渡代金（令

和２年度回収見込額

７２４億円）、無利子

貸付資金（令和２年

度回収見込額２３８

億円）について約定

等に沿った確実な回

収を図るとともに、

これらに係る債務を

確実に償還する。 

 

 

活動を推進し、ま

た、推進するための

検討をしているか。 

・約定等に沿った

確実な回収を実施

しているか。 

・債務を確実に償

還しているか。 

 

 

 ② 北海道旅客鉄道 ② 北海道旅客鉄道 ② 北海道旅客鉄道 ＜主な定量的指標 ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定 Ｂ 
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株式会社及び四国旅

客鉄道株式会社から

の長期借入金の借り

入れ等 

独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備

支援機構法（平成１

４年法律第１８０

号）附則第３条第１

１項の規定による繰

入れに必要な費用に

充てるとともに、北

海道旅客鉄道株式会

社及び四国旅客鉄道

株式会社（以下「旅

客会社」という。）の

経営の安定を図るた

め、同法附則第１１

条第１項第６号及び

第７号の規定に基づ

き、旅客会社から長

期借入金を借り入れ

るとともに、当該長

期借入金に係る利子

の支払を確実に実施

する。 

＜指標＞ 

・長期借入金につい

て、国土交通大臣が

定めた利率による利

子の支払いを行った

件数 

株式会社及び四国旅

客鉄道株式会社から

の長期借入金の借り

入れ等 

独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備

支援機構法（平成１

４年法律第１８０

号）附則第３条第１

１項の規定による繰

入れに必要な費用に

充てるとともに、北

海道旅客鉄道株式会

社及び四国旅客鉄道

株式会社（以下「旅

客会社」という。）の

経営の安定を図るた

め、同法附則第１１

条第１項第６号及び

第７号の規定並びに

同条第９項により国

土交通大臣が定める

事項その他国土交通

省の指示に基づき、

旅客会社から長期借

入金を借り入れると

ともに、当該旅客会

社に対し、当該長期

借入金に係る利子の

支払を確実に実施し

ていく。 

株式会社及び四国旅

客鉄道株式会社から

の長期借入金の借り

入れ等 

独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支

援機構法（平成１４

年法律第１８０号）

附則第３条第１１項

の規定による繰入れ

に必要な費用に充て

るとともに、北海道

旅客鉄道株式会社及

び四国旅客鉄道株式

会社（以下「旅客会

社」という。）の経営

の安定を図るため、

同法附則第１１条第

１項第６号及び第７

号の規定並びに同条

第９項により国土交

通大臣が定める事項

その他国土交通省の

指示に基づき、旅客

会社から長期借入金

を借り入れるととも

に、当該旅客会社に

対し、当該長期借入

金に係る利子の支払

を確実に実施してい

く。 

＞ 

・長期借入金につ

いて、国土交通大臣

が定めた利率によ

る利子の支払いを

行った件数 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・定められた利率

により、利子の支払

を確実に実施した

か。 

 

長期借入金の借入につ

いて、北海道旅客鉄道株

式会社から２，９７０億

円、四国旅客鉄道株式会

社から４５０億円を借り

入れた。   

また、当該長期借入金

に係る利子の支払を（北

海道旅客鉄道株式会社へ

２件、四国旅客鉄道株式

会社へ２件）確実に実施

した。 

 

評定：Ｂ 

根拠：定められた利率により、

利子の支払を確実に実施した。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

＜評定に至った理由＞ 

北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社からの長期借入金の借入、

定められた利率による利子の支払いを確実に実施しており、中期計画における所

期の目標を達成していると認められることからＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

 ③ 中央新幹線建設

資金貸付等業務 

中央新幹線の建設

主体に対し、当該建

設に要する費用に充

てる資金の一部を貸

し付けており、貸付

けを行った事業につ

いて、建設主体の財

務状況、事業の進捗

状況等を把握しつ

つ、約定に沿った貸

付利息の確実な回収

を図る。 

 

＜指標＞ 

・貸付利息につい

て、約定に沿った回

収を行った件数（前

③ 中央新幹線建設

資金貸付等業務 

貸付金の償還が行

われるまで、継続的

に償還確実性を確認

する必要があること

から、貸付けを実施

した建設主体に対

し、財務状況、貸付

けを行った事業の進

捗状況等を毎年度把

握するとともに、こ

れにより、債権の確

実な保全及び約定に

沿った貸付利息の確

実な回収を図る。 

③ 中央新幹線建設

資金貸付等業務 

貸付金の償還が行

われるまで、継続的

に償還確実性を確認

する必要があること

から、貸付けを実施

した建設主体に対

し、財務状況、貸付

けを行った事業の進

捗状況等を把握する

とともに、債権の保

全及び約定に沿った

貸付利息の確実な回

収を図る。 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・貸付利息につい

て、約定に沿った回

収を行った件数（前

中期目標期間実績：

平成２８年度から

平成２９年度（見込

み）までの回収件

数・８件） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・債権の確実な保

全及び約定に沿っ

た貸付利息の確実

な回収を行ってい

＜主要な業務実績＞ 

貸付金の償還が行われ

るまで、継続的に償還確

実性を確認する必要があ

ることから、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に

よる影響を踏まえつつ、

貸付対象事業者（建設主

体）の財務状況や貸付対

象事業の進捗状況等を把

握するとともに、約定に

沿った貸付利息の確実な

回収（１０件）を実施し

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：新型コロナウイルス感染

症の拡大による影響を踏まえ

つつ、貸付対象事業者（建設主

体）の財務状況や貸付対象事業

の進捗状況等を把握するとと

もに、約定に沿った貸付利息の

回収（１０ 件）が行われた。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえつつ、貸付先の財務状況、

事業の進捗状況等を把握するとともに、約定に沿った貸付利息の回収（１０件）を

確実に行っており、中期計画における所期の目標を達成していると認められるこ

とからＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を含む貸付先の財務状況や事業の

進捗状況等を把握し、貸付利息の確実な回収を図っていく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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中期目標期間実績：

平成２８年度から平

成２９年度（見込み）

までの回収件数・８

件）  

るか。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（３） 船舶共有建造等業務 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・

強化 

施策目標 １９ 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推

進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推

進する 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号）第１３条第１項第７号及び第１項第８号 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】 

 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造促進 

 船舶建造等における技術支援 

【難易度：高】 

 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造促進 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

  平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

より高い政策効

果を実現する船

舶の延べ建造隻

数 

今中期目標期

間中において

140 隻以上 
― 

年度計画の達成目標  予算額(千円) 48,625,954 54,975,332 98,239,311 71,716,362  

20 隻以上 24 隻以上 28 隻以上 28 隻以上   決算額(千円) 56,703,023 45,103,824 81,736,162 57,604,876  

実績値  経常費用(千円) 23,812,527 24,608,582 25,415,692 24,804,908  

47 隻 40 隻 28 隻 29 隻   経常利益(千円) 1,818,086 1,708,240 1,472,703 1,246,391  

繰越欠損金の縮

減額 

今中期目標期

間中に 40 億

円程度 

― 18 億円 17 億円 10 億円 16 億円 

  行政ｺｽﾄ(千円) 

― 24,608,582 25,851,292 24,900,325 

 

  
   

    行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺ

ｽﾄ(千円) 
△1,801,800 ― ― ― ― 

         従事人員数 57 58 59 59  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：船舶共有建造業務におい

て、より高い政策効果を実現す

る船舶の延べ建造隻数は、令和

３年度計画における２８隻に

対し、対年度計画値の１０４％

船舶共有建造等業務の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

Ｂ３点×（２項目＋２項目）＋Ｂ３点×１項目÷（３項目＋２項目）＝３．０ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２

点、Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 
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である２９隻の実績となった。 

また、計画段階での船舶の性能

予測精度の向上や、先進二酸化

炭素低減化船等の建造促進等

に資する早い段階での技術支

援等を着実に実施した。 

さらに、繰越欠損金を令和３年

度は１６億円縮減、未収金は２

７５百万円縮減した。 

なお、主要な経年データ「②

主要なインプット情報（財務情

報及び人員に関する情報）」に

おける予算額と決算額におい

てかい離が生じているが、これ

は船舶取得費が当初見込みを

下回ったことが主な要因であ

る。 

  

  

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

 

船舶共有建造等業務の評価 

「船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進」について

は、より高い政策効果を実現する船舶の延べ建造隻数が、目標隻数２８隻に対し

て、今般のコロナ禍による厳しい経営環境の中で２９隻を建造決定したことは評

価できる。 

「船舶建造等における技術支援」については、高度な技術を要する船舶や船舶

建造に関するノウハウが少ない地方公共団体が建造する旅客船等への技術支援を

着実に実施している。 

「船舶共有建造業務における財務内容の改善」については、令和３年度は１６

億円の当期利益を計上したことで、繰越欠損金は同額縮減することができた。 

以上のとおり、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

（３）船舶共有建造

等業務 

我が国の国民生活

や経済活動を支える

基幹的輸送インフラ

であり、モーダルシ

フトによる環境負荷

や効率性にも優れる

内航海運の分野にお

いて、「内航未来創造

プラン」（平成２９年

６月内航海運の活性

化に向けた今後の方

向性検討会）等を踏

まえ、船舶共有建造

業務を通じ、安定的

輸送の確保に努め、

生産性の向上等に努

める必要がある。ま

た、国内旅客船につ

いても、離島航路の

維持改善や観光立国

推進等の観点から、

着実に整備を推進す

る必要がある。この

ため、これらの国内

海運政策の実現に寄

与する船舶の建造を

推進しつつ、船舶の

（５）船舶共有建造

等業務 

我が国の国民生活

や経済活動を支える

基幹的輸送インフラ

であり、環境にやさ

しく効率的な輸送機

関である内航海運の

安定的な輸送の確保

及び生産性の向上の

ため、また、離島航

路の維持・改善をは

じめとする地域公共

交通の活性化や観光

立国推進等の観点か

ら国内旅客船の着実

な整備を推進するた

め、船舶共有建造業

務により国内海運政

策の実現に寄与する

船舶の建造を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）船舶共有建造

等業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・より高い政策効

果を実現する船舶

の延べ建造隻数を

今中期目標期間中

において１４０隻

以上とする。 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・海運事業者や荷

主に対し、国内海運

政策の実現に寄与

する船舶について、

各種セミナー等を

通じて効果、利点を

分かりやすく適切

に周知しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

 昨今の物流分野におい

ては、荷主や消費者ニー

ズの高度化・多様化によ

る多頻度小口輸送が増加

していることから環境負

荷低減や物流の効率化を

図るためモーダルシフト

が推進されている。船舶

共有建造業務としては、

物流の効率化をはじめと

する離島航路整備や観光

立国推進、環境対策等の

国内海運政策の実現に寄

与する船舶の建造を推進

している。 

近年、労働力不足、船内

の労働負担の軽減、イン

バウンド需要の高まり等

の時代の要請やニーズに

即した政策要件の見直し

や創設を継続的に行って

きたところであるが、令

和３年度は、造船・海運分

野の競争力強化等を目指

した海事産業強化法に基

づく「特定船舶導入計画

の認定を受けた船舶」を

新たに政策要件に加える

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：新型コロナウイルスの感

染拡大が収束していないこと

から、従前から実施してきた

「共有建造支援セミナー」及び

「内航船舶技術支援セミナー」

は令和２年度に続き開催する

ことができなかったものの、令

和３年１１月に「内航船支援セ

ミナー」を機構本社及びオンラ

イン形式で実施し、内航カーボ

ンニュートラル推進や内航船

の労働環境改善に関する最新

のトピックス、機構の制度改正

等について情報発信を行った。

海運事業者への訪問の機会も

従前に比べ減少した状況が続

いているものの、オンラインを

活用した打ち合わせを積極的

に行うことで令和３年度計画

における延べ建造隻数である

２８隻に対し、２９隻（対計画

値の１０４％）の実績となっ

た。 

以上のことから、中期計画に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

年度計画における「船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造

推進」の具体的な数値目標は「より高い政策効果を実現する船舶の延べ建造隻数が

２８隻以上となるよう取り組む」とされているところ、今般のコロナ禍による厳し

い経営環境の中、セミナーや営業活動をオンライン形式で実施することにより、積

極的に情報発信を行った結果、業務実績は２９隻となった。 

 以上のとおり、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・「船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の代替建造促進」について

は、コロナ禍の下で海運事業者とオンラインを活用した打ち合わせを積極的に実

施した結果、物流効率化、地域振興、船員雇用対策、事業基盤強化、グリーン化な

ど、より高い政策効果を実現する船舶の延ベ建造隻数は２９隻となって、計画値を

１隻上回ったことは、地道な努力の成果として評価できる。 
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老朽化へも対処す

る。 

 

①船舶共有建造業務

を通じた政策効果の

より高い船舶の建造

推進 

船舶の建造の推進

については、今後の

国内海運政策の実現

に寄与するために必

要となる措置につい

て検討し実施する。 

また、機構が船舶

共有建造制度を実施

するに当たっては、

物流の効率化、離島

航路整備や観光立国

推進、環境対策等の

国内海運政策の実現

に寄与するため、コ

ンテナ船やフェリー

などの物流効率化に

資する船舶、地域振

興に資する船舶、船

員雇用対策に資する

船舶、事業基盤強化

に資する船舶、グリ

ーン化に資する船舶

等の建造を推進す

る。 

その際は、船舶共

有建造業務の財務改

善に必要な事業量を

確保しつつ、民業圧

迫にならないよう配

慮する。 

 

＜定量的目標＞ 

・上記船舶のうち、

より高い政策効果を

実現する船舶の延べ

建造隻数を今中期目

標期間中において１

４０隻以上とする。 

 

＜目標水準の考え方

＞ 

延べ建造隻数につ

いては、過去の年間

平均建造実績約２６

 

 

 

 

①船舶共有建造業務

を通じた政策効果の

より高い船舶の建造

推進 

船舶共有建造業務

として、物流の効率

化、離島航路整備や

観光立国推進、環境

対策等の国内海運政

策の実現に寄与する

船舶建造を推進す

る。 

具体的には、国内

海運政策の実現に寄

与するものとして、

物流効率化に資する

船舶、地域振興に資

する船舶、船員雇用

対策に資する船舶、

事業基盤強化に資す

る船舶、グリーン化

に資する船舶等を掲

げ、これらのうち、

より高い政策効果を

実現する船舶の延べ

建造隻数を今中期計

画期間中において１

４０隻以上とする

が、建造量は社会経

済状況に応じて大き

く変化することに十

分留意する。 

また、海運事業者

や荷主に対し、より

高い政策効果を実現

する船舶について、

効果、利点を分かり

やすく適切に周知す

る。 

 

 

 

 

 

① 船舶共有建造業

務を通じた政策効果

のより高い船舶の建

造推進 

船舶共有建造業務と

して、国内海運政策

の実現に寄与する船

舶建造を推進するた

め、機構が開催する

各種セミナー等を実

施し、より高い政策

効果を実現する船舶

の効果、利点を分か

りやすく適切に周知

する。 

これらを通じて、次

に掲げる船舶の延べ

建造隻数が２８隻以

上となるよう取り組

む。 

○物流効率化に資す

る船舶 

・内航フィーダーの

充実に資する船舶

（京浜港・阪神港に

就航し、外国貿易用

コンテナを輸送する

もの） 

・高度モーダルシフ

ト船（輸送力を増強

するもの等） 

○地域振興に資する

船舶 

・離島航路の整備に

資する船舶 

・生活航路に就航す

る船舶のうち高度バ

リアフリー化要件を

満たす船舶 

・国内クルーズ船

（旅行客等観光向け

のもの） 

○船員雇用対策に資

する船舶 

・若年船員または女

性船員を計画的に雇

等、さらなる国内海運政

策の実現に寄与する船舶

の建造の推進に努めた。 

また、新型コロナウイ

ルスの感染拡大が収束し

ていないことから、従前

から実施してきた「共有

建造支援セミナー」及び

「内航船舶技術支援セミ

ナー」は令和２年度に続

き開催することができな

かったものの、令和３年

１１月に「内航船支援セ

ミナー」を機構本社及び

オンライン形式で実施

し、内航カーボンニュー

トラル推進や内航船の労

働環境改善に関する最新

のトピックス、機構の制

度改正等について情報発

信を行った。海運事業者

への訪問の機会も従前に

比べ減少した状況が続い

ているものの、オンライ

ンを活用した打ち合わせ

を積極的に行った。 

その結果、より高い政

策効果を実現する船舶の

延べ建造隻数は２９隻と

なり、令和３年度計画値

を達成することができ

た。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・新型コロナウイルスの感染

拡大が収束していないことか

ら引き続きオンラインを活用

することで船舶共有建造制度

について周知するとともに、国

内海運政策の実現に寄与する

ため、政策課題や事業者ニーズ

に対応した制度改善を図って

いく。  

これにより、新型コロナウイ

ルスの感染の収束と社会経済

状況の変化に対応しつつ、政策

効果のより高い船舶の建造を

行うとともに、多様な政策要件

の船舶建造にも対応していく。 

 

 



51 

隻を基に５年間で約

１３０隻となること

を踏まえ、今中期目

標期間において１４

０隻と設定した。 

 

【重要度：高】 

内航海運及び国内

旅客船は国民生活や

経済活動を支える基

幹的輸送インフラと

して極めて重要な役

割を担っている。し

かし、これらを支え

る海運事業者は資力

が乏しいため、船舶

共有建造制度を通

じ、国内海運政策に

寄与する政策的意義

の高い船舶の建造を

推進する必要がある

ため。 

 

【難易度：高】 

船舶建造は社会経

済状況に応じて建造

量が大きく変化し、

外部的要因が強く影

響するため。 

用する事業者の船舶 

・労働環境改善船

（船員の居住環境改

善、労働負担軽減の

設備を設置するも

の） 

○事業基盤強化に資

する船舶 

・登録船舶管理事業

者を利用する船舶 

・合併を行う事業者

が建造する船舶 

○グリーン化に資す

る船舶 

・スーパーエコシッ

プ（電気推進システ

ムを採用したもの） 

・ＬＮＧ燃料船（Ｌ

ＮＧを燃料として運

航するもの） 

・先進二酸化炭素低

減化船（従来より二

酸化炭素排出量が１

６％以上軽減される

もの） 

・高度二酸化炭素低

減化船（従来より二

酸化炭素排出量が１

２％以上軽減される

もの） 

・二重船殻構造を有

する油送船及び特殊

タンク船（海難事故

発生時に油等が流出

しないように側面と

底面が二重になって

いるもの） 

 

 

 

 

 

 ②船舶建造等におけ

る技術支援 

共有建造する船舶

の計画、設計、建造、

就航後の各段階での

効果的な技術支援を

実施し、国内海運政

策の実現に寄与する

良質な船舶を建造す

②船舶建造等におけ

る技術支援 

 上記の国内海運政

策の実現に寄与する

良質な船舶の建造に

資するため、計画、

設計、建造、就航後

の各段階での技術支

援を的確に実施す

②船舶建造等におけ

る技術支援 

 上記の国内海運政

策の実現に寄与する

良質な船舶の建造に

資するため、計画、

設計、建造、就航後

の各段階での技術支

援を的確に実施す

＜主な定量的指標

＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・計画、設計、建造、

＜主要な業務実績＞ 

計画、設計、建造、就航

後の各段階での技術支援

については、計画段階で

の船舶の性能予測精度の

向上に引き続き取り組ん

だ。 

高度な技術を要する船

舶への技術支援の充実化

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画段階での船舶の性能

予測精度の向上、先進二酸化炭

素低減化船等の建造促進、早い

段階からの技術支援の実施等

が実現できており、中期計画に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 計画・設計・建造・就航後の各段階で技術支援を行った。特に、高度な技術を要

する船舶であって環境負荷低減に寄与する「先進二酸化炭素低減化船」については

３隻、船舶建造に関するノウハウが少ない地方公共団体等が建造する「離島航路の

整備に資する船舶」については１０隻の建造を決定した。 

また、内航海運の課題である船員の働き方改革を踏まえ「労働環境改善船」の技
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る。 

 

【重要度：高】 

船舶は内航海運業

に必要不可欠な基幹

的輸送インフラであ

り、国内海運政策に

合致する良質な船舶

を建造するには高い

技術力が必要であ

る。しかし、多くの

内航事業者は零細事

業者で技術力がなく

自らのみで船舶を建

造することは困難で

あることから、政策

に合致する船舶建造

の技術支援を実施す

ることの重要度は高

い。 

る。特に、ＳＯＸ等

環境規制に対応する

ための技術支援や先

進船舶、離島航路就

航船、二酸化炭素低

減化船、労働環境改

善船などの高度な技

術を要する船舶への

技術支援に重点的に

取り組み、その充実

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、内航海

運の諸課題、事業者

のニーズや社会的要

請等に対応するため

の技術調査を実施す

るほか、技術支援に

係る研修、交流、マ

ニュアルの充実等に

より、技術支援に係

わる職員の技術力の

維持・向上、ノウハ

ウの体系的な蓄積と

承継を図る。 

また、先進船舶等

の更なる普及を図る

ため、機構の技術支

援のあり方を検討す

る。 

 

る。特に、環境規制

に対応するための技

術支援やＬＮＧ燃料

船を含む先進船舶、

離島航路就航船、二

酸化炭素低減化船、

労働環境改善船等の

高度な技術を要する

船舶への技術支援に

重点的に取り組み、

その充実を図るとと

もに、２０５０年カ

ーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実

現を目指す政府全体

の動きがあることか

ら、政府における検

討の場にも参加しつ

つ、最新動向につい

て注視していく。 

このため、内航海

運の諸課題、事業者

のニーズや社会的要

請等に対応するため

の技術調査を実施す

るほか、技術支援に

係る研修、交流、マ

ニュアルの充実等に

より、技術支援に係

わる職員の技術力の

維持・向上、ノウハ

ウの体系的な蓄積と

承継を図る。 

また、先進船舶等

の更なる普及を図る

ため、計画段階から

の技術支援を充実さ

せるとともに、引き

続き機構の技術支援

のあり方を検討す

る。 

 

就航後の各段階で

の技術支援を的確

に実施しているか。 

・高度な技術を要

する船舶への技術

支援に重点的に取

り組み、その充実を

図っているか。 

・機構の技術支援

のあり方を検討し

ているか。 

 

 

 

 

 

については、環境負荷低

減に寄与する「先進二酸

化炭素低減化船」や船員

の労働負担軽減・居住環

境向上に寄与する「労働

環境改善船」の建造促進

のため、事業者への技術

支援を実施し、令和３年

度は「先進二酸化炭素低

減化船」を３隻建造決定

した。「離島航路の整備に

資する船舶」については、

特に、船舶建造に関する

ノウハウが少ない地方公

共団体等が建造する旅客

船に対し、航路調査及び

基本仕様策定等の建造の

初期段階からの支援等を

地方公共団体等からの要

望に応じて実施し、令和

３年度は１０隻建造決定

した。 

これに加えて、内航海

運を取り巻く国の政策の

方向性や技術動向等を踏

まえ、令和３年度には、内

航船における働き方改

革・生産性向上を推進す

るため、「労働環境改善

船」の技術要件を改正し、

対象及び導入設備の選択

肢を充実させた。 

機構の技術支援のあり

方の検討については、先

進二酸化炭素低減化船、

労働環境改善船等のより

政策効果の高いと認めら

れる船舶の建造を促進す

るため、営業部門と連携

して計画段階のより早い

段階から技術的な助言や

最新技術に関する情報提

供を行っている。 

また、これらの取組み

について、「内航船支援セ

ミナー」等で積極的に周

知を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

術要件を改正した。 

以上のとおり、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 ③船舶共有建造業務 ③船舶共有建造業務 ③船舶共有建造業務 ＜主な定量的指標 ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定 Ｂ 
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における財務内容の

改善 

未収金の発生防

止、債権管理及び回

収の強化等の取組み

を行うとともに、機

構の収益の確保に努

めることにより、財

務内容の一層の改善

を進める。 

また、「独立行政法

人改革等に関する基

本的な方針」を踏ま

え、未収金の発生防

止、債権管理、回収

の強化、一定の事業

量の確保、適正な事

業金利の設定及び政

策課題の実行等に留

意した繰越欠損金削

減計画により繰越欠

損金の縮減を図るほ

か、未収金残高につ

いても引き続き縮減

に努める。 

 

 

 

 

さらに、海事勘定

における財務改善の

状況については、特

に、繰越欠損金につ

いて、事業年度ごと

にその要因を含めホ

ームページ等におい

て国民に分かりやす

く公表する。 

 

＜定量的目標＞ 

・今中期目標期間中

に繰越欠損金削減計

画により４０億円程

度の繰越欠損金の縮

減を図る。 

 

＜目標水準の考え方

＞ 

繰越欠損金につい

ては、これまでの繰

越欠損金削減計画に

における財務内容の

改善 

未収金の発生防

止、債権管理及び回

収の強化等の取組み

を行うとともに、機

構の収益の確保に努

めることにより、財

務内容の一層の改善

を進める。 

また、「独立行政法

人改革等に関する基

本的な方針」（平成２

５年１２月２４日閣

議決定）を踏まえ、

未収金の発生防止、

債権管理、回収の強

化、一定の事業量の

確保、適正な事業金

利の設定及び政策課

題の実行等に留意し

て機構が策定する繰

越欠損金削減計画に

より今中期計画期間

中に４０億円程度の

繰越欠損金の縮減を

図るほか、未収金残

高についても引き続

き縮減に努める。 

さらに、海事勘定

における財務改善の

状況については、特

に、繰越欠損金につ

いて、事業年度ごと

にその要因を含めホ

ームページ等におい

て国民に分かりやす

く公表する。 

における財務内容の

改善 

 平成２９年度に策

定した「繰越欠損金

削減計画」に基づき、

今中期計画期間中に

４０億円程度の繰越

欠損金の縮減を図る

ほか、未収金残高に

ついても引き続き縮

減に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海事勘定における

財務改善の状況につ

いては、特に、繰越

欠損金について、そ

の要因を含めホーム

ページ等において国

民に分かりやすく公

表する。 

 

＞ 

・今中期目標期間

中に繰越欠損金削

減計画により４０

億円程度の繰越欠

損金の縮減を図る。 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・未収金の発生防

止、債権管理及び回

収の強化等の取組

みを行い、未収金残

高の縮減に努めて

いるか。（注） 

・機構の収益の確

保に努めているか。 

 

（注） 

（１） 「未収金」

とは、共有契約にお

いて定められた期

日に共有事業者が

支払うべき船舶使

用料・船舶譲渡代金

と、実際に支払われ

た金額との差額を

いう。 

（２） 未収金を大

別すると次のとお

り。 

① リスケジュー

ル計画が策定済み

であり、計画的な回

収が見込まれるも

の。 

② 会社更生手続

き、民事再生手続き

等により更生計画、

再生計画が認可済

み等であり、計画的

な回収が見込まれ

るもの、又は、これ

らの手続きにより

回収が行われたも

のの、清算手続き等 

最終的な処理が終

了していないもの。 

③ その他のもの

繰越欠損金について

は、財務改善に必要な事

業量の確保、適正な事業

金利の設定、事業者への

ＰＲ等により建造推進、

未収金発生防止・債権管

理強化及び既存債権の回

収強化等の措置を着実か

つ適正に行ったことで、

令和３年度は１６億円の

当期総利益を計上し、同

額縮減した。 

また、未収金について

は、信用ランク下位の事

業者への重点的な債権管

理体制を引き続き実施す

る等、未収金の新規発生

防止及び未収金発生の最

小化を図り、リスケジュ

ール計画の策定及び回収

強化等に努めた結果、令

和２年度末の未収金残高

５３４百万円に対して、

令和３年度末２５８百万

円となり、２７５百万円

の縮減となった。 

 

 

評定：Ｂ 

根拠：繰越欠損金においては、

今中期目標期間中に４０億円

程度の縮減を図るとしている

ところ令和３年度は１６億円

の縮減となり、４０億円の縮減

に向けて堅調に推移している。

また、未収金においては、債権

管理、回収の強化等に努めたこ

とで令和２年度末から２７５

百万円の縮減となった。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

＜評定に至った理由＞ 

 年度計画における「船舶共有建造業務における財務内容の改善」の数値目標は

「今中期目標期間中に繰越欠損金削減計画により４０億円程度の繰越欠損金の縮

減を図る」とされているところ、令和３年度は１６億円の当期利益を計上したこと

で、繰越欠損金は同額縮減し、財務内容の改善が図られた。 

また、未収金については、債権管理及び回収の強化等に努めたことにより未収金

残高が令和２年度末の５３４百万円に対して令和３年度は２５８百万円となり、

２７５百万円の縮減が図られている。 

以上のとおり、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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おける水準を踏ま

え、今中期目標期間

中において４０億円

程度を縮減すること

とした。 

なお、具体的な縮

減額については、別

途繰越欠損金削減計

画によることとす

る。 

（リスケジュール

計画策定に向けて

事業者と協議中の

もの、法的手続き中

のもの等） 

（３） 中期計画及

び年度計画におけ

る未収金の範囲は、

計画的な回収が見

込まれるものを除

いた（２）③のみと

している。 

（４）したがって、

中期計画及び年度

計画における未収

発生率とは、（２）①

及び②を除いた、収

入決定額に対する

未収金発生額の割

合である。また、中

期計画及び年度計

画における未収金

残高とは、（２）③に

係る未収金残高で

ある。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

本評価項目に係る予算額と決算額には乖離が生じているが、これは建造工期の遅れ等により、支払いが後ろ倒しとなった建造費に係る予算を繰り越したことが主な要因である。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（４） 地域公共交通出資業務等 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号）第１３条第１項第９号、第１０号及び附則第１１条第１項第３号 

当該項目の重要度、困難

度 

 

 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

行政事業レビュー事業番号：３３２ 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 30 年

度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

  平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

出資及び貸付資

金の毀損 
毀損ｾﾞﾛ ― ― ― ― ― 

  予算額(千円) 
31,733,436 17,925,730 124,002,801 8,746,378  

         決算額(千円) 28,392,025 15,981,125 121,943,379 7,664,089  

         経常費用(千円) 87,913 88,711 92,427 834,527  

         経常利益(千円) 6,603 △23,408 △11,262 △5,135  

         行政ｺｽﾄ(千円) ― 90,751 92,427 834,538  

         行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽ

ﾄ(千円) 
39,408 ― ― ― ― 

         従事人員数 7 7 6 9  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：地域公共交通出資等業務

に係る出資及び貸付け（以下

「出資等」という。）について

は、令和２年に発生した北陸新

幹線（金沢・敦賀間）整備事業

の工期遅延に起因して生じた

地域への影響を軽減するため

の法改正の動きを受け、国の産

業投資資金を前提とする既存

の出資制度とは異なる枠組み

を新たに追加するために、業務

基準・実施要領を改正し、これ

地域公共交通出資業務等の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目＋Ｂ３点×２項目）÷３項目）＝３．３ 

 ⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、

Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 

 

地域公共交通出資業務等の評価 

地域公共交通出資業務等については、令和３年４月の法改正において、整備新幹

線の工期遅延に起因して生じた地域への影響を軽減するための措置として、建設

勘定から地域公共交通等勘定への資金の繰入れによる並行在来線事業者への出資

が新たに可能となったことを受けて、出資等業務基準及び出資等実施要領を改正



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らに則り、福井県並行在来線準

備㈱への出資の実施に向けた

様々な課題の検討、関係者との

契約条件等の調整等を行った

上で、総額６．２億円の出資を

決定、年度末にその一部を実行

した。 

 都市鉄道融資業務に係る貸

付けの実施については、「北港

テクノポート線整備事業（貸付

先：大阪市）」に対し、都市鉄

道融資業務基準及び都市鉄道

融資実施要領に則り、適正なる

審査、手続きを行った上で、第

二回貸付けを実行した。また、

都市鉄道融資業務においては、

令和２年度に「なにわ筋線整備

事業」及び「北港テクノポート

線整備事業」の二つの事業につ

いて貸付けを行っており、新型

コロナウイルス感染症の拡大

による影響を踏まえつつ、貸付

対象事業者等の財務状況や貸

付対象事業の進捗状況等を把

握するとともに、約定に沿った

債権の確実な回収（１０件）を

実施した。 

物流施設融資業務について

は、貸付けの実績はなかったも

のの、国土交通省と連携した情

報収集、物流調査業務発注を行

い、貸付け実現に向けて着実に

準備を進めた。 

また、内航海運活性化融資業務

については、内航海運暫定措置

事業を行う日本内航海運組合

総連合会（以下「内航総連」と

いう。）に対して、貸付金（１

８億円）を令和３年８月に約定

どおり回収した。内航総連の機

構に対する債務の返済が終了

し、令和３年８月末をもって内

航海運暫定措置事業は事実上

終了した。これに伴い、当機構

の内航海運活性化融資業務も

事実上終了した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 地域公共交通出資等業務・都

市鉄道融資業務における出資

するとともに、福井県並行在来線準備会社に対する出資の実施に向けた様々な実

務的な課題の検討、関係者との契約条件等の調整等の困難な業務に的確に対応し、

令和３年度内に出資の一部を実行した。 

都市鉄道融資業務については、新型コロナウイルス感染症拡大という特殊状況

下において、「北港テクノポート線整備事業」に対し、償還確実性等を確保するた

めに必要十分な調整等を行い、第二回貸し付けを実行した。また、令和２年度に貸

付を行った「なにわ筋線整備事業」及び「北港テクノポート線整備事業」について

は、長期化する新型コロナ感染症の拡大による影響を踏まえつつ、貸付対象事業者

の財務状況等の把握やモニタリングに努め、約定に沿った債権の確実な回収を実

施した。 

物流施設融資業務については、令和３年度は融資候補案件に係る調整に時間を

要したこと等により申込みには至らなかったため実績はないものの、国土交通省

とも連携の上、情報収集を実施したほか、調査業務の発注により償還確実性の評価

手法の検討などに努め、事業者の償還確実性の評価にあたって必要な知見の蓄積

を図るなど、今後の業務を円滑に進めるための準備を行なった。 

内航海運活性化融資業務については、内航総連から貸付金（１８億円）を約定ど

おり回収し、令和３年８月末をもって内航海運暫定措置事業は事実上終了した。 
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等実施後、業務基準に従い、事

業の進捗状況、出資等を受けた

事業者（保証人を含む。）の財

務の健全性を確認し、償還確実

性等の評価を行うとともに、都

市鉄道融資業務においては貸

付契約書に基づいた確実な貸

付金の回収を行う。 

（４）地域公共交通

出資業務等 

①地域公共交通出資

及び貸付け 

 地域公共交通の活

性化及び再生に関す

る法律（平成１９年

法律第５９号）第２

９条の２の規定に基

づき、地域公共交通

の活性化及び再生に

寄与するため、認定

軌道運送高度化事業

等の実施に必要な資

金の出資及び貸付け

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）地域公共交通

出資等 

認定軌道運送高度

化事業等（ただし、

認定地域公共交通利

便増進実施計画に定

められた都市鉄道に

係る鉄道施設の建設

を除く。）の実施に必

要な資金の出資及び

貸付けを国土交通大

臣の認可を受けた業

務基準に従い適切に

行う。 

＜定量的目標＞ 

・国土交通大臣の認

可を受けた業務基準

に従い、適切に業務

（６）地域公共交通

出資業務等 

①地域公共交通出資

及び貸付け 

 地域公共交通の活

性化及び再生に関す

る法律（平成１９年

法律第５９号）第２

９条の２の規定に基

づき、認定軌道運送

高度化事業等の実施

に必要な資金の出資

及び貸付けを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）地域公共交通

出資等 

認定軌道運送高度

化事業等（ただし、

認定地域公共交通利

便増進実施計画に定

められた都市鉄道に

係る鉄道施設の建設

を除く。）の実施に必

要な資金の出資及び

貸付けを行う。 

また、出資及び貸付

けを行うに当たって

は、国土交通大臣の

認可を受けた業務基

準に従い、出資等を

行うか否かの決定に

際し、政策的意義を

（６）地域公共交通

出資業務等 

①地域公共交通出資

及び貸付け 

 地域公共交通の活

性化及び再生に関す

る法律（平成１９年

法律第５９号）第２

９条の２の規定に基

づき、地域公共交通

の活性化及び再生に

寄与するため、認定

軌道運送高度化事業

等の実施に必要な資

金の出資及び貸付け

を行う。 

また、出資等の業

務に関する情報をホ

ームページに掲載す

る等、地域公共交通

の活性化及び再生に

向けた主体的な取組

みに対する支援効果

が最大となるよう努

める。 

（ａ）地域公共交通

出資等 

認定軌道運送高度

化事業等（ただし、

認定地域公共交通利

便増進実施計画に定

められた都市鉄道に

係る鉄道施設の建設

を除く。）の実施に必

要な資金の出資及び

貸付けの申込みがあ

った際には、国土交

通大臣の認可を受け

た業務基準に従い、

出資等を行うか否か

の決定に際し、政策

的意義を踏まえて当

該リスクを適切に評

＜主な定量的指標

＞ 

（ａ）地域公共交通

出資等 

 

・国土交通大臣の

認可を受けた業務

基準に従い、適切に

業務を行うことで、

公的資金による出

資及び貸付資金の

毀損ゼロを目指す。 

・地域公共交通出

資等については、適

切に出資及び貸付

けを行うとともに、

公的資金の毀損を

生じさせないこと

を目標としている。 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・当該リスクを適

切に評価し、公的資

金を活用する場合

にあっては中長期

的な収益性が見込

まれること等を確

認し、適切に業務を

行っているか。 

・事業の進捗状況

を適切に把握・評価

しているか。 

・出資及び貸付資

金の効率的な使用

及び適切な回収を

図っているか。 

 

（ｂ）都市鉄道融資 

・約定に沿った債

権の回収を行った

＜主要な業務実績＞ 

都市鉄道融資業務にお

いて、「なにわ筋線整備事

業（貸付先：関西高速鉄道

（株））」及び「北港テクノ

ポート線整備事業（貸付

先：大阪市）」の二つの事

業に対し、都市鉄道融資

業務を行うに当たり従う

べき業務基準（以下「都市

鉄道融資業務基準」とい

う。）及び都市鉄道融資業

務を適切に遂行するため

の実施要領（以下「都市鉄

道融資実施要領」とい

う。）を制定した上で、こ

れらに則り、適正なる審

査及び手続きを行い、財

政融資資金の貸付けを実

行した。 

「なにわ筋線整備事業

（総事業費：約３，３００

億円）」は、広域交通ネッ

トワークの拡充（関西国

際空港、新幹線新大阪駅

へのアクセス改善）、都市

鉄道ネットワークの強化

（大阪メトロ御堂筋線の

混雑緩和、ＪＲ線におけ

る運行安定性の確保）、沿

線拠点（うめきた地区、中

之島西部地区、難波・湊町

地区、新今宮地区）開発の

促進による都市活動の強

化及び交流拠点の形成に

資する事業であり、また

「北港テクノポート線整

備事業（総事業費：約９８

４億円）」は、都市鉄道ネ

ットワークの拡充（大阪

都心部、関西国際空港、新

幹線新大阪駅からのアク

セス改善）及び臨海部に

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：地域公共交通出資等業務

において、令和 2年に発生した

北陸新幹線（金沢・敦賀間）整

備事業の工期遅延に起因して

生じた地域への影響を軽減す

るための法改正の動きを受け、

国の産業投資資金を前提とす

る既存の出資制度とは異なる

枠組みを新たに追加するため

に、出資等業務基準及び出資等

実施要領を改正した。 

「福井県並行在来線準備会

社鉄道線事業」について、改正

した出資等業務基準等に則り、

出資の実施に向けた様々な課

題の検討、関係者との契約条件

等の調整等を短期間で迅速・的

確に行い、地域公共交通出資業

務等に関する第三者委員会（委

員長：竹内健蔵 東京女子大学

教授 以下「第三者委員会」と

いう。）の意見聴取を踏まえ総

額 6.2 億円の出資を決定、年度

末にその一部を実行した。 

都市鉄道融資業務において、

「北港テクノポート線整備事

業」に対し、新型コロナウイル

ス感染症拡大という特殊な状

況下において、その影響分析も

含めて適切なリスク分析を行

うとともに、契約条件等におい

ても償還確実性等を確保する

ように必要十分な調整を行い、

第三者委員会の意見聴取を踏

まえ貸付けを決定、建設事業の

進捗に支障をきたすことなく

年度末に貸付けを実行した。ま

た、都市鉄道融資業務において

は、令和 2年度に「なにわ筋線

整備事業」及び「北港テクノポ

ート線整備事業」の二つの事業

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

令和３年４月１日に施行された「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関

する法律等の一部を改正する法律」（令和３年法律第１７号）において、北陸新幹

線（金沢・敦賀間）整備事業の工期遅延に起因して生じた地域への影響を軽減する

ため、国の産業投資資金を原資とする既存の出資制度とは異なる新たな枠組みと

して、建設勘定から地域公共交通等勘定への資金の繰入れによる並行在来線事業

者への出資が可能となったことを受けて、出資を適法に実施するため、「出資等業

務基準」及び「出資等実施要領」の改正を行うとともに、福井県並行在来線準備会

社への出資に向けて、関係者からなる「影響軽減連絡調整会議」で「引き続き検討」

とされた項目について、関係者間で協議が難航する中、粘り強く調整を行い、諸課

題を整理・解決した上で、令和３年度内に出資の一部を適正に実行したことは、本

件制度創設の経緯・目的に鑑みれば、高く評価できるものである。 

都市鉄道融資業務においては、令和３年度に「北港テクノポート線整備事業」に

対し、適切なリスク分析を行うとともに、契約条件等においても償還確実性等を確

保するように必要十分な調整を行い、第三者委員会の意見聴取を踏まえ貸付けを

決定、建設事業の進捗に支障をきたすことなく年度末に貸付けを実行したほか、令

和２年度に貸付けを実施した「なにわ筋線整備事業」及び「北港テクノポート線整

備事業」について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化するなかで、事

業者へのヒアリングをはじめとする情報収集・分析を行い、第三者委員会への適切

な報告を実施するなど適切なモニタリングに努めるとともに、約定に沿った債権

の確実な回収を行ったことは、年度計画に定めた目標を達成していると認められ

る。 

以上を踏まえ、国における制度改正等の状況の変化に的確に対応し、上記の実績

を上げたことは、中期計画における所期の目標を上回る成果と認められることか

らＡ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・地域公共交通出資及び貸付については、北陸新幹線整備事業の工事遅延に起因す

る新たな制度に適切に対応したものと評価できると考えられ、Ａ評価は妥当であ

ると考える。 

・地域公共交通出資等業務では、令和２年に発生した北陸新幹線整備事業の工期遅
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を行うことで、公的

資金による出資及び

貸付資金の毀損ゼロ

を目指す。 

＜目標水準の考え方

＞ 

地域公共交通出資

等については、適切

に出資及び貸付けを

行うとともに、公的

資金の毀損を生じさ

せないことを目標と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）都市鉄道融資 

認定地域公共交通利

便増進実施計画に定

められた都市鉄道に

係る鉄道施設の建設

に必要な資金の貸付

けを国土交通大臣の

認可を受けた業務基

準に従い適切に行

う。 

また、貸付けを行

った事業について、

事業の進捗状況、事

業者の財務状況等を

把握しつつ、約定に

沿った債権の確実な

回収を図る。 

＜指標＞ 

・債権について、約

定に沿った回収を行

った件数 

踏まえて当該リスク

を適切に評価すると

ともに、公的資金を

活用する場合にあっ

ては中長期的な収益

性が見込まれること

等を確認し、適切に

業務を行う。 

さらに、出資及び

貸付けを行った事業

の進捗状況を適切に

把握・評価しつつ、

出資及び貸付資金の

効率的な使用及び適

切な回収を図る。 

これらにより、地

域公共交通の活性化

及び再生に寄与する

とともに、公的資金

による出資及び貸付

資金の毀損ゼロを目

指す。 

（ｂ）都市鉄道融資 

認定地域公共交通利

便増進実施計画に定

められた都市鉄道に

係る鉄道施設の建設

に必要な資金の貸付

けを行う。 

また、貸付けを行

うに当たっては、国

土交通大臣の認可を

受けた業務基準に従

い、貸付対象事業を

適切に評価し、償還

確実性等を確認した

上で貸付けの判断を

行うとともに、貸付

けを行った事業につ

いて、事業の進捗状

況、事業者の財務状

況等を把握しつつ、

約定に沿った債権の

確実な回収を図る。 

価するとともに、公

的資金を活用する場

合にあっては中長期

的な収益性が見込ま

れること等を確認

し、適切に出資及び

貸付けの業務を行

う。 

さらに、出資及び

貸付けを行った事業

の進捗状況を適切に

把握・評価しつつ、

出資及び貸付資金の

効率的な使用及び適

切な回収を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）都市鉄道融資 

認定地域公共交通利

便増進実施計画に定

められた都市鉄道に

係る鉄道施設の建設

に必要な資金の貸付

けの申込みがあった

際には、国土交通大

臣の認可を受けた業

務基準に従い、貸付

対象事業を適切に評

価し、償還確実性等

を確認した上で適切

に貸付けの業務を行

う。 

さらに、貸付けを

行った事業の進捗状

況、事業者の財務状

況等を把握しつつ、

約定に沿った債権の

確実な回収を図る。 

件数 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・貸付対象事業を

適切に評価し、償還

確実性等を確認し

た上で貸付けの判

断を行っているか。 

・事業の進捗状況

を適切に把握・評価

しているか。 

・約定等に沿った

確実な回収を図っ

ているか。 

 

 

おける物流の効率化に資

する事業である。 

このように、これら二

つの建設事業は多くの社

会的効果が見込まれる政

策的意義の高い事業であ

り、機構が財政融資資金

の貸付けを行うことによ

り、確実に建設事業が進

捗することが期待されて

いる。 

 

について貸付けを行っており、

新型コロナウイルス感染症拡

大の影響が長期化するなかで、

事業者へのヒアリングをはじ

めとする情報収集・分析を行

い、第三者委員会への適切な報

告を実施するなど適切なモニ

タリングに努めた。 

以上を踏まえ、国における制

度改正の動きに応じて、当初予

定されていなかった状況の変

化に的確に対応し、上記の実績

を上げたことは、通常の業務を

上回る成果を得たものである

と考える。  

 

＜課題と対応＞ 

・地域公共交通出資等業務・都

市鉄道融資業務における出資

等実施後、業務基準に従い、事

業の進捗状況、出資等を受けた

事業者（保証人を含む。）の財

務の健全性を確認し、償還確実

性等の評価を行うとともに、都

市鉄道融資業務においては貸

付契約書に基づいた確実な貸

付金の回収を行う。 

 

延に起因する地域への影響を軽減するための法改正の動きに対応して、国の産業

投資資金を前提とする既存の出資制度とは異なる枠組みを新たに追加して、「福井

県並行在来線準備会社鉄道線事業」について、総額６．２億円の出資を決定し、年

度末までにその一部を実行した。一方、都市鉄道融資業務は、「なにわ筋線」と「北

港テクノポート線」の整備事業に対し、コロナ禍の影響分析を含めた適切なリスク

分析の下で、年度末に貸し付けを実施した。これらの事業は、国における制度改正

の動きに応じて当初予定されていなかった状況の変化に的確かつ柔軟に対応した

好事例であり、評価できる。 

 

 ②物流施設融資 

流通業務の総合化

及び効率化の促進に

関する法律（平成１

７年法律第８５号）

第２０条の２の規定

に基づき、流通業務

②物流施設融資 

流通業務の総合化

及び効率化の促進に

関する法律（平成１

７年法律第８５号）

第２０条の２の規定

に基づき、認定総合

②物流施設融資 

 流通業務の総合化

及び効率化の促進に

関する法律（平成１

７年法律第８５号）

第２０条の２の規定

に基づき、認定総合

＜主な定量的指標

＞ 

・債権について、約

定に沿った回収を

行った件数 

 

＜その他の指標＞ 

＜主要な業務実績＞ 

物流施設融資業務に係

る貸付けの実施について

は、貸付けを受けようと

する者が事業の検討・調

整に時間を要したことな

どから、貸付け申込みに

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：貸付けの実績はなかった

ものの、国土交通省と連携した

情報収集、物流調査業務発注を

行い、貸付け実現に向けて着実

に準備を進めた。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

令和３年度の同融資業務については、融資候補案件に係る調整に時間を要した

こと等により申込みには至らなかったため実績はないものの、国土交通省への照

会等により情報収集を実施したほか、調査業務の発注により物流業界の現状や中

長期的な動向把握、償還確実性の評価手法の検討などに努め、事業者の償還確実性

の評価にあたって必要な知見の蓄積を図るなど、今後の業務を円滑に進めるため
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の総合化及び効率化

の促進に寄与するた

め、認定総合効率化

事業の実施に必要な

資金の貸付けを国土

交通大臣の認可を受

けた業務基準に従い

適切に行う。 

また、貸付けを行

った事業について、

事業の進捗状況、事

業者の財務状況等を

把握しつつ、約定に

沿った債権の確実な

回収を図る。 

＜指標＞ 

・約定に沿った債権

の回収を行った件数 

 

 

効率化事業の実施に

必要な資金の貸付け

を行う。 

また、貸付けを行う

に当たっては、国土

交通大臣の認可を受

けた業務基準に従

い、貸付対象事業を

適切に評価し、償還

確実性等を確認した

上で貸付けの判断を

行うとともに、貸付

けを行った事業につ

いて、事業の進捗状

況、事業者の財務状

況等を把握しつつ、

約定に沿った債権の

確実な回収を図る。 

効率化事業の実施に

必要な資金の貸付け

を行う。貸付けの申

込みがあった際に

は、国土交通大臣の

認可を受けた業務基

準に従い、貸付対象

事業を適切に評価

し、償還確実性等を

確認した上で適切に

貸付けの業務を行

う。 

さらに、貸付けを

行った事業の進捗状

況、事業者の財務状

況等を把握しつつ、

約定に沿った債権の

確実な回収を図る。 

また、貸付けの業

務に関する情報をホ

ームページに掲載す

る等、流通業務の総

合化及び効率化に向

けた主体的な取組み

に対する支援効果が

最大となるよう努め

る。 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・貸付対象事業を

適切に評価し、償還

確実性等を確認し

た上で貸付けの判

断を行っているか。 

・事業の進捗状況

を適切に把握・評価

しているか。 

・約定等に沿った

確実な回収を図っ

ているか。 

は至らず、実績はなかっ

た。 

なお、今後の検討を円

滑に進めるため、物流業

界の現状把握を目的に、

国土交通省と連携して情

報収集を行うとともに、

外部調査機関に物流調査

業務を発注し知見の蓄積

を図った。 

 

 

また、機構の物流施設融資業

務の紹介をホームページに掲

載し周知に努めた。 

以上のことから、中期計画に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

の準備を行なっている。 

これらの対応は、貸付対象事業を適切に評価し、償還確実性等を確認した上で貸

付けの判断を行うことにもつながることから、業務基準に従った適切な貸付け及

び約定に沿った債権の確実な回収を図るという中期目標に資するものであり、中

期計画における所期の目標を達成していると認められることからＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 ③内航海運活性化融

資 

内航海運活性化融

資業務による融資を

受けて内航総連が実

施している内航海運

暫定措置事業につい

ては、国が将来の輸

送量、船腹量の推計

に基づき策定・公表

する資金管理計画を

基に、内航総連に貸

し付けるため調達す

る借入金が前年度以

下となるように貸付

金の回収を適切に行

う。 

③内航海運活性化融

資 

国が策定・公表す

る資金管理計画を基

に、調達する借入金

が前年度以下となる

ように、貸付金の回

収及び新規の融資を

適切に行う。 

③内航海運活性化融

資 

新規の融資は行わ

ないものの、貸付金

の回収を適切に行

う。 

＜主な定量的指標

＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・国が策定・公表す

る資金管理計画を

基に適切に貸付金

の回収及び新規の

融資を行っている

か。 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

内航海運活性化融資業

務については、内航海運

暫定措置事業を行う日本

内航海運組合総連合会

（以下「内航総連」とい

う。）に対して、貸付金（１

８億円）を８月に約定ど

おり回収した。内航総連

の機構に対する債務の返

済が終了し、８月末をも

って内航海運暫定措置事

業は事実上終了した。こ

れに伴い、当機構の内航

海運活性化融資業務も事

実上終了した。 

 

（注）内航総連とは、内航

海運組合法（昭和３２年

法律第１６２号）に基づ

き組織されている事業形

態及び企業規模によって

異なる５つの全国的な規

模の海運組合（内航大型

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：貸付金を約定どおり回収

した。 

以上のことから、中期計画に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

令和３年度の同融資業務については、内航総連から貸付金（１８億円）を約定ど

おり回収し、令和３年８月末をもって内航海運暫定措置事業は事実上終了した。 

以上のことから、中期計画における所期の目標を達成していると認められるこ

とからＢ評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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輸送海運組合、全国海運

組合連合会、全国内航タ

ンカー海運組合、全国内

航輸送海運組合及び全日

本内航船主海運組合）を

組合員とする総合調整機

関である。 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

本評価項目に係る予算額と決算額の乖離については、主に内航海運活性化融資経理において、内航総連の実施する内航海運暫定措置事業のための融資額が減少したことが主な要因である。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（５） 特例業務（国鉄清算業務） 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号）附則第１１条第２項第１号 

・日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第

１３６号。）第１３条第１項第１号及び第２号 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 30 年

度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

  平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

         予算額(千円) 175,098,545 152,843,688 120,138,398 209,120,507  

         決算額(千円) 175,358,334 143,827,241 145,256,488 194,543,588  

         経常費用(千円) 79,737,852 50,726,488 71,331,696 45,042,508  

         経常利益(千円) 76,782,000 5,979,077 △5,441,536 1,418,675  

         行政ｺｽﾄ(千円) ― 50,726,497 71,332,933 45,042,638  

         行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽ

ﾄ(千円) 
△76,771,935 ― ― ― ― 

         従事人員数 39 39 39 39  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                       注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：年金費用等の支払につい

て、適切な資金管理を行いつ

つ、円滑かつ確実に支払いを実

施した。 

 さらに、ＪＲ北海道、ＪＲ四

国及びＪＲ貨物（以下「旅客鉄

道株式会社等」という。）に対

して、無利子の資金の貸付け又

は助成金の交付の支援等を適

切に実施した。 

 

特例業務（国鉄清算業務）の評定：Ｂ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ｂ３点×２項目）÷２項目＝３．０ 

 ⇒算術平均に最も近い評定は「Ｂ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、

Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 

 

特例業務（国鉄清算業務）の評価 

 恩給及び年金の給付に要する費用等の支払いについて、関係法令に則り、適切な

資金管理を行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施した。 

 また、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会
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    ＜課題と対応＞ 

・なし 

社の経営自立を支援するため、助成金の交付等を適切に実施した。 

（５） 特例業務（国

鉄清算業務） 

①年金費用等の支払

及び資産処分の円滑

な実施等 

日本国有鉄道清算

事業団の債務等の処

理に関する法律（平

成１０年法律第１３

６号。以下「債務等

処理法」という。）第

１３条の規定に基づ

き、旧国鉄職員の年

金の給付に要する費

用等について、適切

な資金管理を行いつ

つ、円滑かつ確実に

支払を実施する。 

 

また、やむを得ず

処分できていない残

存土地については適

切かつ早期の処分を

図り、今中期目標期

間中に完了させる。 

 

北海道旅客鉄道株

式会社、四国旅客鉄

道株式会社及び日本

貨物鉄道株式会社

（以下「会社」とい

う。）の株式について

は、各社の今後の経

営状況の推移等を見

極めつつ、適切な処

分方法の検討等を行

う。 

 

（７）特例業務（国

鉄清算業務） 

①年金費用等の支払

及び資産処分の円滑

な実施等 

旧国鉄職員の恩給

及び年金の給付に要

する費用、旧国鉄時

代に発生した業務災

害に係る業務災害補

償費等の各年度にお

ける必要負担額につ

いて、適切な資金管

理を行いつつ、円滑

かつ確実に支払を実

施する。 

 

 

 

やむを得ず処分で

きていない残存土地

については適切かつ

早期の処分を図り、

今中期計画期間中に

完了させる。 

 

北海道旅客鉄道株

式会社、四国旅客鉄

道株式会社及び日本

貨物鉄道株式会社

（以下「会社」とい

う。）の株式について

は、国等の関係者と

連携を図りつつ、各

社の今後の経営状況

の推移等を見極めな

がら、適切な処分方

法の検討等を行う。 

（７）特例業務（国

鉄清算業務） 

①年金費用等の支払

及び資産処分の円滑

な実施等 

旧国鉄職員の恩給

及び年金の給付に要

する費用、旧国鉄時

代に発生した業務災

害に係る業務災害補

償費等について、適

切な資金管理を行い

つつ、円滑かつ確実

に支払を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道旅客鉄道株

式会社、四国旅客鉄

道株式会社及び日本

貨物鉄道株式会社

（以下「会社」とい

う。）の株式について

は、国等の関係者と

連携を図りつつ、各

社の今後の経営状況

の推移等を見極めな

がら、適切な処分方

法の検討等を行う。 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・適切な資金管理

を行いつつ、円滑か

つ確実に支払を実

施しているか。 

・株式について、適

切な処分方法の検

討等を行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 

［年金費用等の支払の法

令に則った規制な執行］   

１．恩給及び年金の給付

に要する費用の支払 

旧国鉄職員の恩給及び年

金の給付に要する費用に

ついては、関係法令に則

り、 

以下のとおり令和３年度

内に適切な資金管理を行

いつつ、円滑かつ確実に

支払を 

実施した。 

① 旧国鉄職員の恩給の

給付に要する費用につい

ては、国に対して１６４，

７３９千        

円を支払った（給付は総

務省政策統括官（恩給担

当）が実施。）。 

②旧国鉄職員の年金の給

付に要する費用について

は、日本鉄道共済組合に

対して６０，７５０，２２

９千円を支払った。 

 

２．業務災害補償 

旧国鉄時代に発生した

業務災害に係る業務災害

補償（アスベスト対策を

含む）については、適切な

資金管理を行いつつ、旧

国鉄職員及びその遺族に

対して３，１１４，６１５ 

千円を円滑かつ確実に支

払った。また、大きな社会

問題となったアスベスト

問題については、令和３

年度においても、令和２

年度に引き続きアスベス

ト対策（健康診断、業務災

害補償（遺族救済を含

む。））を実施した。その

際、定期的な新聞広告等

＜評定と根拠＞ 

［年金費用等の支払の法令に

則った規制な執行］ 

評定：Ｂ 

根拠：適切な資金管理を行いつ

つ、円滑かつ確実に年金費用等

の支払を実施した。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。  

 

［ＪＲ北海道・四国・貨物株式

の売却等］ 

評定：Ｂ 

根拠：株式について、適切な処

分方法の検討等を行った。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を達成して

いると考えられる。  

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

恩給及び年金の給付に要する費用等の支払いについて、関係法令に則り、適切な

資金管理を行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施した。 

 また、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会

社の株式の適切な処分方法の検討等を行った。 

 以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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への掲載（全国紙３ 紙、

地方紙４５ 紙の新聞及

び鉄道ＯＢ会報）により

周知を図った。 

 

［ＪＲ北海道・四国・貨物

株式の売却等］ 

令和３年度において

は、会社の株式について、

国等の関係者と連携を図

りつつ、株主総会等を通

じ各社の今後の経営状況

の推移を見極めながら、

株式の適切な処分方法の

検討等を行った。 

 

 ②会社の経営自立の

ための措置等 

機構の特例業務勘

定における利益剰余

金等の取扱いに関す

る関係三大臣合意

（平成２２年１２月

２１日。以下「関係

三大臣合意」とい

う。）及び「北海道旅

客鉄道株式会社及び

四国旅客鉄道株式会

社の安全対策に対す

る追加的支援措置に

ついて」（平成２７年

６月３０日国鉄事第

７５号）並びに債務

等処理法附則第４条

及び第５条の規定に

基づき、会社に対し、

老朽化した鉄道施設

等の更新その他会社

の経営基盤の強化に

必要な鉄道施設等の

整備に必要な資金に

充てるための無利子

の資金の貸付け又は

助成金の交付等（以

下「貸付け等」とい

う。）を適切に実施す

る。 

 

 

 

また、関係三大臣

②会社の経営自立の

ための措置等 

 機構の特例業務勘

定における利益余剰

金等の取扱いに関す

る関係三大臣合意

（平成２２年１２月

２１日。以下「関係

三大臣合意」とい

う。）及び「北海道旅

客鉄道株式会社及び

四国旅客鉄道株式会

社の安全対策に対す

る追加的支援措置に

ついて」（平成２７年

６月３０日国鉄事第

７５号）並びに日本

国有鉄道清算事業団

の債務等の処理に関

する法律（平成１０

年法律第１３６号。

以下「債務等処理法」

という。）附則第４条

及び第５条の規定に

基づき、会社に対し、

老朽化した鉄道施設

等の更新その他会社

の経営基盤の強化に

必要な鉄道施設等の

整備に必要な資金に

充てるための無利子

の資金の貸付け又は

助成金の交付等を適

切に実施する。 

 また、関係三大臣

②会社の経営自立の

ための措置等 

 日本国有鉄道清算

事業団の債務等の処

理に関する法律（平

成１０年法律第１３

６号。以下「債務等

処理法」という。）に

基づき、会社の経営

自立のため、各社の

中期経営計画等に基

づく取組みに応じ

て、会社等に対する

助成金の交付、会社

に対する生産性の向

上に資する施設等の

整備・管理に必要な

資金の出資、青函ト

ンネル及び本州四国

連絡橋に係る改修費

用の負担並びに会社

が所有する事業の用

に供されていない土

地の取得に関する協

議・調整等の支援に

向けた手続きを、経

営の改善状況を随時

フォローしながら、

適切に進めるととも

に、並行在来線の支

援のため、特例業務

勘定から建設勘定へ

の繰入れを引き続き

適切に実施する。 

 

＜主な定量的指標

＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・助成金の交付等

を適切に実施した

か。 

・会社のモラルハ

ザードを防止し、誤

処理なく適正にか

つ効率的に実施し

たか。 

・特例業務勘定か

ら建設勘定への繰

入れを適切に実施

したか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１．会社に対する支援措

置 

債務等処理法に基づ

き、会社の経営自立を支

援するため、各社の中期

経営計画等に基づく取組

みに応じて、令和３年度

においては、以下に記載

の支援を適切に実施し

た。 

（１）助成金の交付 

ＪＲ北海道：９９億円、北

海道高速鉄道開発（株）：

９億円 

（２）青函トンネル及び

本州四国連絡橋の費用負

担見直しに係る支援 

青函トンネル：２億円、本

州四国連絡橋：８億円

（３）出資 

ＪＲ北海道：３００億円、

ＪＲ四国：５６０億円 

（４）無利子貸付 

ＪＲ貨物に対して貸付決

定を実施しており、貸付

に向けて調整中 

（５）利子補給 

ＪＲ四国：０．００８億円 

（６）ＤＥＳ（債務の株式

化） 

ＪＲ北海道：２３０億円、

ＪＲ四国：６９億円 

（７）不要土地の引き取

り 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：助成金の交付等を適切に

実施した。 

会社のモラルハザードを防

止し、誤処理なく適正にかつ効

率的に実施した。 

貨物調整金に要する費用に

ついて、特例業務勘定から建設

勘定への繰入れを適切に実施

した。 

以上のことから、中期計画等

における所期の目標を達成し

ていると考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

旅客鉄道会社等に対する助成金の交付等の支援について、適切な資金管理を行

い、根拠法令等を遵守するとともに、適切な交付審査業務の執行体制の措置を講ず

ることにより会社のモラルハザードを防止し、誤処理なく適正にかつ効率的に実

施した。 

また、貨物調整金にかかる特例業務勘定から建設勘定への繰入れを国土交通大

臣の承認を受けて適切に実施した。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を達成していると認められること

からＢ評定とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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合意及び同法附則第

８条の規定に基づ

き、並行在来線の支

援のため、特例業務

勘定から建設勘定へ

の繰入れを適切に実

施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

さらに、日本国有

鉄道清算事業団の債

務等の処理に関する

法律等の一部を改正

する法律（令和３年

法律第１７号）の施

行後は、改正後の債

務等処理法に基づ

き、会社の経営自立

のため、各社の中期

経営計画等に基づく

取組みに応じて、会

社等に対する助成金

の交付、会社に対す

る生産性の向上に資

する施設等の整備・

管理に必要な資金の

出資、青函トンネル

及び本州四国連絡橋

に係る改修費用の負

担並びに会社が所有

する事業の用に供さ

れていない土地の取

得等の支援を、経営

の改善状況を随時フ

ォローしながら、適

切に実施する。 

これらの支援等に

当たっては、適切な

資金管理を行いつ

つ、法令その他の基

準を遵守し、誤処理

なく適正にかつ効率

的に実施する。 

合意及び同法附則第

８条の規定に基づ

き、並行在来線の支

援のための貨物調整

金に要する費用に充

てるため、特例業務

勘定から建設勘定へ

の繰入れを適切に実

施する。 

 

 さらに、日本国有

鉄道清算事業団の債

務等の処理に関する

法律等の一部を改正

する法律（令和３年

法律第１７号）の施

行後は、改正後の債

務等処理法に基づ

き、会社の経営自立

のため、各社の中期

経営計画等に基づく

取組みに応じて、会

社等に対する助成金

の交付、会社に対す

る生産性の向上に資

する施設等の整備・

管理に必要な資金の

出資、青函トンネル

及び本州四国連絡橋

に係る改修費用の負

担並びに会社が所有

する事業の用に供さ

れていない土地の取

得等の支援を、経営

の改善状況を随時フ

ォローしながら、適

切に実施する。 

 これらの支援等に

当たっては、適切な

資金管理を行いつ

つ、法令その他の基

準を遵守するととも

に、会社のモラルハ

ザードを防止し、誤

処理なく適正にかつ

効率的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの支援等に

当たっては、適切な

資金管理を行いつ

つ、法令その他の基

準を遵守するととも

に、会社のモラルハ

ザードを防止し、誤

処理なく適正にかつ

効率的に実施する。 

ＪＲ北海道・ＪＲ四国

から相談を受けたが、条

件に合致せず引き取りに

致らなかった。 

（８）鉄道建設・運輸施設

整備支援機構特別債券の

利子の支払 

ＪＲ北海道：５５億円、Ｊ

Ｒ四国：３５億円 

※利率は、国土交通大臣

が定める利率（年利２．

５％）である。 

 

２．並行在来線の支援措

置 

並行在来線の支援のた

めの貨物調整金に要する

費用に充てるため、特例

業務勘定に係る業務の運

営に支障のない範囲内の

金額として国土交通大臣

の承認を受けた金額につ

いて、令和３年度は、特例

業務勘定から建設勘定へ

１３６億円の繰入れを実

施した。 

なお、これらの支援に

当たっては、適切な資金

管理を行いつつ、各種交

付要綱等を遵守するとと

もに、交付審査業務等に

ついて適切な業務執行体

制の措置を講ずることに

より会社のモラルハザー

ドを防止し、誤処理なく

適正にかつ効率的に実施

した。 

 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（１）① 組織の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４．業務運営の効率

化に関する事項 

 

 

（１）業務改善の取

組み 

①組織の見直し 

組織について

は、業務の質的・

量的な変化に常に

的確に対応できる

効率的かつ機動的

な体制となるよ

う、「業務運営の抜

本的な改善に関す

る命令を受けての

改善措置につい

て」を確実に実施

することを含め、

弾力的な組織の編

成、運営の効率化

等の見直しを行い

ながら、適切に運

営する。 

 

４．業務運営の効率

化に関する目標を

達成するためとる

べき措置 

（１）業務改善の取

組み 

①組織の見直し 

業務の質的・量的

な変化を適切に把

握するとともに、

「業務運営の抜本

的な改善に関する

命令を受けての改

善措置について」を

確実に実施するこ

とを含め、組織見直

しに関する具体的

な計画を策定し、弾

力的な組織の編成、

運営の効率化等を

図る。 

４．業務運営の効率

化に関する目標を

達成するためとる

べき措置 

（１）業務改善の取

組み 

①組織の見直し 

令和３年度にお

ける組織体制につ

いては、業務の進捗

等に対応した合理

的、機動的な組織の

編成、運営の効率化

等を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・組織改正計画等に基

づき、業務の進捗等に

対応した弾力的な組織

の編成、運営の効率化

等を図っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

機構改革プランにおけ

る取組項目の筆頭に掲げ

られた「組織体制の見直

し」について、同プランが

示す「組織横断的な視点

に立って組織全体を取り

まとめ、その方向性を決

定していく部署の設置」、

「プロジェクトマネジメ

ント体制の構築」、「鉄道

建設に関わる組織の再

編」、「本社・地方機関の一

体感の醸成」に沿った取

組みを進めており、令和

３年度は下記のとおり本

社及び地方機関の組織の

新設・改廃並びに運営の

効率化を行った。 

１．本社 

（１）北海道新幹線（新函

館北斗・札幌間）の工程・

事業費管理や発生土受入

地の確保等を計画的かつ

着実に実施するに当たっ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：機構改革プランにおけ

る取組項目として「組織体制

の見直し」を筆頭に掲げ、そ

の取組みとして、北海道新幹

線統括役の設置や組織横断

的な視点に立って組織全体

を取りまとめ、その方向性を

決定していく経営企画部の

暫定設置、鉄道建設の各線の

プロジェクトの推進体制の

明確化及び地方機関におけ

る現場体制の強化など、組織

改正計画の内容に加え、組織

の編成、運営の効率化等に積

極的に取り組んだことから、

中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られて

いると考えられる。  

 

＜課題と対応＞ 

・機構改革プランにおける取

組項目の筆頭に掲げられた

「組織体制の見直し」につい

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」に基づ

き、令和３年４月に大阪支社を廃止の上、新たに北陸新幹線建設局を設置して、

局長を福井市、副局長を小松市に配置するなど、地域密着型の組織として北陸新

幹線の建設を担う体制を整備した。 

さらに、機構では、今後も着実に事業を進めていくためには、機構の事業をと

りまく大きな環境変化を的確にとらえ、業務プロセスの改善や組織・人事体制な

ど、機構の業務のあり方を根本から見直すことが必要と考え、「業務運営の抜本

的な改善に関する命令を受けての改善措置について」の内容にとどまらず、組織

全体の改革を行うこととし、その具体的な行動計画として「鉄道・運輸機構改革

プラン」を令和３年７月に策定し公表したところであるが、その取組項目として

「組織体制の見直し」を筆頭に掲げ、同プランが示す「組織横断的な視点に立っ

て組織全体を取りまとめ、その方向性を決定していく部署の設置」、「プロジェ

クトマネジメント体制の構築」、「鉄道建設に関わる組織の再編」、「本社・地

方機関の一体感の醸成」等に沿って、経営企画部の暫定設置（令和４年１月）、

札幌市在勤の北海道新幹線統括役の設置（令和３年１１月）、各鉄道建設プロジ

ェクトの推進体制の明確化（令和３年７月）、地方機関における現場体制の強化

（随時）など、通常年 1回の組織の見直しについて、年度の途中においても臨機

応変かつ迅速に実施し、機動的な組織の編成、運営の効率化等に積極的に取り組

んだ。 
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て、北海道新幹線事業全

体の進捗状況の管理や本

社と北海道新幹線建設局

との連携強化、国、沿線自

治体及び鉄道事業者等関

係機関との協議・調整の

更なる円滑化を図るた

め、札幌市在勤の北海道

新幹線統括役を新たに設

置した（令和３年１１

月）。 

（２）全体方針を企画立

案する部署の機能を強化

するため、機構を取り巻

く社会の変化に適切に対

応するための方策を検討

し、組織横断的な総合調

整を実施する部署とし

て、経営企画部を令和４

年４月の本格設置に先立

ち暫定設置した（令和４

年１月）。 

（３）プロジェクトの責

任体制が不明確であった

ことから、担当する役職

員を明確化して責任と権

限を伴ったマネジメント

体制を構築するため、「プ

ロジェクトリーダー」、

「プロジェクト推進リー

ダー」の呼称を設定し、鉄

道建設の各線のプロジェ

クトの推進体制を明確化

した（令和３年７月）。 

 

２．地方機関 

（１）「業務運営の抜本的

な改善に関する命令を受

けての改善措置につい

て」を踏まえ、北陸新幹線

の建設遂行に第一義的な

責任を持つ地方組織の業

務執行体制を強化するた

め、大阪支社を廃止の上、

北陸新幹線建設局を設置

するとともに、以下のと

おり組織のトップ及び工

程・事業費管理において

中心的な役割を果たす職

員等をできるだけ現場に

近い場所に配置すること

て、関係者とも連携して組織

改革を進めているところで

あり、令和４年度においても

引き続き対応していく。 

 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認

められることからＡ評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・大きな改革に着手し、形を作ったと評価でき、Ａ評価は妥当であると考える。

ただ、今後とも機動的に対応することが重要であると考えられる。 

・「組織の見直し」について組織が革新されたことは評価できるが、この革新に

伴ってどのような新たな成果が得られたのかの検証が今後必要になるであろう。 

・機構改革プランに基づき本社・地方機関の組織体制の見直しを進めていること

は評価できる。組織の見直しが、事業運営の活性化・効率化に寄与することを期

待したい。 

・組織構造まで含めて見直しがされた。時間を置かず速やかな対応と評価した

い。今後、定期的にＲＥＶＩＥＷと改善を進められたい。 
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等により、地域密着型の

組織として北陸新幹線の

建設を担う体制を整備し

た（令和３年４月）。 

①局長、副局長及び渉外

担当の職員を福井市及び

小松市に配置し、地元自

治体の幹部等と定期的か

つ密にコミュニケーショ

ンを取ることができる体

制を構築した。 

②一定のエリアごとに、

工程・事業費管理に係る

責任者を明確化し、それ

ぞれを現場の中心である

小松市、福井市、敦賀市に

配置した。 

③用地担当部及び工事担

当部の名称に所掌する地

域の名称を取り入れた。 

（２）北海道新幹線の建

設を着実に進めていく体

制を構築するために、北

海道新幹線の建設工事を

担当する北海道新幹線建

設局について、次の見直

しを行った。 

①北海道新幹線の工程・

事業費管理や品質管理等

に係るマネジメント体制

を強化するために、副局

長を新たに設置した（令

和３年４月）。 

②今後本格化する明かり

工区の工事発注や道南地

方の工事の施行体制の整

備に向けた検討等を進め

るため、既存の副局長が

上記事項を特命事項とし

て担当することとし、特

命事項以外に関すること

及び北海道新幹線建設局

内の総合調整に関するこ

とを担当する副局長１名

を新たに設置した（令和

３年１１月）。 

③札幌市街地におけるシ

ールド工事等に関する各

種技術的課題の検討及び

これに伴う学識経験者等

による委員会の対応並び
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に鉄道事業者との協議・

調整、新たな契約方式に

よる発注の検討及びトン

ネル工事に係る発生土受

入地の確保等に適切に対

応していく必要があるこ

とから、工事担当次長２

名を新たに設置した（令

和３年１０月・令和３年

１２月）。 

④北海道新幹線に設置さ

れる各駅のデザイン等に

係る鉄道事業者及び各自

治体との協議・調整につ

いて、機構が中心となっ

て着実に推進していくた

めの体制を構築するた

め、建築担当課を新たに

設置した（令和３年１２

月）。 

⑤工事の着実な進捗のた

めに、高速道路管理者や

マンション等の地権者等

多岐にわたる関係者との

高度かつ重要な協議を短

期間に行う必要があるこ

とから、これらに対応す

るために工事担当課を８

課体制から９課体制に見

直した。（令和３年１２

月）。 

⑥工事担当課と土木系の

建設所を一体的に運用

し、より円滑なプロジェ

クトマネジメントが可能

となる組織を構築するた

め、工事担当課の一部を

札幌市から所管する小樽

市に配置した。また、迅速

な意思決定を行うため

に、工事担当次長２名を

当該次長が所管する地域

に配置した。（令和３年１

２月・令和４年２月） 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（１）② 調達等合理化の推進 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標最終年

度値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

一般競争入札によ

る鉄道施設に係る

建設工事での総合

評価落札方式実施

率 

－ 平成 27 年度から平

成 28 年度までの平

均実施率･100% 

100% 100% 100%    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ②調達等合理化の

推進 

「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」（平成２

７年５月２５日総

務大臣決定）に基づ

く取組みを着実に

実施し、事務・事業

の特性を踏まえ、Ｐ

ＤＣＡサイクルに

より、公平性・透明

性を確保しつつ、自

律的かつ継続的に

調達等の合理化を

推進する。 

 

＜指標＞ 

・一般競争入札によ

る鉄道施設に係る

建設工事での総合

評価落札方式実施

率（前中期目標期間

実績：平成２７年度

から平成２８年度

②調達等合理化の

取組み 

「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」（平成２

７年５月２５日総

務大臣決定）に基づ

き、毎年度調達等合

理化計画を策定し、

事務・事業の特性を

踏まえ、ＰＤＣＡサ

イクルにより、公正

性・透明性を確保し

つつ、自律的かつ継

続的に調達等の合

理化に取り組む。ま

た、入札・契約の適

正な実施について、

監事監査及び契約

監視委員会等のチ

ェックを受ける。 

②調達等合理化の

取組み 

「独立行政法人

における調達等合

理化の取組の推進

について」（平成２

７年５月２５日総

務大臣決定）に基づ

き、「令和３年度調

達等合理化計画」を

策定し、事務・事業

の特性を踏まえ、Ｐ

ＤＣＡサイクルに

より、公正性・透明

性を確保しつつ、自

律的かつ継続的に

調達等の合理化に

取り組む。また、入

札・契約の適正な実

施について、監事監

査及び契約監視委

員会等のチェック

を受ける。 

＜主な定量的指標＞ 

・一般競争入札による

鉄道施設に係る建設工

事での総合評価落札方

式実施率（前中期目標

期間実績：平成２７年

度から平成２８年度ま

での平均実施率・１０

０％） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・調達等合理化計画に

基づき、公正性・透明

性を確保しつつ、自律

的かつ継続的に調達等

の合理化に取り組んで

いるか。 

・監事監査及び契約監

視委員会等のチェック

を受けているか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成２

７年５月２５日総務大臣

決定）に基づき、令和３

年度独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機

構調達等合理化計画（以

下「令和３年度調達等合

理化計画」という。）を

策定し、契約監視委員会

による点検を受けた上で

公表するとともに、国土

交通大臣に報告した。 

また、令和３年度調達等

合理化計画に定めた重点

的に取り組む分野及び調

達に関するガバナンスの

徹底等について着実に実

施し、事務・事業の特性

を踏まえ、ＰＤＣＡサイ

クルにより、公正性・透

明性を確保しつつ、自律

的かつ継続的に調達等の

合理化に取り組んだ。  

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：令和 3年度調達等合理

化計画に基づき、公正性・透

明性を確保しつつ、自律的か

つ継続的に調達等の合理化

に取り組むとともに、入札・

契約の適正な実施について、

監事監査、契約監視委員会及

び入札監視委員会のチェッ

クを受けた。 

以上のことから、中期計画

等における所期の目標を達

成していると考えられる。 

   

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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までの平均実施率・

１００％） 

さらに、入札・契約の

適正な実施について、監

事監査、第三者機関であ

る契約監視委員会及び入

札監視委員会のチェック

を受けた。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（１）③ 人件費管理の適正化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ③人件費管理の適

正化 

給与水準につい

ては、政府におけ

る独立行政法人に

係る報酬・給与等

の見直しの取組み

を踏まえ、国家公

務員等の給与水準

等との比較を行い

つつ、事務・事業

の特性を踏まえて

適正な給与水準と

なるよう厳しく検

証し、その検証結

果及び取組状況を

公表する。 

③ 人件費管理の

適正化 

給与水準につい

ては、政府における

独立行政法人に係

る報酬・給与等の見

直しの取組みを踏

まえ、国家公務員等

の給与水準等との

比較を行いつつ、事

務・事業の特性を踏

まえて適正な給与

水準となるよう厳

しく検証し、その検

証結果及び取組状

況を公表する。 

③人件費管理の適

正化 

給与水準につい

ては、政府における

独立行政法人に係

る報酬・給与等の見

直しの取組みを踏

まえ、国家公務員等

の給与水準等との

比較を行いつつ、事

務・事業の特性を踏

まえて適正な給与

水準となるよう厳

しく検証し、その検

証結果及び取組状

況を公表する。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・検証結果及び取組状

況を公表しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

給与水準については、

政府における独立行政法

人に係る報酬・給与等の

見直しの取組みを踏ま

え、国家公務員等の給与

水準等との比較を行いつ

つ、事務・事業の特性を踏

まえて適正な給与水準と

なるよう厳しく検証し、

その検証結果及び取組状

況を公表した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：給与水準について厳し

く検証し、その検証結果及び

取組状況を公表しているこ

とから、中期計画における所

期の目標を達成していると

考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（１）④ 一般管理費の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

中期計画（百万円） 令和 4 年度(人件

費及び特殊要因

により増減する

経費を除く｡)に

おいて平成 29 年

度比で 5%程度に

相当する額の削

減 

6,780 - - - - 6,440 

程度 

 

年度計画予算額（百

万円） 

 - 6,774 

<6,810> 

(6,774) 

≪6,799≫ 

6,715  

<6,766> 

(6,715) 

≪6,766≫ 

6,664  

<6,729> 

(6,664) 

≪6,719≫ 

6,610 

<6,722> 

(6,610) 

≪6,722≫ 

 

 

(6,440) 

≪6,556≫ 

 

削減率（各年度計画

予算額と２９年度計

画予算額との比較） 

 - △0.1%  

<0.5%> 

(△0.1%) 

≪0.3%≫ 

△1.0%  

<0.2%> 

(△1.0%) 

≪△0.2%≫ 

△1.7% 

<△0.7%> 

(△1.7%) 

≪△0.9%≫ 

△2.5% 

<△0.9%> 

(△2.5%) 

≪△0.9%≫ 

 

 

(△5.0%) 

≪△3.3%≫ 

 

＜参考＞ 

中期計画上の推計額

（百万円） 

 - 6,774 

<6,810> 

(6,774) 

≪6,799≫ 

6,715  

<6,751> 

(6,715) 

≪6,740≫ 

6,664    

<6,700> 

(6,664) 

≪6,689≫ 

6,610 

<6,696> 

(6,610) 

≪6,635≫ 

6,440  

<6,526> 

(6,440) 

≪6,465≫ 

 

達成度（年度計画の

削減率と中期計画上

の削減率の比較） 

 - 100%  

<100%> 

(100%) 

≪100%≫ 

100%  

<48.6%> 

(100%) 

≪35.3%≫ 

100%  

<72.7%> 

  (100%) 

≪67.3%≫ 

100% 

<69.1%> 

(100%) 

≪40.1%≫ 

 

 

(100%) 

≪71.0%≫ 

 

（注１）本書は、特殊要因を除いた変更後の予算額。 
＜ ＞は、特殊要因を含んだ変更後の予算額。 
（ ）は、特殊要因を除いた当初計画の予算額。 
≪ ≫は、特殊要因を含んだ当初計画の予算額。 

（注２）特殊要因は、中央新幹線建設資金貸付等業務、海外高速鉄道調査等業務並びに都市鉄道融資及び物流施設融資業務に係る経費である。 
（注３）本表には人件費を含まない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ④一般管理費の効

率化 

一般管理費（人

件費及び特殊要因

により増減する経

費を除く。）につ

いては、中期目標

期間の最終年度

（令和４年度）に

おいて、前中期目

標期間の最終年度

（平成２９年度）

比で５％程度に相

当する額を削減す

る。 

④一般管理費の効

率化 

一般管理費（人件

費及び特殊要因に

より増減する経費

を除く。）について

は、中期計画期間の

最終年度（令和４年

度）において、前中

期計画期間の最終

年度（平成２９年

度）比で５％程度に

相当する額を削減

する。 

④一般管理費の効

率化 

一般管理費（人件

費及び特殊要因に

より増減する経費

を除く。）について

は、中期計画期間の

最終年度（令和４年

度）において、前中

期計画期間の最終

年度（平成２９年

度）比で５％程度に

相当する額の削減

を目指し、抑制を図

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・人件費及び特殊要因

を除いた一般管理費の

削減率（令和４年度に

おける対平成２９年度

比） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画期間の最終

年度（令和４年度）に

おける前中期計画期間

の最終年度（平成２９

年度）比の削減率に向

けた実施状況 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和３年度計画予算に

おける人件費を除いた一

般管理費６，７２２百万

円のうち、特殊要因（中央

新幹線建設資金貸付等業

務に係る経費３２百万

円、海外高速鉄道調査等

業務に係る経費２７百万

円、都市鉄道融資及び物

流施設融資業務に係る経

費２９百万円並びに令和

３年度以降の新たなＪＲ

二島貨物支援業務に係る

経費２４百万円）を除い

た評価対象の予算額は

６，６１０百万円であり、

平成２９年度計画予算

６，７８０百万円と比べ、

物件費を削減したことに

より１７０百万円（△２．

５％）を削減した。令和４

年度までの見込みは前記

「主要な経年データ」の

とおりとなっており、中

期計画における所期の目

標に向け着実に進捗して

いる。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：人件費及び特殊要因を

除いた一般管理費は平成 29

年度計画予算6,780百万円と

比べ、170 百万円（△2.5％）

を削減しており、中期計画に

おける所期の目標に向け着

実に進捗していると考えら

れる。 

以上のことから、中期計画

等における所期の目標を達

成していると考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（１）⑤ 事業費の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(平成 29 年度の事業

費年度計画予算額) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

 

(参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

中期目標（百万円） 平成 34 年度(特

殊要因により増

減する経費を除

く｡)において平

成 29年度比で 5%

程度に相当する

額の削減 

932,565 

 

- 

 

- - - 885,937 

程度 

 

年度計画予算額（百

万円） 

- - 976,139  

<1,001,910> 

(968,733) 

≪994,488≫ 

964,278  

<993,270> 

(962,224) 

≪991,216≫ 

982,050  

<1,128,434> 

(977,104) 

≪1,006,360≫ 

948,291 

<1,107,368> 

(943,276) 

≪1,102,353≫ 

 

 

(720,804) 

≪998,220≫ 

 

削減率（各年度計画

予算額と２９年度計

画予算額との比較） 

- - 4.7%  

<7.4%> 

(3.9%) 

≪6.6%≫ 

3.4%  

<6.5%> 

(3.2%) 

≪6.3%≫ 

5.3%  

<21.0%> 

(4.8%) 

≪7.9%≫ 

1.7% 

<18.7%> 

(1.1%) 

≪18.2%≫ 

 

 

(△22.7％) 

≪7.0％≫ 

 

＜参考＞ 

中期計画上の推計額

（百万円） 

- - 969,800  

<995,571> 

(969,800) 

≪995,554≫ 

977,190  

<1,003,050> 

(977,190) 

≪1,002,945≫ 

935,294  

<1,078,371> 

(935,294) 

≪961,050≫ 

992,816 

<1,149,690> 

(816,574) 

≪842,330≫ 

885,803  

<962,847> 

(826,888) 

≪852,644≫ 

 

達成度（年度計画の

削減率と中期計画上

の削減率の比較） 

- - 85.5%  

<90.9%> 

(102.9%) 

≪101.7%≫ 

140.7%  

<116.1%> 

(150.5%) 

≪120%≫ 

  5.5%  

<74.4%> 

(6.1%) 

≪38.6%≫ 

383.1% 

<124.2%> 

(△1082.9%) 

≪△53.1%≫ 

 

 

(△49.9％) 

≪△121.7％≫ 

 

  （注１）本書は、特殊要因を除いた変更後の予算額 
＜＞は、特殊要因を含んだ変更後の予算額 
（）は、特殊要因を除いた当初計画の予算額 
≪≫は、特殊要因を含んだ当初計画の予算額 

（注２）特殊要因は、中央新幹線建設資金貸付等業務、海外高速鉄道調査等業務並びに都市鉄道融資及び物流施設融資業務に係る経費である。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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業務実績 自己評価 

 ⑤事業費の効率化 

事業費（特殊要因

により増減する経

費を除く。）につい

ては、中期目標期間

の最終年度（令和４

年度）において、前

中期目標期間の最

終年度（平成２９年

度）比で５％程度に

相当する額を削減

する。 

⑤事業費の効率化 

事業費（特殊要因

により増減する経

費を除く。）につい

ては、中期計画期間

の最終年度（令和４

年度）において、前

中期計画期間の最

終年度（平成２９年

度）比で５％程度に

相当する額を削減

する。 

⑤事業費の効率化 

事業費（特殊要因

により増減する経

費を除く。）につい

ては、中期計画期間

の最終年度（令和４

年度）において、前

中期計画期間の最

終年度（平成２９年

度）比で５％程度に

相当する額の削減

を目指し、抑制を図

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・特殊要因を除いた事

業費の削減率（令和４

年度）における対平成

２９年度比） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画期間の最終

年度（令和４年度）に

おける前中期計画期間

の最終年度（平成２９

年度）比の削減率に向

けた実施状況 

＜主要な業務実績＞ 

令和３年度計画予算に

おける事業費１，１０７，

３６８百万円のうち、特

殊要因（中央新幹線建設

資金貸付等業務に係る経

費２５，７５６百万円、海

外高速鉄道調査等業務に

係る経費３，４８４百万

円、都市鉄道融資及び物

流施設融資業務に係る経

費６，２５１百万円、並行

在来線会社への出資業務

に係る経費６００百万円

並びに令和３年度以降の

新たなＪＲ二島貨物支援

業務に係る経費１２２，

９８６百万円）を除いた

評価対象の予算額は９４

８，２９１百万円であり、

平成２９年度計画予算９

３２，５６５百万円と比

べ、１５，７２６百万円

（＋１．７％）の増額とな

っている。 

これは整備新幹線事業

がピークを迎えているこ

とや北陸新幹線の事業費

増加等の影響により、対

平成２９年度比で増加と

なっているものである

が、令和４年度は、開業に

向けて事業が縮小する見

込みであること等から、

機構全体の事業費として

は、令和４年度における

削減目標を達成できる見

通しである。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：特殊要因を除いた事業

費は平成 29 年度計画予算

932,565 百万 円 と 比べ 、

15,726 百万円（＋1.7％）の

増額となっているものの、令

和 4年度は、整備新幹線事業

が縮小する見込みであるこ

と等から、令和 4年度におけ

る削減目標を達成できる見

通しである（特殊要因を除い

た令和4年度計画予算におけ

る事業費 720,804 百万円、△

22.7％）。 

以上のことから、中期計画

等における所期の目標を達

成していると考えられる。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

・「業務運営の抜本的な改善

に関する命令」に対し、機構

において改善措置をとりま

とめ、国土交通大臣に対し報

告（「業務運営の抜本的な改

善に関する命令を受けての

改善措置について（ご報

告）」）するとともに、速やか

に実施に移した。 

「北陸新幹線の工程・事業

費管理に関する検証委員会

報告書」で指摘いただいた事

項を踏まえつつ、これに限ら

ず業務プロセスの改善や組

織・人事体制の見直しなど機

構の仕事のあり方を根本か

ら見直すことを目的に、「鉄

道・運輸機構改革プラン」を

策定した。同プランの具体的

な取組内容や取組の期限、責

任者を整理したロードマッ

プを策定したうえで、定期的

に進捗を確認するためのフ

ォローアップを実施するこ

とで、同プランの着実な進捗

を図っている。 

令和2年度業務実績評価に

おいて主務大臣から示され

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 



76 

た＜今後の課題＞（下記）に

ついては、令和 4年度におい

ても引き続き対応していく。 

＜今後の課題＞ 

整備新幹線をはじめとす

る鉄道建設業務について、

「業務運営の抜本的な改善

に関する命令を受けての改

善措置について」を引き続き

確実に実施するとともに、令

和2年6月にとりまとめられ

た「北陸新幹線の行程・事業

費管理に関する検証委員会

報告書」の内容も踏まえて事

業費の管理を徹底し、あわせ

て機構全体の事業費の効率

化の取組を進めていく必要

がある。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（１）⑥ 資産の有効活用 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標最終年

度値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

保有宿舎・寮の平

均入居率 ― 

平成 25 年度から平

成 29 年度上期まで

の平均入居率･95% 

96.5% 95.3% 95.6% 95.1%  

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ⑥資産の有効活用 

宿舎等の保有資

産について、効率的

な活用を図るとと

もに、利用実態等に

照らして適切な場

合には処分を行う。 

 

＜指標＞ 

・保有宿舎・寮の

平均入居率（前中期

目標期間実績：平成

２５年度から平成

２９年度上期まで

の平均入居率・９

５％） 

 

⑥資産の有効活用 

宿舎等の保有資

産について、効率的

な活用を図るとと

もに、「８．重要な財

産の譲渡・担保に関

する計画」に従っ

て、資産の処分等及

び集約化を図る。 

⑥資産の有効活用 

宿舎等の保有資

産について、効率的

な活用を図るとと

もに、集約化のた

め、行田宿舎につい

ては売却手続きを

進める。 

＜主な定量的指標＞ 

・保有宿舎・寮の平均

入居率（前中期目標期

間実績：平成２５年度

から平成２９年度上期

までの平均入居率・９

５％） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・資産の処分等及び集

約化を図っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

保有宿舎・寮について

は、人事異動に伴う入居

者の入替え等により空室

となる期間を短くする

等、効率的な活用を図っ

た。 

行田宿舎については、

土地調査測量を完了し、

一般競争入札に付した結

果、令和３年１０月２１

日に落札者が決定し、同

年１１月１２日付け売買

契約書の締結に至った。

その後、契約書に基づく

物件の引渡しを終え、令

和３年１２月９日に所有

権移転登記を完了した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：保有宿舎・寮について

効率的な活用を図ったこと

により、９５．１％と高い入

居率を維持できた。また、行

田宿舎について売買契約書

を締結し所有権移転登を完

了させ、資産の集約化におい

て着実な進捗を図ることが

できた。 

以上のことから、中期計画

における所期の目標を達成

していると認められる 

。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４．（２） 電子化の推進 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

Ｗｅｂ会議開催回数 
― ― 

638 回 

(4 月~3 月) 

1,110 回 

(4 月~3 月) 

2,155 回 

(4 月~2 月) 

359 回 

(4 月~10 月) 
 

 

電子決済率 
― ― 

50.5% 

(4 月~3 月) 

59.3% 

(4 月~3 月) 

68.9% 

(4 月~12 月) 

84.6% 

(4 月~12 月) 
  

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）電子化の推進 

業務運営の簡素

化及び効率化を図

るため、ＩＴの活用

等により、業務の電

子化及びシステム

等の最適化を推進

する。 

 

＜指標＞ 

・Ｗｅｂ会議開催回

数 

・電子決裁率 

（２）電子化の推進 

業務運営の簡素

化及び効率化を図

るため、システム等

の事情を踏まえつ

つ、ＩＴの活用等に

より、業務の電子化

及びシステム等の

最適化を推進する。 

（２）電子化の推進 

業務運営の簡素

化及び効率化を図

るため、システム等

の事情を踏まえつ

つ、ＩＴの活用等に

より、業務の電子化

及びシステム等の

最適化を推進する。 

＜主な定量的指標＞ 

・Ｗｅｂ会議開催回数 

・電子決裁率 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・電子化の推進により

業務の簡素化及び効率

化を図っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

業務運営の簡素化及び

効率化を図るため、平成

２９年４月に策定した

「ＩＴ推進計画（平成２

９年度～令和４年度）」に

基づき、以下の主要施策

を実施した。 

１．Ｗｅｂ会議及びペー

パーレス会議 

Ｗｅｂ会議について

は、Ｗｅｂ会議が可能な

専用端末による利用とし

ていたものに加え、Ｍｉ

ｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａ

ｍｓの導入により各職員

の端末から利用が可能と

なり、さらにはビジネス

チャットやファイル共有

が可能となったことか

ら、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 

Ｔｅａｍｓに運用を統一

した。また、Ｗｅｂ会議や

ペーパーレス会議のニー

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：令和３年度の取組とし

て、業務の電子化及びシステ

ム等の最適化を推進したこ

とから、中期計画における初

期の目標を達成していると

考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

・令和３年１２月にデジタル

大臣が決定した「情報システ

ムの整備及び管理の基本的

な方針」にのっとり、適切な

対応を行うとともに、令和３

年７月に機構が策定・公表し

た「鉄道・運輸機構改革プラ

ン」を着実に実施する必要が

ある。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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ズの高まりを受けて、大

型ディスプレイ、スピー

カーマイク等の環境を充

実させたことにより、出

張に係る時間をほかの業

務に充てることが可能と

なったほか、遠隔地間の

コミュニケーションの円

滑化を図ることができ

た。 

 

２．電子決裁 

文書の起案について

は、電子的方式によるこ

とを原則としているとこ

ろ、電子決裁の不可能な

項目の見直しや電子決裁

の推進に関する通知を発

出し、電子決裁率の向上

に努めた。また、後述する

リモートアクセスサービ

スとの連携を行い、出張

等の外勤時においても承

認が可能な環境の整備に

努めた。このほか、グルー

プウェアのワークフロー

機能を用いて、出張等に

係る申請の承認を可能と

した。 

 

３．モバイル通信可能な

ノートＰＣの導入 

令和２年度に導入を開

始したモバイル通信機能

付きのノートＰＣについ

ては、３８４台（令和３年

度初：約２０％の配備率）

から１４６８台（令和３

年度末：約８０％の配備

率）へと大幅に導入を加

速化し、在宅勤務や自席

にとらわれない働き方が

可能となるよう環境を整

備するとともに、業務に

おける効率的で効果的な

活用を促進した。 

 

４．デジタルツールの利

活用 

リモートアクセスツー

ルを新たなサービスに移
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行し、従来から可能であ

った緊急時や外業におけ

るメールやイントラサイ

トの閲覧に加え、Ｔｅａ

ｍｓでのビジネスチャッ

トや業務システムの利用

を実現することができ

た。また、ＡＩを活用した

議事録作成ツールを導入

し、各種会議や関係者と

の協議などにおける議事

録作成の効率化に寄与す

ることができた。 

 

５．業務システムの最適

化 

 各部門の実務において

利用している業務システ

ムについては、ＣＩＯ補

佐官の助言を得て関係課

と課題を調整し、パッケ

ージシステムの未導入の

業務システムを中心に、

新たなシステムによる運

用・利用の効率化の実現

のため、システム間のデ

ータ連携が図れるようシ

ステムの構築を進めてい

る。また、地方機関で調

達・管理を行っている一

部のシステムについて

は、本社へ移管すること

とし、全体最適化に向け

た体制を整えた。 

 

６．事業におけるＤＸの

実現 

機構内に「ＩＣＴ推進

チーム」を初めて設置し、

遠隔臨場の確認項目の精

査と開始後の実証フォロ

ーなどＤＸを促進した。

北海道新幹線建設工事に

おいては、遠隔臨場のモ

デル工区を設定し、各種

技術の実証を行った。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（１） 財務運営の適正化（予算、収支計画及び資金計画） 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５．財務内容の改善

に関する事項 

（１）財務運営の適

正化 

中期目標期間に

おける予算、収支計

画及び資金計画に

ついて、適正に計画

し健全な財務体質

の維持を図る。 

独立行政法人会

計基準（平成１２年

２月１６日 独立

行政法人会計基準

研究会策定、平成２

７年１月２７日改

訂）等により、運営

費交付金の会計処

理として、業務達成

基準による収益化

が原則とされたこ

とを踏まえ、引き続

き、収益化単位とし

ての業務ごとに予

算と実績を管理す

５．財務内容の改善

に関する事項 

（１）予算、収支計

画及び資金計画 

 別紙のとおり。 

 

５．財務内容の改善

に関する事項 

（１）予算、収支計

画及び資金計画 

別紙のとおり。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画の予算、収

支計画及び資金計画に

基づくとともに、毎年

度の運営費交付金債務

残高の発生状況にも留

意して作成した年度計

画の予算、収支計画及

び資金計画について適

正に実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

・令和３年度の予算、収

支計画及び資金計画の計

画と実績（表３．１－１

参照） 

・令和３年度決算報告書

（表３．１－２参照） 

・目的積立金等の状況 

（表３．１－３参照） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期計画を踏まえ作成

した令和３年度計画に基づ

き、適正に実施したことか

ら、中期計画における所期の

目標を達成していると考え

られる。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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る。 

また、独立行政法

人会計基準等を遵

守し、適正な会計処

理に努める。 

なお、毎年度の運

営費交付金額の算

定については、運営

費交付金債務残高

の発生状況にも留

意した上で、厳格に

行う。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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表３．１－１ 令和３年度の予算、収支計画及び資金計画の計画と実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算

（単位：百万円）

整 備 新 幹 線 事 業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計 整 備 新 幹 線 事 業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

収入

国庫補助金等 62,686 12,210 -                   74,896 55,167 12,180 -                   67,347

地方公共団体建設費負担金 62,686 -                   -                   62,686 55,167 -                   -                   55,167 ※1

地方公共団体建設費補助金 -                   12,210 -                   12,210 -                   12,180 -                   12,180

政府出資金 -                   -                   3,400 3,400 -                   -                   168 168 ※2

借入金等 355,050 82,528 24,472 462,050 355,050 77,583 24,438 457,072

財政融資資金借入金 300,000 8,300 -                   308,300 300,000 8,300 -                   308,300

民間借入金 55,050 9,028 7,672 71,750 55,050 4,083 7,638 66,772

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 -                   65,200 16,800 82,000 -                   65,200 16,800 82,000

業務収入 88,754 71,374 33,305 193,433 87,937 74,364 33,440 195,741

受託収入 -                   -                   29,199 29,199 -                   -                   12,280 12,280 ※3

業務外収入 159 1,679 757 2,595 18,481 1,669 1,594 21,744 ※4

他勘定より受入 96,672 11,594 18,489 126,755 92,518 11,622 16,354 120,494

計 603,321 179,384 109,623 892,328 609,153 177,418 88,274 874,846

支出

業務経費

鉄道建設業務関係経費 493,055 34,059 22,934 550,049 412,398 32,260 17,996 462,654 ※5

受託経費

鉄道建設業務関係経費 -                   -                   26,811 26,811 -                   -                   11,076 11,076 ※6

借入金等償還 -                   134,040 52,463 186,503 -                   134,040 52,463 186,503

支払利息 2,737 6,335 1,123 10,195 3,071 5,863 964 9,898

一般管理費 3,952 411 941 5,305 3,383 362 604 4,349 ※7

人件費 10,868 1,133 2,605 14,606 10,557 1,130 1,429 13,117 ※8

業務外支出 8,961 2,593 3,447 15,001 254 291 131 676 ※9

他勘定へ繰入 683 20,408 -                   21,091 167 20,406 3 20,576

計 520,256 198,979 110,326 829,560 429,830 194,352 84,666 708,848

※1　整備新幹線事業において、事業の進捗が計画を下回ったことに伴う減

［人件費の見積もり］　11,417百万円を支出する。 ※2　その他事業において、出資が予定を下回ったことに伴う減

※3　その他事業において、事業の進捗が計画を下回ったことに伴う減

※4　整備新幹線事業において、消費税の還付があったことによる増

※5　整備新幹線事業において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

※6　その他事業において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

※7　経費の節減による減

 ※8　欠員があったことによる減

※9　消費税の納付がなかったことによる減

収支計画
（単位：百万円）

整 備 新 幹 線 事 業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計 整 備 新 幹 線 事 業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

費用の部 224,834 68,827 56,879 350,540 231,153 72,902 103,692 407,747

経常費用 224,674 62,872 55,701 343,247 230,861 67,570 52,842 351,274

鉄道建設業務費 223,818 62,661 54,021 340,500 225,424 67,359 52,121 344,905

受託経費 65 -                   1,354 1,418 4,644 -                   285 4,928 ※1

一般管理費 694 186 299 1,179 717 190 414 1,321 ※2

減価償却費 97 25 28 149 77 21 22 120 ※3

財務費用 4 5,832 1,162 6,997 12 5,292 984 6,288 ※4

雑損 156 124 16 296 280 40 79 399 ※5

臨時損失 -                   -                   -                   -                   0 -                   49,786 49,786 ※6

収益の部 224,834 68,792 56,911 350,537 231,153 72,924 104,430 408,507

鉄道建設業務収入 87,712 66,824 45,410 199,946 87,668 71,106 43,736 202,510

鉄道建設事業費補助金収入 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

鉄道建設事業費利子補給金収入 -                   25 -                   25 -                   26 -                   26

受託収入 65 -                   1,354 1,418 4,644 -                   285 4,928 ※1

資産見返負債戻入 136,898 1,782 9,991 148,671 138,257 1,689 9,582 149,527

資産見返補助金等戻入 133,009 1,775 975 135,758 133,888 1,644 691 136,223

その他 3,889 7 9,016 12,913 4,369 45 8,891 13,304

財務収益 4 0 -                   4 12 3 -                   15 ※7

雑益 156 161 155 472 570 101 334 1,005 ※8

臨時利益 -                   -                   -                   -                   3 -                   50,494 50,497 ※6

純利益 -                   △ 34 32 △ 3 -                   22 738 760

目的積立金取崩額 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
総利益 -                   △ 34 32 △ 3 -                   22 738 760

※1　整備新幹線事業において、受託事業の引渡しが計画を上回ったことによる増

※2　その他事業において、費用計上する一般管理費が予定を上回ったことによる増

※3　固定資産の取得が予定を下回ったことによる減

※4　民鉄線等事業において、借入金利が予定を下回ったことによる減

※5　整備新幹線事業において、雑損が予定を上回ったことによる増

※6　その他事業において減損損失を行ったことに伴う増

※7　利息収入が予定を上回ったことによる増

※8　整備新幹線事業において、雑収入が予定を上回ったことによる増

資金計画
（単位：百万円）

整 備 新 幹 線 事 業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計 整 備 新 幹 線 事 業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

資金支出 979,179 246,448 128,127 1,353,755 1,262,195 309,573 112,026 1,683,793

業務活動による支出 520,101 44,549 57,369 622,019 436,168 32,744 37,152 506,064 ※1

投資活動による支出 5 -                   458 463 777,000 112,600 155 889,755 ※2

財務活動による支出 -                   154,415 52,463 206,877 85 154,415 52,464 206,963

翌年度への繰越金 459,073 47,485 17,837 524,396 48,942 9,814 22,255 81,011

資金収入 979,179 246,448 128,127 1,353,755 1,262,195 309,573 112,026 1,683,793

業務活動による収入 248,112 96,785 81,149 426,045 239,828 97,753 67,375 404,956

受託収入 453 1,000 29,199 30,652 111 125 12,281 12,516 ※3

その他の収入 247,659 95,785 51,950 395,393 239,718 97,629 55,094 392,440

投資活動による収入 159 72 602 833 539,398 120,700 1,329 661,427 ※4
財務活動による収入 355,050 82,528 27,872 465,450 355,050 77,583 24,606 457,239
前年度よりの繰越金 375,858 67,064 18,504 461,426 127,918 13,536 18,716 160,171

※1　整備新幹線事業において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

（注２）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。 ※2　整備新幹線事業において、有価証券の取得があったことによる増

※3　その他事業において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

※4　整備新幹線事業において、有価証券の償還があったことによる増

区　　分
計画 実績

区　　分
計画 実績

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、我が国鉄道技術の海外展開に向けた
         取組みに係る経費である。

　　　　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職
　　　　者給与に相当する範囲の費用である。

【建設勘定】

区　　分
計画 実績

予算

（単位：百万円）

計画 実績

収入

借入金等 39,000 22,700

財政融資資金借入金 32,000 22,700 ※1　船舶取得費が予定を下回ったことに伴う減

民間借入金 7,000 - ※2　業務収入が予定を上回ったこと及び船舶取得費が予定を下回ったことに伴う減

業務収入 28,160 33,798 ※3　船舶売却金が予定を上回ったことによる増

業務外収入 92 558 ※4　雑収入が予定を上回ったことによる増

計 67,252 57,056

支出

業務経費

海事業務関係経費 46,386 33,012 ※5　船舶取得費が予定を下回ったことによる減

借入金等償還 23,364 23,364

支払利息 860 379 ※6　借入金利が予定を下回ったことによる減

一般管理費 227 205

人件費 739 644 ※7　欠員があったことによる減

業務外支出 140 0 ※8　民間借入金を借入れしなかったことによる減

計 71,716 57,605

［人件費の見積もり］　614百万円を支出する。

 

収支計画

（単位：百万円）

計画 実績

費用の部 26,444 24,900

経常費用 25,382 24,445

海事業務費 24,315 23,559

一般管理費 1,065 884 ※1　人件費が予定を下回ったことによる減

減価償却費 2 2

財務費用 1,061 360 ※2　借入金利が予定を下回ったことによる減

臨時損失 - 95 ※3　減損損失等があったことによる増

収益の部 26,873 26,550

海事業務収入 26,354 25,818

資産見返負債戻入

資産見返補助金等戻入 0 0

財務収益 0 0

雑益 518 233 ※4　船舶取得費が予定を下回ったこと等に伴う減

臨時利益 - 499 ※5　固定資産売却益等があったことによる増

純利益 429 1,650

目的積立金取崩額 - - 

総利益 429 1,650

資金計画
（単位：百万円）

計画 実績

資金支出 75,967 66,413

業務活動による支出 2,586 1,486 ※1　資産保全管理諸費が予定を下回ったこと等による減

投資活動による支出 45,764 32,787 ※2　船舶取得費が予定を下回ったことによる減

財務活動による支出 23,364 23,364

翌年度への繰越金 4,253 8,776

資金収入 75,967 66,413

業務活動による収入 26,484 25,879

投資活動による収入 1,659 8,363 ※3　船舶売却金が予定を上回ったことによる増

財務活動による収入 39,000 22,700 ※4　借入金の借入が予定を下回ったことによる減

前年度よりの繰越金 8,823 9,471

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

区　　　　　　　分

【海事勘定】

区　　　　　　　分

　　　　　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、
　　　　　超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

区　　　　　　　分
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予算

（単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設

資金貸付等業務
債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計 鉄道助成業務

中央新幹線建設

資金貸付等業務
債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

収入

運営費交付金 - - - 201 - 201 - - - 201 - 201

国庫補助金等 106,310 - - - - 106,310 100,016 - - - - 100,016

国庫補助金 106,284 - - - - 106,284 99,990 - - - - 99,990

政府補給金 26 - - - - 26 26 - - - - 26

借入金等

民間借入金 - - 342,000 - - 342,000 - - 342,000 - - 342,000

業務収入 - 25,750 72,431 283 - 98,465 - 25,750 72,431 254 - 98,435

業務外収入 72 - - 0 - 72 2 - 1 0 - 2 ※1

他勘定より受入 20,491 - - - - 20,491 20,475 - - - - 20,475

他経理より受入 16,300 - 20,375 - △36,675 -               16,300 - 20,375 - △36,675 -

計 143,173 25,750 434,806 484 △36,675 567,538 136,793 25,750 434,806 454 △36,675 561,129

支出

業務経費

鉄道助成業務関係経費 11,581 - - 6 - 11,587 9,583 - - 4 - 9,586 ※2

支払利息 - 25,750 10,054 - - 35,804 - 25,750 10,054 - - 35,804

一般管理費 - - - 127 - 127 - - - 115 - 115

人件費 - - - 325 - 325 - - - 283 - 283 ※3

業務外支出 188 - - 26 - 214 101 - - 25 - 126 ※4

他勘定へ繰入 111,029 - 408,452 - - 519,481 106,734 - 408,452 - - 515,186

他経理へ繰入 20,375 - 16,300 - △36,675 -               20,375 - 16,300 - △36,675 -

計 143,173 25,750 434,806 484 △36,675 567,538 136,792 25,750 434,806 427 △36,675 561,100

※1　鉄道助成業務において、助成金の返還が予定を下回ったことによる減

［人件費の見積もり］　275百万円を支出する。

※3　欠員があったことによる減

※4　鉄道助成業務において、国庫補助金の返納が予定を下回ったことによる減

収支計画

（単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務

債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計 鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務

債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

費用の部 122,798 25,750 79,980 460 △16,300 212,688 117,925 25,750 79,980 404 △16,300 207,759

122,610 - 26,610 460 △16,300 133,380 117,867 - 26,610 402 △16,300 128,579

122,610 - 26,610 - △16,300 132,921 117,867 - 26,610 - △16,300 128,177

- - - 458 - 458 - - - 400 - 400 ※1

- - - 1 - 1 - - - 1 - 1

- 25,750 53,370 - - 79,120 - 25,750 53,370 - - 79,120

188 - - - - 188 58 - - 2 - 60 ※2

臨時損失 - - - - - - - - - 0 - 0

122,798 25,750 72,431 459 △16,300 205,139 117,925 25,750 72,432 431 △16,300 200,238

- - - 188 - 188 - - - 187 - 187

16,300 25,750 72,431 257 △16,300 98,439 16,300 25,750 72,431 230 △16,300 98,412

106,310 - - - - 106,310 101,567 - - - - 101,567

賞与引当金見返に係る収益 - - - 13 - 13 - - - 12 - 12

退職給付引当金見返に係る収益 - - - 2 - 2 - - - 2 - 2

前払年金費用見返に係る収益 - - - - - - - - - - - -

- - - 0 - 0 - - - 0 - 0

- - - 0 - 0 - - - 0 - 0

- - - - - - - - - 0 - 0

財務収益 - - - - - - - - 1 0 - 1 ※3

188 - - 0 - 188 58 - - 0 - 59 ※4

臨時利益 - - - - - - - - - 0 - 0

- - △7,548 △0 - △7,549 - - △7,548 27 - △7,521

- - - 2 - 2 - - - 2 - 2

- - △7,548 1 - △7,547 - - △7,548 29 - △7,519

※2　鉄道助成業務において、国庫補助金の返納が見込みより少なかったことによる減

※3　財務収益が予定を上回ったことによる増

※4　鉄道助成業務において、助成金の返還が見込みより少なかったことによる減

資金計画

（単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務

債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計 鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務

債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

143,173 25,750 434,806 741 △36,675 567,796 136,565 25,750 434,807 777 △36,675 561,225

143,173 25,750 69,670 482 △36,675 202,399 136,564 25,750 69,670 406 △36,675 195,715

- - - 3 - 3 - - - 5 - 5 ※1

- - 365,136 - - 365,136 - - 365,136 - - 365,136

- - 0 256 - 256 1 - 1 366 - 368

143,173 25,750 434,806 741 △36,675 567,796 136,565 25,750 434,807 777 △36,675 561,225

143,173 25,750 92,806 486 △36,675 225,540 136,565 25,750 92,806 460 △36,675 218,907

- - - 201 - 201 - - - 201 - 201

106,310 - - - - 106,310 99,789 - - - - 99,789

36,863 25,750 92,806 285 △36,675 119,029 36,777 25,750 92,806 260 △36,675 118,918

- - 342,000 - - 342,000 - - 342,000 - - 342,000

- - 0 255 - 256 - - 0 317 - 317

※1　固定資産の取得が予定を上回ったことによる増

（注2）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

計画 実績

区　　　　　　　分

資産見返補助金等戻入

※1　経費の節減による減

計画 実績

区　　　　　　　分

計画 実績

総利益

資産見返運営費交付金戻入

純利益

目的積立金取崩額

雑益

※2　鉄道助成業務において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

収益の部

経常費用

鉄道助成業務費

一般管理費

減価償却費

財務費用

雑損

【助成勘定】

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に
相当する範囲の費用である。

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、機構法の一部改正に伴う令和３年度以降の
　　　　旅客会社に対する支援の拡充に係る経費である。

運営費交付金による収入

補助金等による収入

その他の収入

前年度よりの繰越金

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

翌年度への繰越金

資金収入

業務活動による収入

財務活動による収入

資金支出

運営費交付金収益

鉄道助成業務収入

補助金等収益

資産見返負債戻入

区　　　　　　　分

予算

（単位：百万円）

地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計 地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計

収入

運営費交付金 61 - 61                 57                 -                   57                 

政府出資金 - - -                   -                   -                   -                   

借入金等 5,500 - 5,500             4,920             -                   4,920             

財政融資資金借入金 5,500 - 5,500             4,920             -                   4,920             ※1

民間借入金 - - -                   -                   -                   -                   

業務収入 810 1,757 2,567             810               1,757             2,567             

業務外収入 1 - 1                   1                   0                   1                   ※2

他勘定より受入 600 - 600               101               - 101               ※3

計 6,972             1,757             8,729             5,889             1,757             7,646             

支出

業務経費

地域公共交通等業務関係経費 6,109             0                   6,109             5,035             0                   5,035             ※4

借入金等償還 61                 1,755             1,816             61                 1,755             1,816             

支払利息 676               -                   676               676               -                   676               

一般管理費 34                 4                   37                 31                 3                   34                 

人件費 86                 15                 101               84                 13                 97                 

業務外支出 7                   1                   7                   6                   0                   6                   ※5　

計 6,972             1,774             8,746             5,893             1,771             7,664             

［人件費の見積もり］　80百万円を支出する。

※5　消費税納付額が予定を下回ったことによる減

収支計画

（単位：百万円）

地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計 地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計

費用の部 830               18                 848               819               15                 835               

経常費用 132               18                 150               127               15                 142               

地域公共交通等業務費 8                   0                   8                   12                 0                   12                 ※1

一般管理費 124               17                 141               115               15                 130               

減価償却費 0                   0                   0                   0                   0                   0                   

財務費用 699               -                   699               692               -                   692               

臨時損失 -                   -                   -                   0                   0                   0                   

収益の部 830               1                   832               828               1                   829               

運営費交付金収益 57                 -                   57                 65                 -                   65                 ※2　

地域公共交通等業務収入 765               1                   766               759               1                   760               

賞与引当金見返に係る収益 7                   -                   7                   3                   -                   3                   ※3　

退職給付引当金見返に係る収益 0                   -                   0                   0                   -                   0                   

資産見返負債戻入 0                   -                   0                   0                   -                   0                   

資産見返運営費交付金戻入 0                   -                   0                   0                   -                   0                   

資産見返補助金等戻入 0                   -                   0                   0                   -                   0                   

財務収益 -                   -                   -                   0                   0                   0                   

雑益 1                   -                   1                   1                   0                   1                   

臨時利益 -                   -                   -                   0                   0                   0                   

純利益 - △ 16 △ 16 9                   △ 14 △ 5 

目的積立金取崩額 - 16 16                 -                   14                 14                 

総利益 - - -                   9                   -                   9                   
※1　地域公共交通等出資等業務において、前年度から

　　繰り越した物流調査業務費の費用化による増

※2　地域公共交通等出資等業務において、運営費交付

　　金債務として前年度から繰り越した額の収益化による

　　増

※3　人件費が予定を下回ったことに伴う減

資金計画

（単位：百万円）

地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計 地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計

資金支出 6,973             1,790             8,763             5,921             1,793             7,714             

業務活動による支出 6,910             18                 6,928             5,835             16                 5,851             ※1

投資活動による支出 1                   1                   2                   1                   1                   1                   ※2

財務活動による支出 61                 1,755             1,816             61                 1,755             1,816             

翌年度への繰越金 1                   16                 17                 24                 22                 45                 

資金収入 6,973 1,790 8,763             5,921             1,793             7,714             

業務活動による収入 1,473 1,757 3,229             973               1,757             2,730             

運営費交付金による収入 61 - 61                 57                 -                   57                 

その他の収入 1,411 1,757 3,168             915               1,757             2,672             ※3

投資活動による収入 - - -                   0                   0                   0                   

財務活動による収入 5,500 - 5,500             4,920             -                   4,920             ※4

前年度よりの繰越金 1 33 34                 28                 36                 65                 
※1　地域公共交通出資等業務において、貸付額が予定

（注2）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。 　　を下回ったことによる減

※2　固定資産の取得が予定を下回ったことによる減

※3　地域公共交通出資等業務において、出資額が計画

　　を下回ったことによる減

※4　地域公共交通出資等業務において、借入額が予定を

　　下回ったことによる減

区　　　　　　　分
計画 実績

区　　　　　　　分
計画 実績

※1　地域公共交通出資等業務において、事業の進捗が計
　　　画を下回ったことに伴う減

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及
び休職者給与に相当する範囲の費用である。

※2　地域公共交通出資等業務において、契約に係る費用
　　　が予定を下回ったことによる減

※3　地域公共交通出資等業務において、出資額が計画を
　　　下回ったことに伴う減（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、都市鉄道融資及び物流施設

　　　　融資に係る経費並びに並行在来線会社に対する出資に係る経費である。 ※4　地域公共交通出資等業務において、出資額が計画を
　　　下回ったことによる減

【地域公共交通等勘定】

区　　　　　　　分
計画 実績
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【特例業務勘定】

予算

（単位：百万円）

計画 実績

収入

業務収入 3,195                 4,119                   ※1　鉄道施設等整備支援事業貸付金の返還があったことによる増

業務外収入 7                       924                     ※2　鉄道施設等整備支援事業助成費の返還があったことによる増

他勘定より受入 408,452              408,452               

計 411,655              413,496               

支出

業務経費

特例業務関係経費 182,334              170,224               

支払利息 9,510                 9,510                   

一般管理費 1,026                 633                     ※3　嘱託手当が予定を下回ったことによる減

人件費 524                    415                     ※4　欠員があったことによる減

業務外支出 1                       1                         

他勘定へ繰入 15,726               13,761                 ※5　青函トンネル鉄道施設改修事業資金の繰入額が予定を下回ったことによる減

計 209,121              194,544               

 

収支計画

（単位：百万円）

計画 実績

費用の部 56,711               45,043                 

経常費用 47,199               35,531                 

特例業務費 45,761               34,328                 ※1　鉄道施設等整備支援事業助成費の事業計画の変更に伴う減

一般管理費 1,417                 1,182                   ※2　嘱託手当が予定を下回ったことによる減

減価償却費 22                     21                       

財務費用 9,511                 9,511                   

雑損 -                       0                         

臨時損失 -                       0                         

収益の部 43,323               46,461                 

特例業務収入 -                       2,202                   ※3　共済年金追加費用引当金戻入益を計上したことによる増

財務収益 43,319               43,330                 

雑益 4                       929                     ※4　鉄道施設等整備支援事業助成費の返還があったことによる増

臨時利益 -                       0                         

純利益 △13,388 1,419                   

目的積立金取崩額 - -                         

総利益 △13,388 1,419                   

資金計画

（単位：百万円）

計画 実績

資金支出 663,854              1,241,277             

業務活動による支出 209,094              193,775               

投資活動による支出 27                     917,020               ※1　定期預金の預入れがあったことによる増

翌年度への繰越金 454,733              130,481               

資金収入 663,854              1,241,277             

業務活動による収入 46,518               48,347                 

投資活動による収入 365,136              1,012,036             ※2　有価証券の償還があったことによる増

前年度よりの繰越金 252,199              180,893               

（注2）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

［人件費の見積もり］ 426百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超
過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注１）４期中期計画期間における特殊要因については、債務等処理法
        の一部改正に伴う令和３年度以降の会社等に対する支援の継続・
        拡充に係る経費である。

区　　　　　　　分
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　　決　　　算　　　報　　　告　　　書　　

　　支　　　　　　　　　　出　　

【総括表】 （単位 ： 円）

区　　　　　　　　　　　　　　分

（項）業務経費 796,465,181,000 680,510,649,117 -115,954,531,883 建設勘定において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

（項）受託経費 26,811,100,000 11,075,875,797 -15,735,224,203 建設勘定において、事業の進捗が計画を下回ったことによる減

（項）借入金等償還 211,682,792,000 211,682,792,000 0

（項）支払利息 57,045,042,000 56,266,442,008 -778,599,992

（項）一般管理費 6,721,558,000 5,336,343,964 -1,385,214,036 建設勘定において、経費の節減による減

（項）人件費 16,294,035,000 14,556,576,033 -1,737,458,967 建設勘定において、欠員があったことによる減

（項）業務外支出 15,364,020,000 810,009,498 -14,554,010,502 建設勘定において、消費税の納付がなかったことによる減

1,130,383,728,000 980,238,688,417 -150,145,039,583

(注1)  勘定間繰入を含んでいない。

(注2)  予算額は、年度計画予算額である。

支　　　出　　　合　　　計

予 算 額 決 算 額 差 額 備 考

　　決　　　算　　　報　　　告　　　書　　

　　収　　　　　　　　　　入　　

【総括表】 （単位 ： 円）

区　　　　　　　　　　　　　　分

（款）運営費交付金 261,788,000 257,857,000 -3,931,000

（款）国庫補助金 106,284,241,000 99,990,309,324 -6,293,931,676

（款）地方公共団体建設費負担金 62,686,000,000 55,167,228,437 -7,518,771,563 建設勘定において、事業の進捗が計画を下回ったことに伴う減

（款）地方公共団体建設費補助金 12,210,000,000 12,180,232,630 -29,767,370

（款）政府補給金 26,000,000 26,000,000 0

（款）政府出資金 3,400,000,000 167,635,795 -3,232,364,205 建設勘定において、出資が予定を下回ったことに伴う減

（款）民間出えん金 0 0 0

（款）財政融資資金借入金 345,800,000,000 335,920,000,000 -9,880,000,000

（款）民間借入金 420,750,000,000 408,771,570,000 -11,978,430,000

（款）鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 82,000,000,000 82,000,000,000 0

（款）業務収入 325,820,002,000 334,659,868,087 8,839,866,087

（款）受託収入 29,199,200,000 12,280,246,751 -16,918,953,249 建設勘定において、事業の進捗が計画を下回ったことに伴う減

（款）寄附金等収入 0 0 0

（款）業務外収入 2,767,191,000 23,228,626,982 20,461,435,982 建設勘定において、消費税の還付があったことによる増

1,391,204,422,000 1,364,649,575,006 -26,554,846,994

(注1)  勘定間繰入を含んでいない。

(注2)  予算額は、年度計画予算額である。

収　　　入　　　合　　　計

備 考予 算 額 決 算 額 差 額
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表３．１－３ 目的積立金等の状況 

 

（１）建設勘定                           （単位：百万円、％）          （４）助成勘定                           （単位：百万円、％） 

 平成 30 年度末 

(初年度) 
令和元年度末 令和 2年度末 令和 3年度末 

令和 4年度末 

(最終年度) 

前中期目標期間繰越積立金 12,361 12,361 12,361 12,361  

目的積立金 - - - -  

積立金又は繰越欠損金 381 1,077 1,197 1,958  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金 - - - -  

運営費交付金債務 - - - -  

当期の運営費交付金交付額(a) - - - -  

 うち年度末残高(b) - - - -  

当期運営費交付金残存率(b÷a)      

 

（２）海事勘定                                       (単位:百万円、％) 

 

(５)特例業務勘定                                      (単位:百万円､％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)地域公共交通等勘定                                (単位:百万円、％) 

 平成 30 年度末 

(初年度) 
令和元年度末 令和 2年度末 令和 3年度末 

令和 4年度末 

(最終年度) 

前中期目標期間繰越積立金 81 55 35 22  

目的積立金 - - - -  

積立金又は繰越欠損金 9 3 10 10  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金 - - - -  

運営費交付金債務 - - 11 -  

当期の運営費交付金交付額(a) 45 43 59 57  

 うち年度末残高(b) - - 11 -  

当期運営費交付金残存率(b÷a) - - 19.1% -  

 

 

 平成 30 年度末 

(初年度) 
令和元年度末 令和 2年度末 令和 3年度末 

令和 4年度末 

(最終年度) 

前中期目標期間繰越積立金 103 101 98 97  

機構法第 18 条第 2項積立金 163,740 163,740 163,740 163,740  

目的積立金 - - - -  

積立金又は繰越欠損金 4,946 △4,565 △13,024 △20,543  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金 - - - -  

運営費交付金債務 - - - -  

当期の運営費交付金交付額(a) 204 215 200 201  

 うち年度末残高(b) - - - -  

当期運営費交付金残存率(b÷a) - - - -  

 平成 30 年度末 

(初年度) 
令和元年度末 令和 2年度末 令和 3年度末 

令和 4年度末 

(最終年度) 

前中期目標期間繰越積立金 - - - -  

目的積立金 - - - -  

積立金又は繰越欠損金 △25,765 △24,057 △23,020 △21,370  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金 - - - -  

運営費交付金債務 - - - -  

当期の運営費交付金交付額(a) - - - -  

 うち年度末残高(b) - - - -  

当期運営費交付金残存率(b÷a)      

 平成 30 年度末 

(初年度) 
令和元年度末 令和 2年度末 令和 3年度末 

令和 4年度末 

(最終年度) 

前中期目標期間繰越積立金 1,014,464 1,014,464 1,014,464 1,014,464  

目的積立金 - - - -  

積立金又は繰越欠損金 76,774 82,753 77,311 78,729  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金 - - - -  

運営費交付金債務 - - - -  

当期の運営費交付金交付額(a) - - - -  

 うち年度末残高(b) - - - -  

当期運営費交付金残存率(b÷a)      
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（１） 財務運営の適正化（財務運営の適正化） 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）財務運営の適

正化 

中期目標期間に

おける予算、収支計

画及び資金計画に

ついて、適正に計画

し健全な財務体質

の維持を図る。 

独立行政法人会

計基準（平成１２年

２月１６日 独立

行政法人会計基準

研究会策定、平成２

７年１月２７日改

訂）等により、運営

費交付金の会計処

理として、業務達成

基準による収益化

が原則とされたこ

とを踏まえ、引き続

き、収益化単位とし

ての業務ごとに予

算と実績を管理す

る。 

また、独立行政法

（２）財務運営の適

正化 

独立行政法人会

計基準（平成１２年

２月１６日独立行

政法人会計基準研

究会策定、平成２７

年１月２７日改訂）

等により、運営費交

付金の会計処理と

して、業務達成基準

による収益化が原

則とされたことを

踏まえ、収益化基準

の単位としての業

務ごとに予算と実

績の管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

また、各年度期末

（２）財務運営の適

正化 

独立行政法人会計

基準（平成１２年２

月１６日独立行政

法人会計基準研究

会策定、平成２７年

１月２７日改訂）等

により、運営費交付

金の会計処理とし

て、業務達成基準に

よる収益化が原則

とされたことを踏

まえ、収益化基準の

単位としての業務

ごとに予算と実績

の管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 また、年度末にお

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・独立行政法人会計基

準（平成１２年２月１

６日独立行政法人会計

基準研究会策定、平成

２７年１月２７日改

訂）等により、運営費

交付金の会計処理とし

て、業務達成基準によ

る収益化が原則とされ

たことを踏まえ、収益

化基準の単位としての

業務ごとに予算と実績

の管理を実施している

か。 

・各年度期末における

運営費交付金債務に関

し、その発生状況を厳

格に分析し、減少に向

＜主要な業務実績＞ 

独立行政法人会計基準

等により、運営費交付金

の会計処理として、業務

達成基準による収益化が

原則とされたことを踏ま

え、収益化基準の単位と

しての業務ごとに予算と

実績の管理を行った。ま

た、受け入れた運営費交

付金については、全額を

収益計上済みであり、こ

の結果、令和３年度末に

おいては、運営費交付金

債務残高は発生していな

い。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：独立行政法人会計基準

等により、運営費交付金の会

計処理として、業務達成基準

による収益化が原則とされ

たことを踏まえ、収益化基準

の単位としての業務ごとに

予算と実績の管理を行った

他、受け入れた運営費交付金

については、全額を収益計上

済みであり、独立行政法人会

計基準等を遵守して適正な

会計処理を行った結果、令和

３年度末において運営費交

付金債務残高は発生してい

ない。 

以上のことから、中期計画

における所期の目標を達成

していると考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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人会計基準等を遵

守し、適正な会計処

理に努める。 

 

 

 

 

 

 

なお、毎年度の運

営費交付金額の算

定については、運営

費交付金債務残高

の発生状況にも留

意した上で、厳格に

行う。 

における運営費交

付金債務に関し、そ

の発生状況を厳格

に分析し、減少に向

けた努力を行うと

ともに、独立行政法

人会計基準等を遵

守し、適正な会計処

理に努める。 

なお、毎年度の運

営費交付金額の算

定については、運営

費交付金債務残高

の発生状況にも留

意した上で、厳格に

行う。 

ける運営費交付金

債務に関し、その発

生状況を厳格に分

析し、減少に向けた

努力を行うととも

に、独立行政法人会

計基準等を遵守し、

適正な会計処理に

努める。 

 なお、運営費交付

金額の算定につい

ては、運営費交付金

債務残高の発生状

況にも留意した上

で、厳格に行う。 

 

けた努力を行っている

か。 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（２） 資金調達 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）資金調達 

毎年度の資金計

画を策定するとと

もに、計画的な債券

発行等を通じて、資

金調達コストの抑

制を図る。 

（３）資金調達 

資金計画を策定

し、短期資金及び長

期資金の併用等に

よる柔軟かつ効率

的な資金調達を行

うことにより、資金

調達コストの抑制

を図る。 

（３）資金調達 

資金調達に当た

っては、サステナビ

リティファイナン

スを有効活用した

資金計画を策定し、

短期資金及び長期

資金を併用した柔

軟かつ効率的な資

金調達を行うこと

により、資金調達コ

ストの抑制を図る。

また、ＩＲ活動等を

通じ機構の環境・社

会貢献面への取り

組みを幅広く訴求

することにより投

資家層の拡大を図

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・資金計画に基づき、

資金調達コストの抑制

を図っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

サステナビリティファ

イナンス（注）を活用した

資金計画を策定し、短期

資金及び長期資金を併用

した柔軟かつ効率的な資

金調達を実施し、資金調

達コストの抑制を図っ

た。 

投資家層の拡大等によ

る安定的な資金調達の実

施を目的とした投資家に

対する継続的な個別ＩＲ

活動は、コロナ禍におい

てもＷＥＢ会議等を活用

し、９２機関（令和２年度

の個別ＩＲ３３機関）に

対して実施することがで

きた。また、投資家向けの

セミナーも個別ＩＲ活動

同様、ＷＥＢ会議等も活

用し、年間１９回登壇し、

４，３５４名（令和２年度

の投資家向けセミナー１

０回 １，３８０名）の参

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：コロナ禍においても、

ＷＥＢ会議等を活用して個

別ＩＲや投資家向けセミナ

ーを実施し、積極的かつ丁寧

な情報発信に努めた。令和３

年度の発行において通常は

地方債に一定の金利が上乗

せされるところ地方債と同

水準での起債（５年債、１０

年債、１５年債及び２０年

債）ができた等、低利で安定

的な資金調達を実施するこ

とができたほか、環境や社会

性に共感した９７件（平成３

１年度からの累計２６９件）

という多くの投資家から機

構債券への投資表明を新規

に得ることができた。なお、

令和４年２月のサステナビ

リティボンドの発行で、財投

機関では初めて全国４７ 

都道府県すべての地域の投

資家から投資表明を獲得す

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

令和３年度も引き続きコロナ禍で通常の資金調達業務が制約される状況の中、

ｗｅｂ会議や電話会議システムを積極的に活用した個別ＩＲを実施するともに、

ｗｅｂセミナーに登壇し、ＳＤＧｓの掲げる目標に貢献する機構の取り組みを丁

寧に説明することで投資家層の拡大を図り、環境や社会性に共感した９７件とい

う多くの投資家から機構債券への投資表明を新規に獲得するに至った。 

また、令和３年度に発行したサステナビリティボンドが過去最高を含む高水準

の需要倍率を獲得するとともに、財投機関では初めて全国４７ 都道府県すべて

の地域の投資家から投資表明を獲得したほか、地方債との資金調達コストの比較

において、スプレッドが前年度よりもさらに縮小する結果（０．００４％→０．

００１％）となるなど、機構が投資先としての魅力を向上させ、低コストで安定

的な資金調達を実施し、多額の資金を必要とする鉄道建設、船舶共有建造といっ

た機構業務の質の向上に寄与していることが認められる。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認

められることからＡ評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 
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加者に対して鉄道建設・

船舶共有建造を通じて

「強靭（レジリエント）な

インフラ構築」などのＳ

ＤＧｓの掲げる目標に貢

献する機構の取り組みを

丁寧に説明した。 

また、投資家向けセミ

ナーの他、テレビ・新聞等

の各種メディアに理事

長・副理事長も出演等し、

より多くの視聴者層に対

して機構のＳＤＧｓへの

取り組みやＣＢＩ認証付

きサステナビリティボン

ドの意義などを訴求する

ことができた。 

この結果、金融機関や

保険会社の他、地方自治

体、一般財団法人、公共法

人等多様な業態からの購

入が見られ、過去最高の

需要倍率の獲得や通常は

地方債に一定の金利が上

乗せされるところ発行す

る全年限で地方債と同水

準での起債を実現した。 

（注）「サステナビリティ

ファイナンス」とは、調達

資金の使途が、①環境改

善効果があること（グリ

ーン性）及び、②社会的課

題の解決に資するもので

あること（ソーシャル性）

の双方を有するもの。 

ることができた。また、起債

時の需要倍率の獲得が過去

最高（５年債（４．７０→６．

０５倍）、１０年債（５．４２

→７．８５倍）、１５年債（１．

６３→２．３８倍）、２０年債 

（２．４８→２．９７倍）、倍

率は令和２年度と令和３年

度の比較）となった等、低利

で安定的な資金調達を実施

することができた。 

  

＜課題と対応＞ 

・なし 

（外部有識者からの意見） 

・低利での資金調達行うことができ、また、財投機関として初めて全国４７都道

府県すべての投資家から投資表明を獲得したとのことであり、Ａ評価は妥当であ

ると考える。 

・国際的評価機関から得たサステナビリティファイナンスの適格性に基づいて

地方債と同水準の金利での起債を行い、過去最高の起債時需要倍率で達成したこ

とは、機構の財務健全性の下での継続的発展に大きく資するものであり、評価で

きる。 

・サステナビリティボンドの発行による低利・安定な資金調達は高く評価でき

る。 

・昨年度同様に、高い信頼レベルを維持している。継続を大いに期待する。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 

 

  



92 

業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６．（１） 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）人事に関する

計画 

機構の役割を果

たすための人材確

保・育成方針を策定

し、社会的要請に応

えうる組織運営に

努める。 

（２）人事に関する

計画 

機構の役割を果

たすため、人材確保

に係る方針を策定

し、事業規模、事業

内容等業務の実情

に応じて必要な人

材の確保に努め、各

業務の進捗に対応

した人員の適正配

置等重点的な運用

を行うとともに、人

材育成に係る方針

を策定し、高度な専

門的知識の修得、技

術スキルの向上等

を図る研修を実施

することにより、社

会的要請に応えう

る組織運営に努め

る。 

（２）人事に関する

計画 

機構の役割を果

たすため、人材確保

に係る方針を策定

し、事業規模、事業

内容等業務の実情

に応じて必要な人

材の確保に努め、業

務量が増加した繁

忙部門に必要な人

員を重点的に配置

する等、人員の適正

配置と重点的な運

用を行うとともに、

人材育成に係る方

針を策定し、高度な

専門的知識の修得、

技術スキルの向上

等を図る研修を実

施することにより、

社会的要請に応え

うる組織運営に努

める。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・ 必要な人材を確保

しているか。 

・ 人員の適正配置等

重点的な運用を行って

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

人材確保に係る方針と

して令和３年度新規職員

採用計画に基づき、現在

及び将来の業務の円滑な

遂行を見据え、３９名の

新規職員を採用した。ま

た、即戦力として期待さ

れる９名の社会人を採用

した。さらに、定年退職者

を引き続き雇用する再雇

用制度及び特定の事務所

に勤務し定例・定型的業

務を行う職員を雇用する

事務所限定職員制度を活

用するとともに、再雇用

期間満了者の嘱託（常勤・

非常勤）採用により、必要

な人材確保に努めた。こ

れら採用等のほか、鉄道

事業者等他機関からの出

向者の受入れ強化、他機

関へ出向している者の引

揚げも行い、各事業の工

程、事業量等を勘案のう

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：令和３年度新規職員採

用計画に基づき、新規職員や

社会人の採用、再雇用制度や

事務所限定職員制度の活用、

嘱託の採用により、業務の実

情に応じた必要な人材確保

に努め、また、鉄道事業者等

他機関からの出向者の受入

れ強化、他機関へ出向してい

る者の引揚げも行い、業務量

を考慮した人員配置を行っ

た。さらに、社内公募制度の

実施や、従来の運用にとらわ

れない昇格人事により、意欲

や能力のある職員を積極的

に登用するなど、人員の重点

配置の取り組みを行った。 

また、令和３年度研修実施

計画に基づき、階層別研修及

び専門別研修を計画どおり

着実に実施した。なお、人材

育成の観点から、社会人採用

者に対してもメンタリング

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 全国的に建設技術者不足が表面化する中、新規職員や即戦力となる社会人の採

用、再雇用制度や事務所限定職員制度の活用、嘱託の採用により、業務の実情に

応じた必要な人材の確保に努めるとともに、鉄道プロジェクト推進のため、鉄道

事業者や航空事業者等他機関からの出向者の受入れを強化し（鉄道建設業務にお

ける鉄道事業者等からの出向者受入実績：令和２年度末３６人→令和３年度末８

９人）、業務量の変動に応じた適切な人員配置を行った。 

また、令和３年７月に機構が策定・公表した「鉄道・運輸機構改革プラン」に

おいて、人事体制・人材育成の見直しを具体的な取組項目に掲げ、現状の課題を

整理した上で様々な意欲的な取組を実施した。 

令和３年度から出向等のポストに関する社内公募制度を新たに実施するとと

もに、本社と地方機関を移動していく中で昇格させる従来の運用にとらわれず、

本社の課長をそのまま部長に昇格させるなどの柔軟な人事運用を行うことで、意

欲や能力のある職員を積極的に登用し、人員の重点配置の取組を行った。 

さらに、従来からの階層別研修及び専門別研修に加えて、国土交通省の協力を

得て、国の公共工事等に関する国土交通大学校主催研修への機構職員の参加を拡

大し、人材育成の観点から研修の充実に取り組んだほか、従来は新卒職員を対象

に実施してきたメンタリング制度について、令和３年１２月期より社会人採用者

に対しても開始するなど、新規採用者に配慮する取組も行った。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認
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え、業務量に応じた適正

な人員配置に努めた。さ

らに、社内公募制度の実

施や、従来の運用にとら

われない昇格人事によ

り、意欲や能力のある職

員を積極的に登用するな

ど、人員の重点配置の取

り組みを行った。 

また、人材育成に係る

方針として令和３年度研

修実施計画に基づき、職

員の資質向上を図るため

の階層別研修のほか、高

度な専門的知識の修得、

技術スキルの向上等を図

るための専門別研修を着

実に実施した。なお、人材

育成の観点から、社会人

採用者に対してもメンタ

リング制度を開始する

等、新規採用者に配慮す

る取り組み等も行ってい

る。 

制度を開始する等、新規採用

者に配慮する取り組み等も

行っている。 

以上のことから、中期計画

における所期の目標を上回

る成果が得られていると考

えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

 出向者の受入れを含め、引

き続き、業務の実情に応じた

人材確保に努める必要があ

る。また、人材の育成につい

ては、組織横断的に取組を推

進するため、人材育成課を令

和４年４月に設置し、複数の

キャリアパスの整備や人材

育成プログラムの整備など

に取り組む。 

 

められることからＡ評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・Ａ評価となるかは微妙なところだが、鉄道事業者等から出向者が大きく増加

し、人材確保が進んでいることを重視するということであれば、Ａ評価も妥当で

はないか。 

・新規採用者の積極雇用のほか、定年退職者の再雇用、再雇用期間満了者の嘱託

採用によって、人材確保に努めるとともに、鉄道事業者等の他機関からの出向者

を積極的に受け入れ、とりわけ令和４年度には前年度比５４名増（前年度比２

８％増）を達成し人材交流も積極的に推進している。これらの一連の人的資源の

安定的確保とその活性化に向けた努力は評価できる。 

・機構改革プランに基づく人事制度の見直しを進めているが、通常の年度計画に

基づく人事計画と基本的に大きく変わるものではないように見える。 

・中期的な人事計画に対して、明確な方針を得ている。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６．（２） 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ６．その他業務運営

に関する重要事項 

 

（２）内部統制の充

実・強化 

「独立行政法人

の業務の適正を確

保するための体制

等の整備」（平成２

６年１１月２８日

総務省行政管理局

長通知）に基づき、

業務方法書に定め

た事項を確実に実

施し、「業務運営の

抜本的な改善に関

する命令を受けて

の改善措置につい

て」を確実に実施す

るとともに、法人の

長のリーダーシッ

プのもと、内部統制

の取組みについて

実態把握、継続的な

分析、必要な見直し

を行う。 

 

 

（４）その他当該中

期目標を達成する

ために必要な事項

①内部統制の充実・

強化 

 「独立行政法人の

業務の適正を確保

するための体制等

の整備」（平成２６

年１１月２８日総

務省行政管理局長

通知）に基づき、業

務方法書に定めた

事項を確実に実施

するとともに、「業

務運営の抜本的な

改善に関する命令

を受けての改善措

置について」を確実

に実施する。 

理事長のリーダ

ーシップのもと、理

事長を委員長とし、

全役員が参画する

内部統制委員会を

中心に、機構のミッ

ションや中期目標

の達成を阻害する

（４）その他当該中

期目標を達成する

ために必要な事項

①内部統制の充実・

強化 

「独立行政法人の

業務の適正を確保

するための体制等

の整備」（平成２６

年１１月２８日総

務省行政管理局長

通知）に基づき、業

務方法書に定めた

事項を確実に実施

するとともに、「業

務運営の抜本的な

改善に関する命令

を受けての改善措

置について」を確実

に実施する。 

理事長のリーダ

ーシップのもと、理

事長を委員長とし、

全役員が参画する

内部統制委員会を

中心に、機構のミッ

ションや中期目標

の達成を阻害する

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の取組みに

ついて実態把握、継続

的な分析、必要な見直

しを行い、内部統制の

充実・強化を図ってい

るか。  

・再発防止対策につい

て、これまでの取組み

を踏まえた上で、必要

に応じて見直しを行い

ながら、着実に取り組

んでいるか。 

＜主要な業務実績＞ 

 「業務運営の抜本的な改

善に関する命令を受けての

改善措置について」を踏ま

え、鉄道建設事業における

各路線が抱える課題の早期

解決に取り組んだ。具体的

には、工程管理・事業費管理

のルールを見直し、工程と

事業費の同時かつ総合的な

審議を行うために設置され

た、理事長を委員長とする

事業総合管理委員会を通じ

て、リスクを早期に把握し、

組織として適時適切な対応

を図った。また、関係自治体

等で構成する会議体を通じ

て各工区の工事の進捗状

況、事業費の執行状況、発生

しているリスク要因等につ

いて体系的な情報共有を行

った。 

さらに、令和３年７月に

策定・公表した、機構の未来

を我々自身の力で築き上げ

ていくための具体的な取組

みをまとめた「鉄道・運輸機

構改革プラン」について、プ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：「業務運営の抜本的な

改善に関する命令を受けて

の改善措置について」を踏

まえ、各路線が抱える課題

の早期解決に取り組んだ。

具体的には、工程管理・事

業費管理のルールを見直

し、工程と事業費の同時か

つ総合的な審議を行うため

に設置された、理事長を委

員長とする事業総合管理委

員会を通じて、リスクを早

期に把握し、組織として適

時適切な対応を図った。ま

た、関係自治体等で構成す

る会議体を通じて各工区の

工事の進捗状況、事業費の

執行状況、発生しているリ

スク要因等について体系的

な情報共有を行った。 

その一方で、機構が今後

とも着実に事業を進めてい

くためには、機構の事業を

とりまく大きな環境変化を

的確にとらえ、業務プロセ

スの改善や組織・人事体制

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 令和３年１月に国土交通大臣に報告した「業務運営の抜本的な改善に関する命

令を受けての改善措置について」に基づき、令和３年４月に地域密着型の組織と

して北陸新幹線建設局を設置して現場の業務執行体制を強化するとともに、工程

管理・事業費管理のルール見直しにより本社においてリスクを迅速に把握し、理

事長を委員長とする事業総合管理委員会の場で工程と事業費を同時かつ総合的

に審議するなど、業務改善命令を踏まえた機構の体制及びガバナンスの強化の取

組を確実に実施した。 

 さらに、機構では、「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措

置について」の内容にとどまらず、機構がそれぞれの事業に組織の総力をあげて

効果的に取り組めるようにするための組織全体の改革を行うこととし、そのため

の具体的な行動計画として、「鉄道・運輸機構改革プラン」を令和３年７月に策

定・公表して、理事長のリーダーシップの下、業務改善の取組を強力に進めてい

るところであり、本取組は、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制

等の整備」（平成 26年 11 月 28 日総務省行政管理局長通知）に定められた内部統

制の基本要素の充実・強化にもつながるものである。 

この機構改革プランの策定に当たっては、新理事長の改革への強い決意の下、

地方機関を含む機構内の全部署を対象とした説明会を複数回にわたり開催して

おり、全役職員に対して実施した意見募集では多数の意見が寄せられるなど、機

構改革プランの策定過程そのものが、理事長のリーダーシップの発揮と役職員間

のコミュニケーションの活性化に寄与していることが見て取れる。また、機構改

革における議論の過程や取組の成果を機構内に広く情報発信するなど、現場を含
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また、北陸新幹線

融雪・消雪基地機械

設備工事の入札に

おける情報漏えい

事案等の反省に立

ち、入札談合等関与

行為等の再発防止

対策については、こ

れまでの取組みを

踏まえた上で、必要

に応じて見直しを

行いながら、引き続

き取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

要因（リスク）の把

握・対応を行うな

ど、内部統制の取組

みについて実態把

握、継続的な分析、

必要な見直しを行

い、内部統制の充

実・強化を図る。 

また、北陸新幹線

融雪・消雪基地機械

設備工事の入札に

おける情報漏えい

事案等の反省に立

ち、その再発防止対

策について、これま

での取組みを踏ま

えた上で、必要に応

じて見直しを行い

ながら、引き続き着

実に取り組む。 

要因（リスク）の把

握・対応を行う等、

内部統制の取組み

について実態把握、

継続的な分析、必要

な見直しを行い、内

部統制の充実・強化

を図る。 

また、北陸新幹線

融雪・消雪基地機械

設備工事の入札に

おける情報漏えい

事案等の反省に立

ち、その再発防止対

策について、これま

での取組みを踏ま

えた上で、必要に応

じて見直しを行い

ながら、引き続き着

実に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

ランに掲げる各種取組みの

テーマ毎にプロジェクト推

進チームを設置し、チーム

の責任者として役員を据

え、取組みを推進した。ま

た、改革プランを着実かつ

効果的に推進するため、プ

ロジェクトマネジメント体

制の構築や新たな入札契約

制度の導入などの各種取組

みの進捗状況の定期的な理

事会への報告等を通じて継

続的にフォローアップを行

った。 

改革プランの実施を通じ

て、独立行政法人の内部統

制の基本的要素である「統

制環境」、「情報と伝達」及び

「ＩＣＴへの対応」につい

て、以下のとおり改善が進

んでおり、さらなる取組み

に努めたところである。 

・統制環境…組織体制の見

直し、プロジェクトマネジ

メント体制の構築、人事体

制の見直しによる統制環境

の整備。 

・情報と伝達…改革プラン

の策定、実施を通じて、理事

長その他幹部と職員との意

見交換の機会が増えたこと

による内部伝達の改善。対

外的な情報発信の強化の取

組みによる外部伝達の改

善。 

・ＩＣＴへの対応…モバイ

ルＰＣの導入促進、工事現

場での遠隔臨場の実施等の

ＩＣＴ施策を検討の上、実

施することにより、ＩＣＴ

環境への対応、ＩＣＴの利

用及び統制の観点での改

善。 

これに加え、事業実施部

署以外の者による内部統制

の強化として、次の取組み

等を行った。 

ア）重点対応リスクとして

取組計画の実施状況等を内

部統制委員会で報告するこ

ととされていた鉄道建設の

など、機構の業務のあり方

を根本から見直すことが必

須と考えた。このため機構

では、「業務運営の抜本的な

改善に関する命令を受けて

の改善措置について」の内

容にとどまらず、組織全体

の改革を行うこととし、そ

の具体的な行動計画として

「鉄道・運輸機構改革プラ

ン」を策定した。 

改革プランに掲げた各種

取組みについては、テーマ

毎にプロジェクト推進チー

ムを設置し、チームの責任

者として役員を据え、その

下で取組みを推進した。ま

た、改革プランを着実かつ

効果的に推進するため、プ

ロジェクトマネジメント体

制の構築や新たな入札契約

制度の導入などの各種取組

みの進捗状況の定期的な理

事会への報告等を通じて継

続的にフォローアップを行

った。 

改革プランの実施を通じ

て、独立行政法人の内部統

制の基本的要素である「統

制環境」、「情報と伝達」及

び「ＩＣＴへの対応」につ

いて、以下のとおり改善が

進んでおり、さらなる取組

みに努めたところである。 

・統制環境…組織体制の見

直し、プロジェクトマネジ

メント体制の構築、人事体

制の見直しによる統制環境

の整備。 

・情報と伝達…改革プラン

の策定、実施を通じて、理

事長その他幹部と職員との

意見交換の機会が増えたこ

とによる内部伝達の改善。

対外的な情報発信の強化の

取組みによる外部伝達の改

善。 

・ＩＣＴへの対応…モバイ

ルＰＣの導入促進、工事現

場での遠隔臨場の実施等の

ＩＣＴ施策を検討の上、実

む機構全体の改革機運の醸成・定着を図ってきたところである。 

令和 3 年 7 月に公表された機構改革プランには、「業務運営の抜本的な改善に

関する命令を受けての改善措置について」で報告された、北陸新幹線（金沢・敦

賀間）の業務を確実に進めるための即時的な対応にとどまらず、社会で進む働き

方改革やデジタル化の進展など、機構の事業を取り巻く大きな環境変化を的確に

とらえ、機構全体の業務プロセスの改善や組織・人事体制など機構の業務のあり

方を根本から見直すべく、６つの具体的な取組テーマ（「組織体制の見直し」「業

務プロセスにおける生産性の向上」「入札契約制度・施工環境の改善」「人事体制・

人材育成の見直し」「対外的な情報発信力の強化」「働きやすい職場環境の構築」）

を掲げ、テーマごとに責任者となる理事を置き、そのリーダーシップの下で取組

を推進するタスクフォース体制を構築して取組を推進してきた。 

その結果、プロジェクト毎に責任体制を明確化した形でのプロジェクトマネジメ

ントの実施、新設した経営企画部による組織横断的な総合調整の実施、機構業務

改善提案窓口の運用による現場意見の反映、ＩＣＴ推進チームによる遠隔臨場等

のＤＸ導入促進、民間の技術力を事業マネジメントに活用する事業促進ＰＰＰの

制度化、職員のモチベーションを高めるための社内公募制度の導入、業務改善に

対する取組姿勢の人事評価制度への反映、外部研修の実施による管理職の説明能

力の向上、モバイルＰＣの大幅前倒し導入や新リモートアクセスシステムの導入

によるテレワーク環境の改善など、多くの成果が現れているところである。 

以上のとおり、令和 3年度においては、新理事長のリーダーシップの下、機構

改革プランの策定と実行を通じて、組織・人事体制の見直しやプロジェクトマネ

ジメント体制の構築による統制環境の整備、役職員のコミュニケーションの活性

化や対外的な情報発信の強化の取組による情報伝達の改善、働きやすい職場環境

の構築に向けたＩＣＴ施策の検討・実施によるＩＣＴへの対応など、独立行政法

人の内部統制を構成する基本的要素の改善が大きく進んだことが認められ、中期

計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められることからＡ

評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・各種改革プランを着実に実施しているところと考えられ、Ａ評価は妥当である

と考える。 

・「内部統制の充実・強化」＋機構の改革プランに従って内部統制の仕組みを刷

新したことは評価できる。今後それによってどのような生産性の向上が図られた

のか、また関係者による情報共有がどのような成果を生んだかの検証が必要にな

るであろう。 

・機構改革プランに基づき、工程管理と事業費管理を総合的に判断する組織を設

け、内部統制の見直しを進めていることは、評価できる。 
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各事業（整備新幹線事業、神

奈川東部方面線事業及び中

央新幹線受託工事事業）の

工程・事業費管理に係るリ

スクについて、重点対応リ

スクの中でも特に重要なリ

スクと位置付け、事業総合

管理委員会等での専門的な

視点での審議を踏まえた上

で、役員や支社局長等が出

席する理事会への定期的な

審議・報告の場を通じてダ

ブルチェックの体制でリス

ク管理を行っていく体制に

見直しを行った（令和３年

６月）。 

イ）北海道新幹線建設局及

び九州新幹線建設局におい

て実施した内部監査におい

て、工程管理、事業費管理及

びリスク管理に関し、新た

に設置された会議体等が実

効性のある対応になってい

るか、について監査を行い、

両局とも関係通達等に基づ

き所要の手続きを実施する

とともに、本社主管課と課

題を共通認識し、課題解決

に努めていることを確認し

た（令和３年１０月）。 

また、理事長を委員長とし、

全役員が参画する内部統制

委員会において、北陸新幹

線融雪・消雪基地機械設備

工事の入札における情報漏

えい事案等に係る再発防止

対策のフォローアップも含

めた、「令和３年度内部統制

に係る取組計画」を策定し、

内部統制の取組みについて

実態把握、継続的な分析、必

要な見直しを行い、内部統

制の充実・強化に取り組ん

だ。 

 

施することにより、ＩＣＴ

環境への対応、ＩＣＴの利

用及び統制の観点での改

善。 

この他、理事長を委員長

とする内部統制委員会にお

いて、北陸新幹線融雪・消

雪基地機械設備工事の入札

における情報漏えい事案等

に係る再発防止対策のフォ

ローアップも含めた内部統

制の取組みについて、「令和

３年度内部統制に係る取組

計画」をフォローアップす

ることにより、実態把握、

継続的な分析、必要な見直

しを行い、内部統制の充実・

強化を図った。 

以上のことから、中期計

画における所期の目標を上

回る成果が得られていると

考えられる。 

  

 

＜課題と対応＞ 

 令和２年度決算検査報告

における所見を踏まえ、事

業実施部署以外の者による

内部統制の強化について、

次の取組みを実施した。 

ア）重点対応リスクとして

取組計画の実施状況等を内

部統制委員会で報告するこ

ととされていた鉄道建設の

各事業（整備新幹線事業、

神奈川東部方面線事業及び

中央新幹線受託工事事業）

の工程・事業費管理に係る

リスクについて、重点対応

リスクの中でも特に重要な

リスクと位置付け、事業総

合管理委員会等での専門的

な視点での審議を踏まえた

上で、役員や支社局長等が

出席する理事会への定期的

な審議・報告の場を通じて

ダブルチェックの体制でリ

スク管理を行っていく体制

に見直しを行った（令和３

年６月）。 

イ）北海道新幹線建設局及
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び九州新幹線建設局におい

て実施した内部監査におい

て、工程管理、事業費管理

及びリスク管理に関し、新

たに設置された会議体等が

実効性のある対応になって

いるか、について監査を行

い、両局とも関係通達等に

基づき所要の手続きを実施

するとともに、本社主管課

と課題を共通認識し、課題

解決に努めていることを確

認した（令和３年１０月）。 

内部統制の充実・強化につ

いては、「鉄道・運輸機構改

革プラン」の本格実施を通

じて、改善が進んでおり、

より実効あるものとすべく

一層努めていく必要があ

る。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６．（３） 広報・情報公開の推進 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）広報・情報公

開の推進 

機構の業務に対

する国民の理解を

深めるため、広報に

おける主要なター

ゲット及びＰＲポ

イントを整理して、

戦略的広報を推進

する。また、主な業

務の実施状況及び

財務情報等につい

て、広く情報公開を

推進するとともに、

外部の知見の積極

的な活用を図り、業

務運営の透明性を

確保する。 

②広報・情報公開の

推進 

機構の業務に対

する国民の理解を

深めるため、広報に

おける主要なター

ゲット及びＰＲポ

イントを整理して、

戦略的広報を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

また、主な業務の

実施状況、役職員の

給与水準、入札結果

や契約の情報、財務

の状況等について、

ホームページ等に

おいて分かりやす

く公表する。 

②広報・情報公開の

推進 

 機構の業務に対

する国民の理解を

深めるため、広報に

おける主要なター

ゲット及びＰＲポ

イントを整理して、

戦略的広報を着実

に推進する。この観

点から、見直しを実

施したホームペー

ジに関して、アクセ

ス状況や利用者視

点等を踏まえ更な

る改善を図る。 

また、主な業務の

実施状況、役職員の

給与水準、入札結果

や契約の情報、財務

の状況等について、

ホームページ等に

おいて分かりやす

く公表し、業務運営

の透明性を確保す

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・機構の業務に対する

国民の理解を深めるた

め、主な業務の実施状

況等について、ホーム

ページ等で分かりやす

く公表しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

基本方針を「利用者毎に

整理された、見やすく探し

やすい構造と適切な情報提

供による利用しやすいホー

ムページ」と定めたホーム

ページにおいて、外部専門

機関による協力のもとアク

セス状況の観察・分析、そし

てそれを基に表示方法や掲

載内容等について利用者目

線に立った改善を順次行っ

た。 

また、ソーシャルメディ

アの活用による広報活動と

して、ＹｏｕＴｕｂｅ公式

アカウントより、鉄道・運輸

機構が所有する各種アーカ

イブ映像や現場レポート動

画を投稿したほか、新たな

試みとしてＴｗｉｔｔｅｒ

公式アカウントを新規開設

し、工事進捗状況やプレス

リリース、鉄道・運輸機構の

事業に関するトリビア等の

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：ホームページについ

ては、前年度に引き続き外

部専門機関による協力のも

とアクセス状況の観察・分

析を行い、そしてそれを基

に表示方法や掲載内容等に

ついて利用者目線に立った

改善を順次行った。 

 ソーシャルメディアであ

るＹｏｕｔｕｂｅ及びＴｗ

ｉｔｔｅｒを活用し、国民

に向けたより積極的な情報

発信を行った。Ｙｏｕｔｕ

ｂｅでは鉄道・運輸機構が

所有する各種アーカイブ映

像や現場レポート動画を投

稿したほか、Ｔｗｉｔｔｅ

ｒでは工事進捗状況やプレ

スリリース、鉄道・運輸機

構の事業に関するトリビア

等をツイートし、親しみや

すく、そしてより国民の興

味を惹く情報発信を試み

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

令和３年度は「鉄道・運輸機構改革プラン」の取組の一つとして「対外的な情

報発信能力の強化」について組織として体系的に取り組み、理事クラスが最終的

に責任を持って的確に発信する体制としたほか、管理職等以上の約４００名の役

職員に対して部外専門講師による「コミュニケーション力向上研修」を実施し、

機構自らが対外的な説明責任を果たす上での資料作成や説明方法の工夫など、役

職員の説明能力の向上を図った。 

ソーシャルメディアの活用による広報活動として、Ｙｏｕｔｕｂｅに青函トン

ネル等のアーカイブ映像（日本鉄道建設公団による工事記録映像）投稿により積

極的に情報発信した結果、令和３年度の平均視聴回数は約４．８万回と過年度の

約３．４倍となったほか、新たな試みとして、機構職員による現場リポートの直

轄製作を行い、普段は目にすることのできない新幹線建設現場をありのままに紹

介することで、機構の業務に対する理解促進を図った。さらに、令和３年１２月

に機構の公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントを開設し、Ｔｗｉｔｔｅｒで投稿予告を

行った動画の視聴をきっかけとして、１日のＹｏｕｔｕｂｅのチャンネル登録者

数が過去最高値を記録するなど、複数ＳＮＳの連携による情報発信により効果的

なＰＲ活動を行った。また、土木広報大賞２０２１において、機構のＹｏｕｔｕ

ｂｅによる広報活動が「準優秀部門賞」を受賞した。 

そのほか、社会の関心が高いＳＤＧｓパンフレット（ＪＲＴＴサステナブック）

を新たに製作・配布したり、ＪＲ各社と連携して新幹線の車内誌等に新幹線建設
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る。 積極的な情報発信を行っ

た。 

その他、機構の事業推進

への理解を得ることを目的

に、地域住民や地方公共団

体等の関係者を主なターゲ

ットとし、事業の進捗状況、

役職員の給与水準、入札結

果や契約情報、財務状況、外

部有識者による委員会の審

議等についての情報を、分

かりやすく公表した。 

 

た。 

 開業前の新幹線駅及び共

有建造船客室内に鉄道・運

輸機構のロゴマークを設置

することで積極的なＰＲを

行った。 

その他、主な事業の進捗

状況、役職員の給与水準、

入札結果や契約情報、財務

状況、外部有識者による委

員会の審議等の情報を、分

かりやすく公表した。 

以上のことから、中期計

画等における所期の目標を

上回る成果を得られたもの

と考えられる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

工事に関する記事を掲載するなど、積極的かつ効果的な広報活動により鉄道・運

輸機構の認知度向上や事業に対する理解促進を図った。 

機構が鉄道建設等を円滑に進めるためには、機構の事業に対する自治体や地権

者等の関係者の理解と協力が不可欠であり、また、新卒者や優秀な人材の確保の

ためにも、機構の認知度の一層の向上が必要と考えられるところ、上記のとおり

取組を強化して実績を上げたことは、中期計画における所期の目標を上回る成果

と認められることからＡ評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・ＳＮＳの活用、パンフレットの配布等、Ａ評価は妥当であると考える。 

・ＳＮＳによる積極的な情報発信成果が、顕著にえられており、評価できる。 

・外部に対しての各種のアウトリーチ活動を積極的に進めていることは理解で

きるが、このような活動が機構の社会的認知度向上にどのような効果があったか

具体的成果を示して頂きたい。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６．（４） 情報セキュリティ対策の推進 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

(前中期目標期間最終年度

値等) 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等､必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）情報セキュリ

ティ対策の推進 

政府の方針に基

づき、法人が保有す

る情報システムに

対するサイバー攻

撃への防御能力強

化、攻撃に対する組

織的対応能力の強

化等の適切な情報

セキュリティ対策

を推進する。 

③情報セキュリテ

ィ対策の推進 

政府の方針に基

づき、機構が保有す

る情報システムに

対するサイバー攻

撃への防御能力強

化、攻撃に対する組

織的対応能力の強

化等の適切な情報

セキュリティ対策

を推進する。 

③情報セキュリテ

ィ対策の推進 

「サイバーセキ

ュリティ戦略」（平

成３０年７月２７

日閣議決定）等の政

府の方針及び機構

の「令和２年度情報

セキュリティ対策

推進計画」に基づ

き、情報セキュリテ

ィ研修の充実、全業

務従事者への自己

点検の実施及び本

社及び地方機関で

の情報セキュリテ

ィ監査等に取組み、

ＰＤＣＡサイクル

によるスパイラル

アップを機能させ、

情報セキュリティ

対策を推進する。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・サイバー攻撃への防

御能力強化、攻撃に対

する組織的対応能力の

強化等を行っている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

機構の情報セキュリティ

レベルの維持、向上を図る

ため、研修、自己点検及び監

査等に取組み、ＰＤＣＡサ

イクルによるスパイラルア

ップを機能させ、情報セキ

ュリティ対策を推進した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：政府の方針に基づき、

情報セキュリティ対策の推

進を図った。 

以上のことから、中期計

画等における所期の目標を

達成していると考えられ 

る。 

 

＜課題と対応＞ 

 サイバーセキュリティ戦

略本部が決定した「政府機

関のサイバーセキュリティ

対策のための統一基準群」

に適切に対応し、情報セキ

ュリティ対策の推進を実施

する必要がある。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６．（５） 環境への配慮 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （４）環境への配慮 

業務の実施に当

たっては、環境負荷

の低減、環境の保全

について配慮する

とともに、自然環境

保全対策、地球温暖

化対策等に努める。 

④環境への配慮 

業務の実施に際

しての環境負荷を

低減するため、機構

で定める「第４期環

境行動計画」に基づ

き、温室効果ガス

（ＣＯ₂）排出量の

削減に向けたオフ

ィス活動における

取組みのほか、職員

の環境意識の向上

に資する研修等の

実施、建設工事等に

より発生する建設

廃棄物のリサイク

ルやグリーン調達

等に取り組む。 

また、これらの取

組みの状況や成果

を盛り込んだ「環境

報告書」を毎年度作

成し公表する。 

④環境への配慮 

機構で定める「第

４期環境行動計画」

に基づき、温室効果

ガス（ＣＯ２）排出量

の削減に向けたオ

フィス活動におけ

る取組みのほか、各

業務における環境

負荷の低減に係る

取組みを着実に推

進する。 

また、職員の環境

意識の向上等を目

的とした研修を実

施するとともに、建

設工事等により発

生する建設廃棄物

のリサイクル及び

グリーン調達等の

取組みを実施する。

機構の環境対策へ

の取組状況や成果

を盛り込んだ「環境

報告書２０２１」を

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・オフィス活動におい

て温室効果ガス（ＣＯ

₂）排出量の削減に向け

た取組みを実施してい

るか。 

・環境意識の向上に資

する研修等を実施して

いるか。 

・事業において環境負

荷低減に係る取組みを

実施しているか。 

・環境報告書を作成

し、公表しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

 機構の事務・事業活動に

伴う環境負荷の低減を推進

することを目的として、環

境配慮に関する具体的な取

組みを「環境行動計画」とし

て定めている。現在は平成

３０年度から令和４年度ま

でを期間とする「第４期環

境行動計画」に基づき環境

負荷低減、環境配慮等（以下

「環境負荷低減等」とい

う。）に取り組んでおり、令

和３年度は以下のとおり環

境負荷低減等に取り組ん

だ。 

オフィス活動における環

境負荷低減等の取組みとし

ては、機構は令和１２年度

までに温室効果ガス（ＣＯ

２）排出量を４０％削減（平

成２５年度基準比）する目

標を掲げており、具体的に

は、ＯＡ機器の待機電力の

抑制及び省エネ型製品の調

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：事務・事業活動にお

いて「第４期環境行動計画」

に基づき環境負荷低減等に

向けた取組みを実施、全業

務従事者の環境意識向上の

ためｅラーニング形式によ

る研修を行うとともに、「環

境報告書２０２１」を作成・

公表するなど、機構の環境

に対する姿勢を広くＰＲし

た。 

以上のことから、中期計

画における所期の目標を達

成していると考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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作成し、ホームペー

ジ等を活用して、公

表する。 

さらに、持続可能

な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）を的確に意識し

つつ、環境に対する

取組みについて適

切に情報発信を行

う。 

 

達推進、事務室照明照度設

定の適正化やきめ細やかな

点灯・消灯の実施等による

電気使用量の抑制、ハイブ

リッド型等高燃費性能車両

への転換やエコドライブの

実践による自動車燃料使用

量の抑制等に取り組んだ結

果、令和３年度においては、

温室効果ガス（ＣＯ２）排出

量を２３．４％削減するこ

とに成功した。 

また、全業務従事者を対

象とした「環境対策に係る

業務研修」をｅラーニング

形式によ り実施（令和４

年１月）、７７．５％の修了

率を記録するとともに、四

半期ごとに電気及び自動車

燃料の使用量をベースに温

室効果ガス（ＣＯ２）排出量

を算出し、削減目標値の達

成状況をイントラネットに

掲載することで、省エネル

ギーに対する意識向上を図

った。 

事業における環境負荷低減

等の取組みとしては、鉄道

建設では、トンネル工事に

おいて掘削に伴い発生した

土砂の搬出方法を、ダンプ

トラック等の重機に代わり

ベルトコンベアを採用する

ことで温室効果ガス（ＣＯ

２）排出量を抑制するととも

に、国に準じて定めた「建設

リサイクルガイドライン」

に従い、工事において再生

砕石（廃材であるコンクリ

ート塊を破砕して生成）や

再生加熱アスファルト混合

物（アスファルトコンクリ

ート発生材を再資源化）が

埋戻し材や付替道路の路盤

材等に求められる品質基準

を満たす場合には、工事で

の利用を積極的に行うこと

で建設廃棄物の再資源化・

削減に努めた。 

また、船舶共有建造では、

動力源を電気推進とするス
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ーパーエコシップや船体抵

抗が少ない高性能な船型等

を採用し、温室効果ガス（Ｃ

Ｏ２）排出量が低減された先

進二酸化炭素低減化船等の

建造を推進、グリーン化に

資する船舶の延べ建造隻数

は１２隻とした。 

環境情報の提供の促進等

による特定事業者等の環境

に配慮した事業活動の促進

に関す る法律（平成１６

年法律第７７号。以下「環境

配慮促進法」という。）等の

法令に基づき「環 境報告

書２０２１」を作成し、ホー

ムページで公表（令和３年

９月）するなど、機構の環境

負荷低減の取組みや環境配

慮・保全の取組みについて、

広くステークホルダーにＰ

Ｒすることに努めた。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし。 

 


